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Ⅰ 調査事項 

  携帯電話等周波数有効利用方策委員会は、電気通信技術審議会諮問第81号「携帯電話

等の周波数有効利用方策」（平成７年７月24日諮問）のうち「1.5GHz帯の周波数有効利用

のための技術的条件」について調査を行った。 

 

Ⅱ 委員会及び作業班の構成 

  委員会の構成は別表１のとおりである。 

  委員会における調査の促進を図るため、委員会の下に、1.5GHz帯IMT-2000技術的条件

作業班を設けて調査を行った。作業班の構成は別表２のとおりである。 

  また、作業班における第三世代移動通信システム用エントランス回線に係る調査の促

進を図るため、作業班の下に、３Ｇ用エントランス回線のサブワーキンググループを設

けて調査を行った。サブワーキンググループの構成は別表３のとおりである。 

 

Ⅲ 調査経過 

 １ 委員会における調査 

① 第22回委員会（平成18年３月30日） 

    委員会の運営方針及び調査方針について議論を行った。また、委員会における調

査の促進を図るため、1.5GHz帯IMT-2000技術的条件作業班を設置した。 

② 第23回委員会（平成18年12月14日）（予定） 

    第三世代移動通信システム、第三世代移動通信システム用エントランス回線等の

技術的条件に関する委員会報告及び一部答申案をとりとめた。なお、1.5GHz帯の周

波数有効利用のための技術的条件について、関係者からの意見の聴取の機会を設け

たが、所定の期日までに意見陳述の申し出はなかった。 

 

 ２ 1.5GHz帯IMT-2000技術的条件作業班における調査 

  ① 第１回作業班（平成18年４月18日） 

    第三世代移動通信システムの導入等に係る調査方法、干渉調査のスケジュール等

について議論を行った。また、作業班における第三世代移動通信システム用エント

ランス回線に係る調査の促進を図るため、３Ｇ用エントランス回線のサブワーキン

ググループを設置した。 

  ② 第２回作業班（平成18年５月10日） 

    1.5GHz帯を使用する各無線システムのスペックについて説明を受け、干渉調査の

ための前提条件について議論を行った。 

  ③ 第３回作業班（平成18年５月25日） 

    第２回作業班で提出されたスペックを基に、規格値による各無線システム間の干
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渉調査を行った。 

  ④ 第４回作業班（平成18年６月20日） 

    第三世代移動通信システムに係るガードバンド幅の精査、3GPPsの標準化に伴う既

存周波数帯を使用する第三世代移動通信システムの技術的条件の変更及び第三世代

移動通信システムの技術的条件に関する調査を行った。 

  ⑤ 第５回作業班（平成18年７月５日） 

    ガードバンド幅の精査、第三世代移動通信システム用エントランス回線の技術的

条件に関する調査及び委員会報告に関する議論を行った。 

  ⑥ 第６回作業班（平成18年12月７日） 

    第三世代移動通信システム、第三世代移動通信システム用エントランス回線の技

術的条件等に関する委員会報告案をとりとめた。 

 ３ ３Ｇ用エントランス回線のサブワーキンググループ 

  ① 第１回会合（平成18年５月12日） 

    第三世代移動通信システム用エントランス回線の導入等に係る調査内容・方法に

ついて議論を行った。 

  ② 第２回会合（平成18年６月７日） 

    1.5GHz帯非再生方式の使用条件及び技術的条件並びに22GHz帯再生方式の技術的

条件について調査を行った。 

  ③ 第３回会合（平成18年６月22日） 

    1.5GHz帯非再生方式の使用条件、与干渉及び技術的条件並びに22GHz帯再生方式の

技術的条件について調査を行った。 
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Ⅳ 調査概要 

第１章 第三世代移動通信システムの動向 

１．１ これまでの審議経緯等 

 (1) 2GHz帯における第三世代移動通信システムの導入経緯 

   「次世代移動通信方式の技術的条件」のうち「符号分割多元接続方式で周波数分割

複信方式を使用する無線設備の技術的条件」として、2GHz帯におけるDS-CDMA（W-CDMA）

方式及びMC-CDMA（CDMA2000）方式の技術的条件について、平成11年９月に電気通信技

術審議会から答申が行われた。 

 

 (2) 800MHz帯の周波数を使用するCDMA方式の高度化 

   800MHz帯の周波数を使用する第三世代移動通信システムの加入数の増加等を背景と

して、収容可能な加入数の増加、通信速度の高速化等によって800MHz帯を使用する第

三世代移動通信システムの高度化を図るため、800MHz帯におけるCDMA2000 1X方式の技

術的条件について、平成12年10月に電気通信技術審議会から答申が行われた。 

 

 (3) 第三世代移動通信システムの高度化（表１．１） 

   ITU（国際電気通信連合）、各国標準化機関等において行われた高度化に向けた検討

等を踏まえ、最大2.4Mbps（後に3.1Mbpsに高速化）程度の高速データ伝送を可能とす

るCDMA2000 1xEV-DO(EVolution-Data Only)方式及び最大14Mbps程度の高速データ伝送

を可能とするW-CDMA方式のHSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)の技術的条件

について、平成13年11月及び平成16年５月にそれぞれ情報通信審議会から答申が行わ

れた。 

 

表１．１ 第三世代移動通信システム等の高度化 

方式 W-CDMA(従来) W-CDMA(HSDPA) CDMA2000 1X 
CDMA2000 

1xEV-DO 

通信方式(上り回線) CDMA CDMA CDMA CDMA 

通信方式(下り回線) CDM CDM/TDM CDM CDM/TDM 

データ伝送速度 

(下り回線･最大) 
384kbps程度 14Mbps程度 144kbps程度 3.1Mbps程度

送信電力制御 上り／下り 上り 上り／下り 上り 
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 (4) 800／900MHz帯の周波数再編 

   800MHz帯等を有効に利用するための周波数配置等について審議を行い、800MHz帯等

を有効利用するための周波数配置の全体像等について「800MHz帯における移動業務用

周波数の有効利用のための技術的条件」として、平成15年６月に情報通信審議会から

答申が行われた（図１．１）。 

   この答申を踏まえ、800／900MHz帯の周波数再編を行うことによって、①細分化した

割当てから広い帯域の割当てによる周波数利用効率の向上、②国際的な周波数利用と

の整合の確保による国際ローミングの実現、近隣国との干渉防止、③2012年（平成24

年）以降、現在アナログTVで使用中の700MHz帯と対で移動業務に新たに使用すること

が可能となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．１ 答申で示された800/900MHz帯の現在の周波数配置と再編後の想定周波数配置（平成15年６月） 

 

   また、800MHz帯におけるW-CDMA方式の技術的条件等について、平成16年５月に情報

通信審議会から答申が行われた。 

 

 

 (5) 1.7GHz帯等における第三世代移動通信システムの導入経緯 

   800MHz帯及び２GHz帯の周波数を使用する第三世代移動通信システムの加入数の増

加等を背景として、1.7GHz帯等において第三世代移動通信システムの導入を図るため、

1.7GHz帯におけるIMT-2000（FDD方式）の技術的条件等について、平成17年５月に情報

通信審議会から答申が行われた。 

  

710 722 770 806 903
905

828 843 870
887

810
832 838
834

846
850 860

901
898 925915

958
885889

893
960

※1

現在の周波数配置

810 855 900 905 958768
715 45MHz間隔

190MHz間隔

806 821824 849 866 869
894韓国 925

880
915

台湾
851

※2

※１　722～770MHzについては、放送業務としての利用は2012年まで。
※２　710～722MMHzについては、2006年までに見直し予定。

※2

710 722

55MHz間隔130MHz間隔

770

ﾗｼﾞｵ
ﾏｲｸ

空港MCA

地域防災
空港MCA

公共業務用 地域防災 STL
ﾊﾟｰｿﾅﾙ

(PDC)(cdma)
MCA

再編後の想定周波数配置



 - 9 -

１．２ 第三世代移動通信システム等の普及状況（図１．２） 

   我が国における携帯電話の加入数は、既に平成17年度末には9,100万を超えており、

それ以降も着実に増加している。また、W-CDMA方式又はCDMA2000方式の第三世代移動

通信システム（IMT-2000）によるサービスの加入数は、既に平成17年度末時点で4,800

万加入に達し、第３世代の加入数が第２世代の加入数を超え、第２世代から第３世代

への移行が急速に進展している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１．２ 携帯電話加入数の推移 
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１．３ 電波政策ビジョンと総務省における周波数再編方針・アクションプラン 

  情報通信審議会が平成14年８月に答申した「中長期における電波利用の展望と行政

が果たすべき役割」（電波政策ビジョン）においては、移動通信システムの今後の高度

化・利用拡大に向けた周波数の確保について検討するとともに、平成11年の電気通信

技術審議会答申の際における必要周波数帯域幅の算出と現在との差分について精査し、

中長期的な移動通信システムの必要周波数帯幅の算出を行い、平成20年には約330～

340MHz幅、平成25年には約1.06～1.38GHz幅がそれぞれ必要であるとしている。この周

波数需要予測を踏まえ、総務省が平成15年10月に公表した「周波数の再編方針」では、

中期的（平成20年まで）には、国際的にIMT-2000に追加分配された1.7GHz帯等を中心

に、約330～340MHz幅の周波数を移動通信システム用として確保するよう再編を検討

することとし、1.7GHz帯等をIMT-2000等の移動通信システム用として検討する方針を

明らかにしてきた。 

  その後、1.7GHz帯の周波数については、平成17年５月の情報通信審議会の答申を受

け、平成18年度からFDD方式のIMT-2000による利用が開始された。 

また、平成16年度に実施した電波の利用状況調査（770MHz超3.4GHz以下の周波数帯

を対象）の評価結果に基づく具体的な周波数の再編を円滑かつ着実にフォローアップ

するため、総務省は、平成16年８月に策定した「周波数再編アクションプラン」を見

直し、改定版を平成17年10月に公表した。改定版では、1.5GHz帯携帯無線通信の第３

世代への高度化及びルーラル地域における空き周波数の有効利用方策、並びに1.5GHz

帯MCA陸上移動通信の帯域削減により創出される空き周波数の有効利用方策等を総合

的に検討しつつ、1.5GHz帯の周波数再編を推進することが必要であるとしている。 

 

 

１．４ 第三世代移動通信システムに関する国際的な標準化動向等 

ITUの無線通信部門（ITU-R）、並びに民間の国際標準化団体及び国内標準化団体では、

高度化等に向けた検討が引き続き行われている。 

今般、民間の国際標準化団体である3GPP(3rd Generation Partnership Project)に

おいて、W-CDMA方式については、隣接チャネル漏えい電力の規定値の合理化が行われ

ている。TD-CDMA方式については、周波数利用効率を向上させるために、拡散符号速度

が7.68Mcpsである高度化システムの規格化が行われているところである。 
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第２章 我が国の1.5GHz帯の現状と今後のあり方等 

 

２．１ 1.5GHz帯の現状 

 現在、1.5GHz帯は、第２世代携帯電話、自営無線等に割り当てられているが、周波数再

編アクションプラン（平成17年10月改定）では、1.5GHz帯携帯電話の第３世代への高度化、

ルーラル地域における空き周波数の有効利用方策、自営無線の帯域削減により創出される

空き周波数の有効利用方策等を総合的に検討しつつ、1.5GHz帯の周波数再編を推進するこ

とが求められている。 

 さらに、低コストで設置が可能な第三世代移動通信システム用エントランス回線の開発

が進んでいることから、ルーラル地域における1.5GHz帯等の第三世代移動通信システム用

エントランス回線の導入も期待されている。 

 

２．２ 今後の1.5GHz帯のあり方等 

２．２．１ 1.5GHz帯再編の必要性 

  第３世代携帯電話については、平成13年10月にW-CDMA方式が、平成14年４月にCDMA2000

方式がそれぞれ導入され、平成17年末度末で加入数は4,800万に達しており、第２世代（以

下「２Ｇ」という）から第３世代への移行が急速に進展している。 

  これに伴い、総務省では、平成17年に、第三世代移動通信システム用周波数として

1.7GHz帯（FDD方式）及び2GHz帯（TDD方式）の追加割当てを措置しているが、将来の第

三世代移動通信システムの需要に対応するため、更なる周波数割当てについてあらかじ

め検討しておくことが必要となっている。 

 

２．２．２ 調査対象とする技術方式 

  1.5GHz帯周波数の再編後に導入を目指すシステムは、ITU-R勧告M.1457で定められた

IMT-2000のうち、1.5GHz帯を使用する周波数分割複信（FDD）方式であって符号分割多元

接続方式を用いるもの（W-CDMA及びCDMA2000。以下「３Ｇ」という。）及び1.5GHz帯を使

用する３Ｇ用エントランス回線のうち非再生方式エントランス回線※とした。 

  ※ 非再生方式エントランス回線とは、アクセス区間とエントランス区間のインタフェースにおいて、

CDMA波を周波数変換し直接中継する簡易な中継方式を用いたエントランス回線をいう。 

  さらに、その他の周波数帯における再生方式エントランス回線については、現行の

22GHz帯再生エントランス回線は２Ｇ用であり、その伝送速度は8Mbpsであるが、３Ｇ用

に使用するために伝送容量を増加させるための技術的条件について調査を行った。 
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２．２．３ 技術的条件を調査するための前提条件 

  1.5GHz帯がIMT-2000プランバンドでないことに鑑み、３Ｇの周波数ひっ迫対策用とし

てアーバンエリア（都市部及び市街地）で利用し、３Ｇで利用しない地域（ルーラルエ

リア）において、エントランス回線で利用することを前提とした。また、３Ｇ用として

の利用は5MHz幅を最小単位とした。 

  1.5GHz帯周波数を再編し、３Ｇ用周波数を新たに確保するためには、３Ｇを1.5GHz帯

に導入する場合の隣接システムとの共用条件の調査等が必要となるが、隣接システムと

の相互関係を明らかにするために、調査を開始するに当たり、シナリオ案を仮定する必

要がある。 

  仮に、使用期限が定められている帯域等をいち早く３Ｇ用として使用する図２．２－

１に示すシナリオ案１を採用すると、早期の３Ｇ用周波数の需要増には対応できるもの

の、再編後に３Ｇ用周波数を連続的に確保することが難しく、周波数の有効利用を阻害

するおそれがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２－１ 1.5GHz帯再編のシナリオ案１ 
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  そこで、まず、使用期限が定められている帯域等を、MCAデジタルの移行用周波数とし

て先行的に使用するとともに、２Ｇの加入数の比較的少ない周波数帯を３Ｇ用として使

用することが可能となり（第一段階）、次に、２Ｇの加入数の比較的多い周波数帯につい

ても３Ｇ用として使用することが可能となり（第二段階）、最終的に、MCAデジタルの周

波数を高い方に移行することが可能となった場合（第三段階）というシナリオ案２（図

２．２－２）を仮定した上で、共用条件の調査を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．２－２ 1.5GHz帯再編のシナリオ案２ 

 

  なお、周波数ポイントの確定は、第３章に示す共用条件の調査を踏まえて行うことと

した。 
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第３章 第三世代移動通信システムに係る干渉調査 

３．１ 調査を行った干渉形態・調査方法 

 (1) 調査を行った干渉形態 

表３．１－１に示す干渉形態のガードバンド幅を算出した。 

なお、送受信フィルタの設置、運用エリアの制限等の対策により、ガードバンド幅

を縮小し、周波数を有効に利用することが可能な場合には、当該対策及び縮小された

ガードバンド幅についても調査を行った。 

 

表３．１－１ 調査を行った干渉形態（左列→上行／上行→左列） 

 
３Ｇ注１↑ PDC↑ MCAデジタル↑ 

移動体衛星通信

サービス↓ 

３Ｇ注１↓ 調査注２／調査注２ 調査／調査 調査／調査 調査／－ 

PDC↓ 調査／調査 － 調査／調査 － 

MCAデジタル↓ 調査／調査 － － 調査／－ 

電波天文 －／調査 － － － 

注１：３ＧとしてW-CDMA及びCDMA2000それぞれについて調査を行った。 

注２：同一事業者間及び異事業者間の場合におけるガードバンド幅の調査を行った。 

 

 (2) 干渉調査の方法 

  ア 基地局間等の干渉調査 

表３．１－２に示す干渉形態は、与干渉側・被干渉側システムともに固定して使

用されるため、表３．１－３に示す離隔距離で１対１で対向させて、自由空間伝搬

モデルを用いて所要ガードバンド幅を算出した。 

 

表３．１－２ 基地局間等の干渉形態 

干渉形態 

３Ｇ↓→３Ｇ↑、PDC↑、MCAデジタル↑ 

PDC↓→３Ｇ↑、MCAデジタル↑ 

MCAデジタル↓→３Ｇ↑ 

 

表３．１－３ 離隔距離（基地局間等） 

干渉形態 離隔距離 

３Ｇ↓→３Ｇ↑、PDC↑ 

PDC↓→３Ｇ↑ 
０ｍ（同事業者間のみ）、３ｍ 

３Ｇ↓、PDC↓→MCAデジタル↑ 

MCAデジタル↓→３Ｇ↑ 
50ｍ 

 



 

 － 16 －

 

  イ 陸上移動局間の干渉調査 

表３．１－４に示す干渉形態は、与干渉側・被干渉側システムともに基本的に移

動して使用される。与干渉移動局の上り回線(移動局送信)が、被干渉移動局の下り

回線(移動局受信)に与える影響については、それぞれの移動局が存在する場所が時

間により異なり、受信する干渉量も移動局の散乱状況及びそれに伴い変動する送信

電力により異なるため、「携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告」(平成15年６

月25日)参考資料４－２の方法により、SEAMCATを用いたモンテカルロシミュレーシ

ョンによる確率的なアプローチにより調査を行った。 

シミュレーションにおいては、その試行回数を20,000回とし、累積確率が97％と

なる到達雑音電力を求め、許容干渉レベル（帯域内）及び感度抑圧レベル（帯域外）

と比較することにより、干渉発生確率を３%以下とするために必要な所要改善量を算

出した。 

 

表３．１－４ 陸上移動局間の干渉形態 

干渉形態 

３Ｇ↑→３Ｇ↓、PDC↓、MCAデジタル↓ 

PDC↑→３Ｇ↓ 

MCAデジタル↑→３Ｇ↓、PDC↓ 

   

  ウ 衛星系システムの干渉調査 

表３．１－５に示す干渉形態は、被干渉側が衛星系システムである。与干渉移動

局の上り回線(移動局送信)が電波天文に与える影響に関しては、電波天文の設置場

所が限定されているため、地形による遮へい効果を加味し、地理的な棲み分けの可

能性に関する調査を行った。与干渉基地局の下り回線（基地局送信）が移動体衛星

通信サービスの下り回線（移動体衛星通信サービス端末受信）に与える影響に関し

ては、表３．１－６に示す離隔距離で１対１で対向させて、自由空間伝搬モデルを

用いて所要離隔距離を算出した。 

 

  表３．１－５ 衛星系システムの干渉形態 

干渉形態 

３Ｇ↓→移動体衛星通信サービス↓ 

３Ｇ↑→電波天文 

MCAデジタル↓→移動体衛星通信サービス↓ 

 

表３．１－６ 離隔距離（衛星系システム） 

干渉形態 離隔距離 

３Ｇ↓、MCAデジタル↓→移動体衛星通信サービス↓ 100ｍ、１km、10km 
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３．２ 各無線システムのスペック等 

 (1) W-CDMAのスペック 

  ア 送受信特性 

表３．２－１及び表３．２－２にW-CDMAの干渉調査に用いた基地局及び移動局の

送受信スペックを示す。 

 

表３．２－１ W-CDMA（送信側に係る情報） 

 W-CDMA 基地局 W-CDMA 移動局 

空中線電力 
最大43dBm/キャリア 

注１ 表３．５－１
最大24dBm注１ ６．１．３ (1) カ 

給電線損失 ５dB注１ 表３．５－１ ０dB注１ 表３．５－１ 

空中線利得 17dBi注１ 表３．５－１ ０dBi注１ 表３．５－１ 

アンテナ指向特性(水平) 図３．２－１参照 オムニ 

アンテナ指向特性(垂直） 図３．２－２参照 オムニ 

アンテナ地上高 40m注１ 表３．５－１ 1.5m注１ 表３．５－１ 

占有周波数帯幅  ５MHz注１ 表３．５－１ ５MHz注１ 表３．５－１ 

隣接チャネル漏えい電力 

-44.2dBc（５MHz離調） 
注１ 表３．５－１ 

-49.2dBc（10MHz離調） 
注１ 表３．５－１

-32.2dBc（５MHz離調） 
注１ ６．１．３ (1) ウ

-42.2dBc（10MHz離調） 
注１ ６．１．３ (1) ウ

スプリアス領域における

不要発射の電力 
-13dBm/MHz注２ -30dBm/MHz注２ 

送信フィルタ特性 
表３．２－３及び 

図３．２－３参照 
－ 

１無線局のキャリア数 ２キャリア 注３ １キャリア 

人体吸収損失 － ８dB注１ 表３．５－１ 

注１：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成17年５月30日） 

注２：ITU-R SM.329 

注３：通過帯域幅10MHzを想定 

 

表３．２－１より、３．３以降で行う干渉調査では、W-CDMA基地局の不要発射の電力

の値として、以下の値を用いた。 

中心周波数より2.5から7.5MHz離調している場合の不要発射の電力の最悪値は、5MHz

離調時の隣接チャネル漏えい電力となり、空中線電力の最大値は43dBm／キャリアである

ので、1MHzあたりの電力に換算すると-7dBm/MHzである。 

同様に、中心周波数より7.5から12.5MHz離調している場合の不要発射の電力の最悪値

は、10MHz離調時の隣接チャネル漏えい電力となり、これを1MHzあたりの電力に換算する

と-12dBm/MHzである。 

中心周波数より12.5MHz以上離調している場合には、不要発射の電力はスプリアス領域
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における不要発射の電力となり、-13dBm/MHzである。 

 

 

表３．２－２ W-CDMA（受信側に係る情報） 

  W-CDMA 基地局 W-CDMA 移動局 

受信感度・実効選択度 
-120.3dBm/3.84MHz 

注１ ６．１．３ (2) ア

-116.3dBm/3.84MHz 
注１ ６．１．３ (2) ア

給電線損失 ５dB注１ 表３．５－１ ０dB注１ 表３．５－１ 

空中線利得 17dBi注１ 表３．５－１ ０dBi注１ 表３．５－１ 

アンテナ指向特性(水平) 図３．２－１参照 オムニ 

アンテナ指向特性(垂直） 図３．２－２参照 オムニ 

アンテナ地上高 40m注１ 表３．５－１ 1.5m注１ 表３．５－１ 

受信周波数帯幅 3.84MHz注１ 表３．５－１ 3.84MHz注１ 表３．５－１ 

受信フィルタ特性 
表３．２－３及び 

図３．２－３参照 
－ 

許容干渉レベル（帯域内） 
-113.1dBm/3.84MHz 

(I/N=-10dB)注１ 表３．５－１ 

-105dBm/3.84MHz 

(I/N=-６dB)注１ 表３．５－１ 

感度抑圧レベル(帯域外） -40dBm注１ 表３．５－１ 
-56dBm（10MHz離調）注２ 

-44dBm（15MHz離調）注２ 

人体吸収損失 － ８dB注１ 表３．５－１ 

注１：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成17年５月30日） 

注２：3GPP TS25.101 
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図３．２－１ ３Ｇ基地局及びPDC基地局の送受信アンテナパターン(水平面) 

（1.7GHz帯IMT-2000技術的条件作業班報告（平成17年５月19日）参考資料３参３図２－３

を引用） 
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図３．２－２ ３Ｇ基地局及びPDC基地局の送受信アンテナパターン(垂直面) 

（1.7GHz帯IMT-2000技術的条件作業班報告（平成17年５月19日）参考資料３参３図２－２

を引用） 
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表３．２－３ ３Ｇ基地局及びＰＤＣ基地局の送受信フィルタ並びに 

ＭＣＡデジタル中継局の送信フィルタ特性 

帯域外減衰量[dB] 
通過帯域端からの 

離調周波数[MHz] 
(a) 1.7 ﾘｯﾄﾙ

(0.65dB) 

(b) 1.9 ﾘｯﾄﾙ

(0.9dB) 

(c) 2.2 ﾘｯﾄﾙ

(1.1dB) 

0 0.7  0.9  1.1  

1 0.9  1.2  1.5  

2 5.0  12.0  15.0  

2.9 21.2 33.6 43.8 

3 23.0  36.0  47.0  

4 23.5  36.5  48.0  

5 24.0  37.0  49.0  

6 25.8  40.0  52.8  

7 27.6  43.0  56.6  

8 29.4  46.0  60.4  

9 31.2  49.0  64.2  

10 33.0  52.0  68.0  

11 35.0  54.4  70.8  

12 37.0  56.8  73.6  

13 39.0  59.2  76.4  

14 41.0  61.6  79.2  

15 43.0  64.0  82.0  

16 44.4  66.2  84.4  

17 45.8  68.4  86.8  

18 47.2  70.6  89.2  

19 48.6  72.8  91.6  

20 50.0  75.0  94.0  

21 51.2  76.4  95.8  

22 52.4  77.8  97.6  

23 53.6  79.2  99.4  

24 54.8  80.6  101.2  

25 56.0  82.0  103.0  

26 57.0  83.1  104.4  

27 57.9  84.2  105.7  

28 58.9  85.4  107.1  

29 59.8  86.5  108.4  

30 60.8  87.6  109.8  

37.5 68.0  96.0  120.0  

50 77.0  107.0   
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図３．２－３ ３Ｇ基地局及びPDC基地局の送受信フィルタ並びに          

MCAデジタル中継局の送信フィルタ特性 

 

なお、３．３以降の干渉調査では、表３．２－３及び図３．２－３におけるフィ

ルタ特性のうち、「携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告」(平成15年６月25日)

参考資料４－１表 参４．１－42の基本仕様である容積２リットル以下、通過帯域損

失1.0dB以下を基準として設計を行った(b)のフィルタを用いて計算を行った。 

 

 

  イ 確率的調査のパラメータ 

図３．２－４及び図３．２－５に確率的調査に用いた移動局の送信電力分布と送

信電力累積確率を示す。移動局の送信電力分布は、「携帯電話等周波数有効利用方策

委員会報告」(平成15年６月25日)参考資料４－２図参４－２．３及び図参４－２．

４から引用した。また、平均トラフィック密度は203.1erl/キャリア/km2とし、ボイ

スアクティベーションは無しとし、確率的調査による評価範囲は半径100mとした。 
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図３．２－４ 移動局の送信電力分布 
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図３．２－５ 移動局の送信電力累積確率 
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 (2) CDMA2000のスペック 

  ア 送受信特性 

表３．２－４及び表３．２－５にCDMA2000の干渉調査に用いた基地局及び移動局

の送受信スペックを示す。 

表３．２－４ CDMA2000（送信側に係る情報） 

  CDMA2000基地局 
CDMA2000移動局 

1Xシステム 

CDMA2000移動局 

3Xシステム 

空中線電力 45.4dBm(=５Wx７) 注１ 最大24dBm注２ 表３．６－１ 最大24dBm注２ 表３．６－１ 

給電線損失 ５dB注２ 表３．６－１ ０dB注２ 表３．６－１ ０dBi注２ 表３．６－１ 

空中線利得 17dBi注２ 表３．６－１ ０dBi注２ 表３．６－１ ０dBi注２ 表３．６－１ 

アンテナ 

指向特性

(水平) 

図３．２－１参照 オムニ オムニ 

アンテナ 

指向特性

(垂直） 

図３．２－２参照 オムニ オムニ 

アンテナ地

上高 
40m注２ 表３．６－１ 1.5m注２ 表３．６－１ 1.5m注２ 表３．６－１ 

占有周波数

帯幅 
1.48MHz注２ 表３．６－１ 1.48MHz注２ 表３．６－１ 4.6MHz注３ 

送信スペク

トルマスク 

885kHz  < Δf < 1250kHz

-45dBc/30kHz 

1250kHz < Δf < 1450kHz

-13dBm/30kHz 

1450kHz < Δf < 2250kHz

-[13+17x(|Δf| 

-1.45)]dBm/30kHz 

2250kHz < Δf < ４MHz    

-13dBm/MHz 

４MHz    < Δf 

-13dBm/１kHz 

(9kHz=<f<150kHz) 

-13dBm/10kHz 

(150kHz=<f<30MHz) 

-13dBm/100kHz 

(30MHz=<f<1000MHz) 

-13dBm/１MHz 

(1000MHz=<f<12.75GHz)
注３ 

1250kHz < Δf < 1980kHz

-42dBc/30kHz または 

-54dBm/1230kHz 

1980kHz < Δf < 2250kHz

-50dBc/30kHz または

-54dBm/1230kHz 

2250kHz < Δf < ４MHz 

-[13+１x(Δf 

-2.25MHz)]dBm/MHz 

４MHz    <  Δf 

-36dBm/１kHz 

(9kHz=<f<150kHz) 

-36dBm/10kHz 

(150kHz<f<30MHz) 

-36dBm/100kHz 

(30MHz<f<1000MHz) 

-30dBm/1000kHz 

(1000MHz<f<12.75GHz)
注４ 

2.5MHz < Δf < 2.7MHz 

  -14dBm/30kHz 

2.7MHz < Δf < 3.5MHz 

  -[14+15x(Δf 

-2.7MHz]dBm/30kHz 

  (3.08MHzを除く) 

3.08MHz 

-33dBc/3.84MHz 

3.5MHz < Δf <7.5MHz 

  -[13+１x(Δf 

-3.5MHz)]dBm/MHz 

7.5MHz < Δf <8.5MHz 

-[17+10x(Δf 

-7.5MHz)]dBm/MHz 

  (8.08MHzを除く) 

8.08MHz 

-43dBc/3.84MHz 

8.5MHz < Δf <12.5MHz  

-27dBm/MHz 
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12.5MHz < Δf            

-36dBm/１kHz 

(9kHz=<f<150kHz) 

-36dBm/10kHz 

(150kHz=<f<30MHz) 

-36dBm/100kHz 

(30MHz=<f<1000MHz) 

-30dBm/MHz 

(1000MHz<f<12.75GHz) 
注４ 

送信フィル

タ特性 

表３．２－３及び 

図３．２－３参照 
－ － 

１無線局の

キャリア数 
７ 注１ １ １ 

人体吸収 

損失 
－ ８dB注２ 表３．６－１ ８dB注２ 表３．６－１ 

注１：通過帯域幅10MHzを想定 

注２：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成17年５月30日） 

注３：3GPP2 C.S0010 Band Class ６ 

注４：3GPP2 C.S0011 Band Class ６ 
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なお、表３．２－１、表３．２－４及び図３．２－６より、W-CDMAとCDMA2000 3X

の送信側のスペックを比較すると、W-CDMAの方が送信電力及び不要発射の強度の許

容値が高く、CDMA2000 3Xが与干渉の場合の干渉調査はW-CDMAの結果を用いれば十分

である。 

 

0 2 4 6 8 10 12

-50

-20

-30

-40

W-CDMA

CDMA2000 3X
(移動局 空中線電力の最大値を24dBmとする。)

離調周波数（Δｆ）

不
要
発
射
の
強
度
の
許
容
値
（
dB
c
/
M
H
z）

 

図３．２－６ W-CDMA及びCDMA2000 3Xの不要発射の強度の許容値の比較 
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表３．２－５ CDMA2000（受信側に係る情報） 

  CDMA2000基地局 
CDMA2000移動局 

1Xシステム 

CDMA2000移動局 

3Xシステム 

受信感度・

実効選択度 
-108dBm/MHz注１ -104dBm/1.23MHz注２ -104dBm/1.23MHz注２ 

給電線損失 ５dB注３ 表３．６－１ ０dB注３ 表３．６－１ ０dB注３ 表３．６－１ 

空中線利得 17dBi注３ 表３．６－１ ０dBi注３ 表３．６－１ ０dBi注３ 表３．６－１ 

アンテナ指

向特性  

(水平) 

図３．２－１参照 オムニ オムニ 

アンテナ指

向特性  

(垂直） 

図３．２－２参照 オムニ オムニ 

アンテナ地

上高 
40m注３ 表３．６－１ 1.5m注３ 表３．６－１ 1.5m注３ 表３．６－１ 

受信周波数

帯幅 
1.25MHz注１ 1.25MHz注２ 3.75MHz注２ 

受信フィル

タ特性 

表３．２－３及び 

図３．２－３参照 

表３．２－３及び 

図３．２－３参照 

表３．２－３及び 

図３．２－３参照 

許容干渉 

レベル    

（帯域内） 

-118dBm/MHz 

(I/N=-10dB)注３ 表３．６－１ 

-110dBm/1.23MHz 

(I/N=-６dB)注３ 表３．６－１

-110dBm/1.23MHz 

(I/N=-６dB)注３ 表３．６－１ 

感度抑圧 

レベル  

(帯域外） 

-28dBm注１ -30dBm注２ -30dBm注２ 

人体吸収 

損失 
－ ８dB注３ 表３．６－１ ８dB注３ 表３．６－１ 

注１：3GPP2 C.S0010 Band Class ６ 

注２：3GPP2 C.S0011 Band Class ６ 

注３：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成17年５月30日） 

 

なお、CDMA2000 1XとCDMA2000 3Xの受信側のスペックは共通であるため、CDMA2000 

3Xが被干渉の場合の干渉調査はCDMA2000 1Xの結果を用いれば十分である。 

  イ 確率的調査のパラメータ 

図３．２－４及び図３．２－５に確率的調査に用いた移動局の送信電力分布と送

信電力累積確率を示す。移動局の送信電力分布は、「携帯電話等周波数有効利用方策

委員会報告」(平成15年６月25日)参考資料４－２図参４－２．３及び図参４－２．

４から引用した。また、平均トラフィック密度は203.1erl/キャリア/km2とし、ボイ

スアクティベーションは無しとし、確率的調査による評価範囲は半径100mとした。 
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 (3) PDCのスペック 

  ア 送受信特性 

表３．２－６及び表３．２－７にPDCの干渉調査に用いた基地局及び移動局の送受

信スペックを示す。 

    

表３．２－６ PDC（送信側に係る情報） 

 PDC基地局 PDC移動局 

空中線電力 42dBm注１ 29dBm注２ ３．４．２．１ 

給電線損失 ５dB注３ 参考資料４－１表参４－１．２３
０dB 

注３ 参考資料４－２参４－２．２ ２．１ (2)

空中線利得 17dBi注１ ０dBi注１ 

アンテナ指向特性(水平) 図３．２－１参照 オムニ 

アンテナ指向特性(垂直） 図３．２－２参照 オムニ 

アンテナ地上高 40m注３ 参考資料４－１表参４－１．２２ 1.5m注１ 

占有周波数帯幅 32kHz注２ ３．４．２．７ 32kHz注２ ３．４．２．７ 

隣接チャネル漏えい電力 

-45dBc（50kHz離調） 
注２ ３．４．２．３

-60dBc（100kHz離調） 
注２ ３．４．２．３

-45dBc（50kHz離調） 
注２ ３．４．２．３

-60dBc（100kHz離調） 
注２ ３．４．２．３

スプリアス領域における

不要発射の電力 

規格値：-26dBm/MHz 
注４ 別表第三号17

規格値：-26dBm/MHz 
注４ 別表第三号17

実力値：規格値－Δ 

Δ= ０ (０MHz離調) 

Δ= ７ (１MHz離調) 

Δ= 10 (２MHz離調以上)

帯域外発射電力 同上 同上 

送信フィルタ特性 
表３．２－３及び 

図３．２－３参照 
－ 

１無線局のキャリア数 最大15 １ 

人体吸収損失 － 
８dB 

注３ 参考資料４－２参４－２．２ ２．１ (2)

注１：実力値 

注２：ARIB STD-27 

注３：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成15年６月25日） 

注４：無線設備規則 
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表３．２－７ PDC（受信側に係る情報） 

 PDC基地局 PDC移動局 

受信感度・ 

実効選択度 
-109dBm/21kHz注１ ３．４．３．２ -109dBm/21kHz注１ ３．４．３．２

給電線損失 ５dB注２ 参考資料４－１表参４－１．23 ０dB注３ 

空中線利得 17dBi注３ 
０dBi 

注２ 参考資料４－２参４－２．２ ２．１ (2)

アンテナ指向 

特性(水平) 
図３．２－１参照 オムニ 

アンテナ指向 

特性(垂直） 
図３．２－２参照 オムニ 

アンテナ地上高 40m注２ 参考資料４－１表参４－１．22 1.5m注３ 

受信周波数帯幅 21kHz注１ ３．２．９及び３．２．10 21kHz注１ ３．２．９及び３．２．10 

受信フィルタ特性 
表３．２－３及び 

図３．２－３参照 
 - 

許容干渉レベル 

（帯域内） 

-115.2dBm/MHz 

(I/N＝-10dB)注１ ３．４．３．８ 

-109dBm/21kHz 

（受信感度） 

感度抑圧レベル 

(帯域外） 

規格値：-49dBm 

実力値：-43dBm 

規格値：-49dBm 

実力値：-43dBm 

人体吸収損失 － 
８dB 

注２ 参考資料４－２参４－２．２ ２．１ (2)

注１：ARIB STD-27 

注２：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成15年６月25日） 

注３：実力値 

 

  イ 確率的調査のパラメータ 

平均トラフィック密度は３Ｇのトラフィック密度（３．２ (1) イ）に対して、ユ

ーザ比率を50%と想定した。また、平均トラフィック密度は10.2erl/500kHz/km2とし、

ボイスアクティベーションは50%、送信スロットは１/３とし、確率的調査による評

価範囲は半径１kmとした。 

  

(4) MCAデジタルのスペック 

  ア 送受信特性 

表３．２－８及び表３．２－９にMCAデジタルの干渉調査に用いた中継局及び移動

局の送受信スペックを示す。 
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表３．２－８ MCAデジタル（送信側に係る情報） 

 MCAデジタル中継局 MCAデジタル移動局 

空中線電力 40W注１ ３．２ (4)  ２W注１ ３．２ (4) 

給電線損失 7.5dB 注２ 2.0dB 注２ 

空中線利得 

15.0dBi 注２ 5.5dBi（車載移動局） 

12dBi（管理移動局で八木アン

テナを使った場合）注２ 

アンテナ指向特性(水平) 

図３．２－７参照 車載移動局：オムニ 

管理移動局： 

図３．２－９参照 

アンテナ指向特性(垂直） 

図３．２－７参照 車載移動局：オムニ 

管理移動局： 

図３．２－９参照 

アンテナ地上高 40m注３ 参考資料４－１表参４－１．22 
車載移動局：1.5m注２ 

管理移動局：10m注２ 

占有周波数帯幅 20kHz注１ ３．４．１ (3) 20kHz注１ ３．４．１ (3) 

隣接チャネル漏えい電力 

送信電力に対して-55dB以下 

（所定のキャリア周波数から

±25kHz離れた周波数を中心

とする±９kHzの帯域に輻射

される電力）注１ ３．４．１ (5) 

6.3μW以下かつ送信電力に対

して-50dB以下 

（所定のキャリア周波数から

±25kHz離れた周波数を中心

とする±９kHzの帯域に輻射

される電力）注１ ３．４．１ (5) 

スプリアス領域における

不要発射の電力 

送信電力に対して-60dB以下

又は2.5μW以下注１ ３．４．１ (2)

送信電力に対して-60dB以下

又は0.25μW以下注１ ３．４．１ (2)

帯域外発射電力 
送信電力に対して-60dB以下

又は2.5μW以注１ ３．４．１ (2) 

送信電力に対して-60dB以下

又は0.25μW以下注１ ３．４．１ (2)

送信フィルタ特性 
表３．２－３及び 

図３．２－３参照 
－ 

1無線局のキャリア数 
最大24 (８キャリア×３セク

タ)又は最大24 (オムニ)注２

１ 

人体吸収損失 － － 

注１：ARIB STD-32 

注２：実力値 

注３：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成15年６月25日） 
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表３．２－９ MCAデジタル（受信側に係る情報） 

 MCAデジタル中継局 MCAデジタル移動局 

受信感度・実効選択度 

１x10―２ (スタティック): 

9.0dBμ以下 (規格感度) 

３x10－２ (フェージング): 

7.0dBμ以下 

 最大ドップラー周波数70Hz注

１ ３．４．２ (2) 

１x10―２ (スタティック)： 

9.0dBμ以下 (規格感度) 

３x10－２ (フェージング)： 

13.0dBμ以下 

最大ドップラー周波数70Hz 
注１ ３．４．２ (2) 

給電線損失 7.5dB 注２ 2.0dB 注２ 

空中線利得 
15.0dBi(前置増幅器含まず)

注２

車載移動局：5.5dBi注２ 

管理移動局：12dBi注２ 

アンテナ指向特性(水平) 

図３．２－８参照 車載移動局：オムニ 

管理移動局： 

図３．２－９参照 

アンテナ指向特性(垂直） 

図３．２－８参照 車載移動局：オムニ 

管理移動局： 

図３．２－９参照 

アンテナ地上高 40m注３ 参考資料４－１表参４－１.22 
車載移動局：1.5m注２ 

管理移動局：10m注２ 

受信周波数帯幅 20kHz注１ ３．４．１ (3) 20kHz注１ ３．４．１ (3) 

受信フィルタ特性 図３．２－10参照 － 

許容干渉レベル（帯域内） 

-133.2dBm/20kHz 

-116.2dBm/MHz 

（C/N = 16dB ダイバーシティ

の改善を見込む） 

kTBFより、１dBの劣化を許容

するレベル 

-128.7dBm/20kHz 

-111.7dBm/MHz 

(C/N = 20dB) 

kTBFより、１dBの劣化を許容

するレベル 

感度抑圧レベル(帯域外） 

-48dBm注１ ３．４．２ (4) 規格値：-48dBm 注１ ３．４．２ (4) 

実力値：-38dBm(１MHz離調) 

    -34dBm(２MHz離調) 

    -32dBm(３MHz離調) 

    -32～-28dBm 

(４～10MHz離調) 

人体吸収損失 － － 

注１：ARIB STD-32 

注２：実力値 

注３：携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告（平成15年６月25日） 
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図３．２－７ MCAデジタル中継局の送信アンテナ特性 

（実力値） 
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図３．２－８ MCAデジタル中継局の受信アンテナ特性 

（実力値） 
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図３．２－９ MCAデジタル管理移動局の送受信アンテナ特性 

（実力値） 
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図３．２－10 MCAデジタル中継局受信フィルタ特性 

（干渉形態を前提に調査した結果） 
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  イ 確率的調査のパラメータ 

表３．２－10に移動局の送信電力分布を示す。財団法人日本移動通信システム協

会が運営するMCAデジタルにおけるピーク時のトラフィック実測値約1,900erlと、同

サービスエリア図から実測したエリア総面積約11,200km2から平均トラフィック密

度は0.17erl/km2とした。また、MCAデジタルにおいては１:nの通話が可能であり、

１通話あたり中継局側で平均４チャネルが使用されることが実測値として得られて

おり、うち１チャネルを送信状態にある移動局が利用していることから、ボイスア

クティベーションを25%とした。確率的調査による評価範囲は半径20kmとした。 

 

表３．２－10 MCAデジタル移動局の送信電力分布（累積確率） 

送信電力 発生率 

13dBm 0.128 

23dBm 0.532 

33dBm １ 

  

 (5) 電波天文のスペック 

表３．２－11に電波天文への干渉調査に用いた電波天文の受信スペックを示す。ま

た、表３．２－12に電波天文の設備の設置場所及び設置状況を示す。 

 

表３．２－11 電波天文（受信側に係る情報） 

  電波天文 観測局 

受信感度・実効選択度 許容干渉レベル（帯域内）を参照  

給電線損失 ０dB注１ 

空中線利得 ０dBi注２ 

アンテナ指向特性(水平) 等方的アンテナ 

アンテナ指向特性(垂直） 等方的アンテナ 

アンテナ地上高 ０m注１ 

受信周波数帯幅 1400-1427MHz（27MHz幅）注２ 

許容干渉レベル（帯域内） -188dBm/MHz注１ 

感度抑圧レベル(帯域外） － 

人体吸収損失 － 

注１:実力値 

注２:ITU-R RA.769 
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表３．２－12 電波天文 設置場所・設置状況 

運用 

主体 

観測 

所名 

運用 

開始 型式 

大きさ 

(直径、有

効面積) 

経度 

(°) 

緯度 

(°) 

標高

(ｍ)

最小

運用

仰角

(°) 

観測 

周波数 

(MHz) 

帯域幅

(MHz)

Tsys

(K) 

国立 

天文台 

野辺

山・

宇宙 '82.12 

パラ

ボラ 

直径45m

単一鏡 

138E 

28'21"

35N 

56'40" 1349 12 

1400 

-1427 27 70 

JAXA/I

SAS 臼田 

'90.４.

１ 

パラ

ボラ 直径64m 

138E 

21'46"

36N 

07'57" 1530 ５ 

1400 

-1750 350 80 

NICT 鹿島  '88.７ 

パラ

ボラ 直径34m 

140E 

39'37"

35N 

57'22" 30 ７ 

1350 

-1750 400 38 

NICT 平磯  '93 

パラ

ボラ 直径6m 

140E 

37'30"

36N 

22'10" 10 ５ 

500 

-2500 2000 143 

早稲田

大学  

那須

パル

サー 

'04.

３.31 

固定

球面

鏡 

20mφ×

８（台）

30mφ×

１(台)  

139E 

59' 

36N 

55'30"
296 70 

1390 

-1410 
20 

  

*40 

福井工

業大学 

あわ

ら '03.９ 

パラ

ボラ 直径10m 

136E 

14'07"

36N 

15'49" 18 ２ 

1300 

-2500 1200 175 
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 (6) 移動体衛星通信サービスのスペック 

表３．２－13に電波天文への干渉調査に用いた移動体衛星通信サービスの受信スペ

ックを示す。 

 

表３．２－13 移動体衛星通信サービス（受信側に係る情報） 

 Inm-B Inm-C 

受信感度・実効選択度 

ア 希望信号を中心として

（±）25kHz以内を除いた

1525MHzから1559MHzの周波数

範囲のすべての妨害信号除去

比は40デシベル以上であるこ

と。 

イ 希望信号の周波数を中心

として上下にそれぞれ10kHz

離れた２波の隣接信号の存在

による性能の劣化は、搬送波

電力対雑音電力密度比に換算

して0.5デシベル以内である

こと。この場合、隣接信号は、

希望信号と同様のもの（毎秒

6000ビットのランダムデータ

で変調された帯域制限された

二相位変調とする。）であり、

それぞれ希望信号より２デシ

ベル高いものとする。注１ 

図３．２－11参照 

給電線損失 １dB 注２ １dB 注２ 

空中線利得 21dBi 注２ ０dBi 注２ 

アンテナ指向特性(垂直）  図３．２－12参照  無指向 

アンテナ地上高 １m 注２ １m 注２ 

受信周波数帯幅 1525 - 1559MHz 1530 - 1545MHz 

受信フィルタ特性 図３．２－13参照 図３．２－13参照 

許容干渉レベル（帯域内） -119.8dBm/MHz 注２ -111.5dBm/MHz 注２ 

感度抑圧レベル(帯域外） -41dBm 注２ -38dBm 注２ 

人体吸収損失 － － 

注１：Inmarsat-B SDM 

注２：実力値 
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図３．２－11 移動体衛星通信サービス(Inm-C)の受信感度・実効選択度特性 

（Inmarsat-C SDMを引用） 

 

 
図３．２－12 移動体衛星通信サービス(Inm-B)のアンテナパターン 

（実力値） 
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図３．２－13 移動体衛星通信サービスの受信フィルタ特性 

（実力値） 
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３．３ W-CDMAからの干渉に関する調査 

３．３．１ W-CDMA間の干渉 

(1) 基地局与干渉 

ア 同一事業者・同一方式０m時の調査 

図３．３－１、表３．３－１及び表３．３－２にそれぞれ同一事業者のW-CDMA基

地局間の干渉を想定した場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善

量を示す。 

 

 

図３．３－１ 調査モデル 

 

受信部 送信部 

受信ﾌｨﾙﾀ 送信ﾌｨﾙﾀ

受信部 送信部 

受信ﾌｨﾙﾀ 送信ﾌｨﾙﾀ

送受共用器

離隔距離

：１m

モデル A モデル B

基地局装置

給電線損失

：５dB

給電線損失

：５dB

送受信アンテナともに、

水平方向角：90°

俯角：6.5°
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表３．３－１ 調査モデルによる結合量 

 モデルＡ モデルＢ 

送信アンテナ利得 17.0dBi －dBi 

送信指向性減衰量   

 水平方向 -12.0dB －dB 

 垂直方向 -7.0dB －dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz －MHz 

アンテナ離隔距離 １m ０m 

自由空間損失 -36.0dB －dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi －dBi 

受信指向性減衰量   

 水平方向 -12.0dB －dB 

 垂直方向 -7.0dB －dB 

受信給電系損失 -5.0dB -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -50.0dB -10.0dB 

 

表３．３－２ 所要改善量 

  ①与干渉量 ②被干渉許容値 ③所要結合損 

③＝①－② 

④調査モデルによる

結合損 

⑤所要改善量

⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz モデルＡ 50.0dB 55.9dB 

干渉雑音換算値 モデルＢ 10.0dB 95.9dB 

帯
域
内
干
渉 -7.2dBm/3.84MHz 

-113.1dBm/3.84MHz 105.9dB 

  

送信電力 許容入力電力量注３    

20.0W/キャリア -40.0 dBm 86.0dB モデルＡ 50.0dB 36.0dB 

キャリア数注２ モデルＢ 10.0dB 76.0dB 

２キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

   

   

注１：中心周波数より12.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

イ 異事業者間の調査（３m） 

図３．３－２、表３．３－３及び表３．３－４にそれぞれ異事業者のW-CDMA基地

局間の干渉を想定した場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量

を示す。 
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図３．３－２ 調査モデル 

 

表３．３－３ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ： °
俯角 ：6.5°

水平方向角 ：90° 

俯角 ：6.5°

離隔距離

都市部併設局モデル

３m

90
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表３．３－４ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量 ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-12.0dBm/MHz -113.1dBm/3.84MHz 106.9dB 59.5dB 47.4dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -6.2dBm/3.84MHz 

    

送信電力 許容入力電力量注３       

20.0W/キャリア -40.0dBm 86.0dB 59.5dB 26.5dB 

キャリア数注２ 

２キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

    

注１：中心周波数より7.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対して

は図３．２－３の受信フィルタを適用した場合の ア 同一事業者間、イ 異事業

者間におけるW-CDMA↓→W-CDMA↑の所要ガードバンド幅を表３．３－５に示す。な

おアについては、所要改善量がより大きいモデル(B)のみについて示す。ただし必要

に応じて、周波数を有効に利用するために、モデルＡを適用することにより、所要

ガードバンド幅を縮小することが可能である。 

 

表３．３－５ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 
 アンテナ間距離 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

ア ０m 95.9 76.0 38注１ 21 

イ ３m 47.4 26.5 ９ ３ 

 注１：与干渉側の送信フィルタに図３．２－３の(c)を用いれば、22MHzに縮小可能。 

 

調査の結果、アンテナ間距離０m（同一事業者間）における、帯域内干渉レベルに

関しては、ガードバンド幅38MHz（与干渉側の送信フィルタに図３．２－３の(c)を

用いれば、22MHzに縮小可能。）で、帯域外干渉レベルに関しては、ガードバンド幅

21MHzで共存可能という結果となった。また、アンテナ間距離３m（異事業者間）に

おける、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅９MHzで、帯域外干渉レベル

に関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがって

W-CDMA↓→W-CDMA↑の所要ガードバンド幅は、アンテナ間距離０m（同一事業者間）

における干渉の場合は22～38MHz、アンテナ間距離３m（異事業者間）の場合は９MHz

である。 
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(2) 移動局与干渉 

W-CDMA↑→W-CDMA↓について確率的な干渉の調査を行った。表３．３－６にガード

バンド幅に対するW-CDMA移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を示し、

表３．３－７にガードバンド幅に対する帯域外干渉レベルの所要改善量を示す。モン

テカルロシミュレーションは、３．２ (1) イに示す条件で行った。 

  

表３．３－６ 帯域内干渉レベルの所要改善量（W-CDMA↑ → W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/3.84MHz)

① 

到達雑音電力 

(dBm/3.84MHz)

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

５ -105 -96.9 8.1 

７ -105 -98.0 7.0 

９ -105 -100.8 4.2 

10 -105 -101.9 3.1 

11 -105 -102.1 2.9 

13 -105 -101.9 3.1 

15 -105 -102.3 2.7 

 

表３．３－７ 帯域外干渉レベルの所要改善量（W-CDMA↑ → W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

５ -56 -54.0 2.0 

７ -56 -54.0 2.0 

９ -56 -54.0 2.0 

10 -44 -54.0 -10.0 

11 -44 -54.0 -10.0 

13 -44 -54.0 -10.0 

15 -44 -54.0 -10.0 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要となった。し

かしながら、ガードバンド幅が10MHz以上の条件では所要改善量が小さいため、与干渉

移動局の性能マージン（規格値より３dB程度）を考慮すると、ガードバンド幅が10MHz

で共存可能である。帯域外干渉レベルに関しては、ガードバンド幅10MHzで共存可能と

いう結果となった。したがってW-CDMA↑→W-CDMA↓の所要ガードバンド幅は10MHzであ

る。 
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３．３．２ CDMA2000への干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．３－３、表３．３－８及び表３．３－９にそれぞれW-CDMA↓→CDMA2000↑の

干渉の場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。 

 

 

図３．３－３ 調査モデル 

 

表３．３－８ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ： 90°
俯角 ： 6.5°

水平方向角 ：90°
俯角 ：6.5°

離隔距離

都市部併設局モデル

３m
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表３．３－９ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量   ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-12.0dBm/MHz -118.0dBm/MHz 106.0dB 59.5dB 46.5dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -12.0dBm/MHz 

       

送信電力 許容入力電力量注３       

20.0W/キャリア -28.0dBm 74.0dB 59.5dB 14.5dB 

キャリア数注２ 

２キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

        

注１：中心周波数より7.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、W-CDMA↓→CDMA2000↑の所要ガードバ

ンド幅を表３．３－10に示す。 

 

表３．３－10 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

46.5 14.5 ９ ３ 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅９MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがって

W-CDMA↓→CDMA2000↑の所要ガードバンド幅は９MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

W-CDMA↑→CDMA2000↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．３－11にガ

ードバンド幅に対するW-CDMA移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を示

し、表３．３－12に帯域外干渉レベルの所要改善量を示す。モンテカルロシミュレー

ションは、３．２ (1) イに示す条件で行った。 
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表３．３－11 帯域内干渉レベルの所要改善量（W-CDMA↑ → CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/1.23MHz)

① 

到達雑音電力 

(dBm/1.23MHz)

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

５ -110 -97.1 12.9 

８ -110 -102.0 8.0 

９ -110 -102.7 7.3 

10 -110 -106.5 3.5 

11 -110 -107.1 2.9 

13 -110 -106.9 3.1 

15 -110 -107.1 2.9 

 

表３．３－12 帯域外干渉レベルの所要改善量（W-CDMA↑ → CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -30 -54.0 -24.0 

１ -30 -54.0 -24.0 

２ -30 -54.0 -24.0 

３ -30 -54.0 -24.0 

４ -30 -54.0 -24.0 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要となった。し

かしながら、ガードバンド幅が10MHz以上の条件では所要改善量が小さいため、与干渉

移動局の性能マージン（規格値より３dB程度）を考慮すると、ガードバンド幅10MHz

で共存可能である。帯域外干渉レベルに関しては、ガードバンドなしでも共存可能と

いう結果となった。したがってW-CDMA↑ → CDMA2000↓の所要ガードバンド幅は10MHz

である。 

 

３．３．３ PDCへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．３－４、表３．３－13及び表３．３－14にそれぞれW-CDMA↓→PDC↑の干渉の

調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。なおW-CDMAとPDCのアン

テナ共用については、既存のPDCの装置を改造するか、又は３Ｇの装置にPDCの波を引

き込んでアンテナに入れなければならないため、従来の装置に改造を加えないという

前提で、調査は行わなかった。 
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図３．３－４ 調査モデル 

 

表３．３－13 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ： 90°
俯角 ： 6.5°

水平方向角 ：90°
俯角 ：6.5°

離隔距離

都市部併設局モデル

３m
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表３．３－14 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-12.0dBm/MHz -115.2dBm/MHz 103.2dB 59.5dB 43.7dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -12.0dBm/MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注３       

20.0W/キャリア -43.0dBm 89.0dB 59.5dB 29.5dB 

キャリア数注２ 

２キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

  

  

注１：中心周波数より7.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、W-CDMA↓→PDC↑の所要ガードバンド幅

を表３．３－15に示す。 

 

表３．３－15 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

43.7 29.5 ８ ３ 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅８MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがって

W-CDMA↓→PDC↑の所要ガードバンド幅は８MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

W-CDMA↑→PDC↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．３－16にガードバ

ンド幅に対するPDC移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を示し、表３．

３－17に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。モンテカルロシミュレーション

は、３．２ (1) イに示す条件で行った。 
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表３．３－16 帯域内干渉レベルの所要改善量（W-CDMA↑ → PDC↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/21kHz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/21kHz) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

３ -109 -107.6 1.4 

４ -109 -108.4 0.6 

５ -109 -111.2 -2.2 

６ -109 -117.5 -8.5 

７ -109 -119.8 -10.8 

 

表３．３－17 帯域外干渉レベルの所要改善量（W-CDMA↑ → PDC↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -43 -53.7 -10.7 

１ -43 -53.7 -10.7 

２ -43 -53.7 -10.7 

３ -43 -53.7 -10.7 

４ -43 -53.5 -10.5 

 

 調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅５MHzで共存可能という結

果となった。帯域外干渉レベルに関しては、ガードバンドなしでも共存可能という結果

となった。したがってW-CDMA↑→PDC↓の所要ガードバンド幅は５MHzである。 

 

３．３．４ MCAデジタルへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．３－５、表３．３－18及び表３．３－19に、それぞれW-CDMA↓→MCAデジタル

↑の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。なお、W-CDMA

↓→MCAデジタル↓の干渉については、参考資料１に示す。 
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図３．３－５ 調査モデル 

 

表３．３－18 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -5.0dB 

 垂直方向 -1.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 50m 

自由空間損失 -69.9dB 

受信アンテナ利得 15.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 

受信給電系損失 -7.5dB 

調査モデルによる結合量 -56.4dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ：60°
俯角       ：2.5°

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：－

離隔距離

山上近接局モデル

50m
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表３．３－19 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-7.0dBm/MHz -116.2dBm/MHz 109.2dB 56.4dB 52.8dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -7.0dBm/MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注３       

20.0W/キャリア -48.0dBm 94.0dB 56.4dB 37.6dB 

キャリア数注２ 

２キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

        

注１：中心周波数より2.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－10の受信フィルタを適用した場合、W-CDMA↓→MCAデジタル↑の所要ガード

バンド幅を表３．３－20に示す。 

 

表３．３－20 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

52.8 37.6 2.9注１ 2.9 

注１：９MHzのガードバンドを技術的な対策により2.9MHzに縮小可能 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅９MHzで共存可能である

という結果になったが、W-CDMA基地局の送信フィルタにより急峻なものを用いるとと

もに、離隔距離の確保、空中線の設置条件の調整等の技術的な対策を施すことより、

ガードバンド幅を2.9MHzに縮小することが可能である。帯域外干渉レベルに関しては、

ガードバンド幅2.9MHzで共存可能という結果となった。したがってW-CDMA↓→MCAデジ

タル↑の所要ガードバンド幅は2.9MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

W-CDMA↑→MCAデジタル↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．３－21

にガードバンド幅に対するMCAデジタル（車載移動局）受信における帯域内干渉レベル

の所要改善量を示し、表３．３－22に帯域外干渉レベルの所要改善量を示す。また、

MCAデジタル（管理移動局）が被干渉の場合について、表３．３－23に帯域内干渉レベ
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ルの所要改善量を示し、表３．３－24に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。

モンテカルロシミュレーションは、３．２ (1) イに示す条件で行った。 

 

表３．３－21 帯域内干渉レベルの所要改善量(W-CDMA↑ → MCAデジタル(車載移動局)↓) 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル 

(dBm/20kHz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/20kHz) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮）(dB) 
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

５ -128.7 -97.9 30.8 27.8 

10 -128.7 -108.3 20.4 8.4 

12 -128.7 -112.7 16.0 4.0 

13 -128.7 -113 15.7 -14.3 

14 -128.7 -113.2 15.5 -14.5 

15 -128.7 -113.2 15.5 -14.5 

20 -128.7 -113.2 15.5 -14.5 

注１：W-CDMA移動局送信雑音の実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は、「携帯

電話等周波数有効利用方策委員会報告」(平成15年６月25日)参考資料４－２表参４

－２．４を引用。 

 

表３．３－22 帯域外干渉レベルの所要改善量(W-CDMA↑ → MCAデジタル(車載移動局)↓) 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル 

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮）(dB) 
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

０ -48 -42.5 5.5 -8.5 

１ -48 -42.5 5.5 -10.5 

２ -48 -42.5 5.5 -10.5 

３ -48 -42.5 5.5 -10.5 

４ -48 -42.5 5.5 -10.5 

注１：MCAデジタル移動局感度抑圧レベルの実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力

値は３．２ (4) 表３．２－９を引用。 
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表３．３－23 帯域内干渉レベルの所要改善量(W-CDMA↑ → MCAデジタル(管理移動局)↓) 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル 

(dBm/20kHz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/20kHz) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮）(dB) 
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

５ -128.7 -100.2 28.5 25.5 

９ -128.7 -115.8 12.9 0.9 

10 -128.7 -118.5 10.2 -1.8 

11 -128.7 -121 7.7 -4.3 

12 -128.7 -121 7.7 -4.3 

15 -128.7 -120.9 7.8 -22.2 

20 -128.7 -121 7.7 -22.3 

注１：W-CDMA移動局送信雑音の実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は、「携帯

電話等周波数有効利用方策委員会報告」(平成15年６月25日)参考資料４－２表参４

－２．４を引用。 

 

表３．３－24 帯域外干渉レベルの所要改善量(W-CDMA↑ → MCAデジタル(管理移動局)↓) 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル 

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮）(dB) 
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

０ -48 -50.0 -2.0 -16.0 

１ -48 -50.0 -2.0 -18.0 

２ -48 -50.0 -2.0 -18.0 

３ -48 -50.0 -2.0 -18.0 

４ -48 -50.0 -2.0 -18.0 

注１：MCAデジタル移動局感度抑圧レベルの実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力

値は３．２ (4) 表３．２－９を引用。 

 

調査の結果、W-CDMA↑ → MCAデジタル（車載移動局）↓及びW-CDMA↑ → MCAデジ

タル（管理移動局）↓の干渉の調査モデルにおいて、帯域内干渉レベル及び帯域外干

渉レベルともに、ガードバンドを広げても改善が必要となった。しかしながら、帯域

内干渉レベルに関しては、実力値を加味すれば、W-CDMA↑ → MCAデジタル（車載移動

局）↓の干渉の調査モデルでは、ガードバンド幅が13MHzで、W-CDMA↑ → MCAデジタ

ル（管理移動局）↓の干渉の調査モデルでは、ガードバンド幅が10MHzで共存可能であ

る。帯域外干渉に関しては、実力値を加味すれば、W-CDMA↑ → MCAデジタル（車載移

動局）↓の干渉の調査モデル及びW-CDMA↑ → MCAデジタル（管理移動局）↓の干渉の

調査モデルともに、ガードバンドなしで共存可能である。したがってW-CDMA↑ → MCA
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デジタル↓の所要ガードバンド幅は13MHzである。 

 

３．３．５ 移動体衛星通信サービスへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

ア 移動体衛星通信サービス（Inm-B）への干渉 

次に図３．３－６、表３．３－25及び表３．３－26に、それぞれW-CDMA↓→移動

体衛星通信サービス（Inm-B）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び

所要改善量を示す。なおInm-Bの仰角を30°とした。 

 

 

図３．３－６ 調査モデル

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：図３．２－12 参照 .

送信機 受信機

離隔距離

郊外モデル

100m
１km
10km

水平方向角 ：０°
俯角 ：2.5°
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表３．３－25 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 17.0dBi 17.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -11.0dB 0.0dB -0.8dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 1500MHz 1500MHz 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 21.0dBi 21.0dBi 21.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -4.0dB -26.0dB -26.0dB 

受信給電系損失 -1.0dB -1.0dB -1.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.0dB -90.0dB -110.8dB 

 

表３．３－26 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量 ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 
④調査モデルによる結合損

⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量    

-7.0dBm/MHz -119.8dBm/MHz 112.8dB 100m 59.0dB 53.8dB 

干渉雑音換算値 1km 90.0dB 22.8dB 

帯
域
内
干
渉 -7.0dBm/MHz 

  

10km 110.8dB 2.0dB 

送信電力 許容入力電力量注３     

20.0W/キャリア -41.0dBm 87.0dB 100m 59.0dB 28.0dB 

キャリア数注２ 1km 90.0dB -3.0dB 

２キャリア 10km 110.8dB -23.8dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

  

 
  

注１：中心周波数より2.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

イ 移動体衛星通信サービス（Inm-C）被干渉 

次に図３．３－７、表３．３－27及び表３．３－28に、それぞれW-CDMA↓→移動

体衛星通信サービス（Inm-C）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び

所要改善量を示す。 
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図３．３－７ 調査モデル 

 

表３．３－27 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 17.0dBi 17.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -11.0dB 0.0dB -0.8dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 1500MHz 1500MHz 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 0.0dBi 0.0dBi 0.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

受信給電系損失 -1.0dB -1.0dB -1.0dB 

調査モデルによる結合量 -76.0dB -85.0dB -105.8dB 

 

送信機 受信機

離隔距離

郊外モデル

100m
１km
10km

水平方向角 ： ０°
俯角       ：2.5°  

水平方向指向性：－ 

垂直方向指向性：－ 
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表３．３－28 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルに

よる結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量     

-7.0dBm/MHz -111.5dBm/MHz 104.5dB 100m 76.0dB 28.5dB 

干渉雑音換算値 1km 85.0dB 19.5dB 

帯
域
内
干
渉 -7.0dBm/MHz 

  

10km 105.8dB -1.3dB 

送信電力 許容入力電力量注３      

20.0W/キャリア -38.0dBm 84.0dB 100m 76.0dB 8.0dB 

キャリア数注２ 1km 85.0dB -1.0dB 

２キャリア 10km 105.8dB -21.8dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

  

 
 

注１：中心周波数より2.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対して

は図３．２－13の受信フィルタを適用した場合、W-CDMA↓→移動体衛星通信サービ

ス（Inm-B、Inm-C）↓の所要ガードバンド幅を表３．３－29に示す。 

 

表３．３－29 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 
 
アンテナ間 

距離 帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

100m 53.8 28.0 11注１ 24注１ 

1km 22.8 -3.0 ３ ０ 
移動体衛星通信 

サービス(Inm-B)↓ 
10km 2.0 -23.8 ２ ０ 

100m 28.5 8.0 ３注１ 10注１ 

1km 19.5 -1.0 ３ ０ 
移動体衛星通信 

サービス(Inm-C)↓ 
10km -1.3 -21.8 ０ ０ 

注１：サービスの使用条件（海上や開けた陸上）を考慮すると100mの離隔関係はほとんどな

い 

 

調査の結果、サービスの使用条件（海上や開けた陸上）を考慮すると、帯域内干

渉レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで、帯域外干渉レベルに関しては、ガー

ドバンド幅０MHzで共存可能という結果となった。したがってW-CDMA↓→移動体衛星

通信サービスの所要ガードバンド幅は３MHzである。 
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３．３．６ 電波天文への干渉 

  スプリアス領域における不要発射の電力に関しては、W-CDMA移動局とCDMA2000移動

局の規定は共通である。一方で、帯域外輻射電力に関しては、CDMA2000移動局の規定

では１波（帯域幅1.48MHz）に対してレベルが-13dBm/MHzとなるまでの帯域中心からの

離調周波数が2.25MHzであるのに対して、W-CDMA移動局の規定においては５MHzの帯域

中心から12.5MHzと広い。このように、W-CDMA移動局の帯域外輻射電力はCDMA2000に比

べて大きいので、電波天文ではW-CDMA移動局の規格においてのみ調査を行った。 

W-CDMA↑→電波天文については、地形データを用いて共存可能エリアの調査を行っ

た。表３．３－30に干渉調査の条件を示す。帯域外放射電力は、表３．３－31に示す

４つの条件から算出される値を用いた。 

表３．３－30 干渉調査条件 

干渉形態 W-CDMA↑→電波天文 

ガードバンド幅 ０MHz注１ 

計算範囲 300km×300km (メッシュ：１km×１km） 

周波数 1,400MHz （伝搬ロスを計算する際に使用） 

伝搬路 自由空間伝搬 

帯域外放射電力 表３．３－31参照 

 注1：現在、PDC↑が電波天文とのガードバンド幅２MHzで運用されている。ここでは、  

さらに厳しい条件(ガードバンドなし等)で運用が可能かという観点で調査を行った。 

表３．３－31 帯域外放射電力 

算出条件 

 

帯域外放

射電力注１ 

[dBm/MHz] 

送信電力 

[dBm/3.84MHz] 

帯域外 

発射電力

[dBc] 

メッシュ

内台数 

帯域外発射電力の根拠注３ 

① +2.2 -33 203 隣接チャネル漏えい電力 

② -12.8 -48 203 スプリアス領域における不要発射

③ -20.8 -33 １ 隣接チャネル漏えい電力 

④ -35.8 

+18注２ 

-48 １ スプリアス領域における不要発射

注１：帯域外放射電力 = 送信電力 + 帯域外発射電力 + 10*log10(メッシュ内台数) 

注２：W-CDMAの送信電力分布における累積確率90％の値。ここで、送信電力分布は、「携

帯電話等周波数有効利用方策委員会報告」(平成15年６月25日)参考資料４－２図参

４－２．４を引用。 

注３：那須パルサーについてはスプリアス領域における不要発射を、その他については隣

接チャネル漏えい電力の値を用いた。 

各エリアにおける調査結果について、図３．３－８から図３．３－13に示す。図中

の灰色エリアはメッシュ内でユーザが１台でも通信を行った場合に調整が必要となる

エリアを示し、黒色エリアはメッシュ内が都市部最繁時トラヒックとした場合に調整

が必要となるエリアを示している。
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図３．３－８ エリア①野辺山 
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図３．３－９ エリア②臼田 

端末1台 

最繁時トラヒック 

端末1台 

最繁時トラヒック 
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図３．３－10 エリア③鹿島 
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図３．３－11 エリア④平磯 

 

端末1台 

最繁時トラヒック 

端末1台 

最繁時トラヒック 
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図３．３－12 エリア⑤那須パルサー 
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図３．３－13 エリア⑥あわら 

 

端末1台 

最繁時トラヒック 

端末1台 

最繁時トラヒック 
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以上の調査結果より、ガードバンドなしの場合においても、地域的に棲み分けるこ

とにより、共用は十分に可能である。また、黒色エリアについても、最も厳しい条件(最

繁時トラヒック、電波天文アンテナ利得：０dBi）であることと、電波天文設置場所の

地域性（低トラヒックエリア）や実アンテナパターンを考慮すると、共用は可能であ

る。 

 

３．３．７ W-CDMAからの干渉に関する調査結果 

(1) 基地局与干渉 

W-CDMA基地局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．３－32に示す。 

 

表３．３－32 W-CDMA基地局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 
W-CDMA↑ CDMA2000↑ PDC↑ MCAデジタル↑

移動体衛星通

信サービス↓ 

W-CDMA↓ ９MHz注１ ９MHz ８MHz 2.9MHz注２ ３MHz 

注１：アンテナ間距離０m（同一事業者間）における干渉の場合は22～38MHz 

注２：９MHzのガードバンドを技術的な対策により2.9MHzに縮小可能 

 

(2) 移動局与干渉 

W-CDMA移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．３－33に示す。 

 

表３．３－33 W-CDMA移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 W-CDMA↓ CDMA2000↓ PDC↓ MCAデジタル↓ 電波天文 

W-CDMA↑ 10MHz 10MHz ５MHz 13MHz注１ ０MHz注２ 

注１：被干渉局が管理移動局の場合は10MHz 

注２：地域的な棲み分けにより共用可能 
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３．４ CDMA2000からの干渉に関する調査 

３．４．１ CDMA2000間の干渉 

(1) 基地局与干渉 

ア 同一事業者・同一方式0m時の調査 

図３．４－１、表３．４－１及び表３．４－２に、それぞれ同一事業者のCDMA2000

基地局間の干渉を想定した場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改

善量を示す。 

 

図３．４－１ 調査モデル 

 

受信部 送信部 

受信ﾌｨﾙﾀ 送信ﾌｨﾙﾀ

受信部 送信部 

受信ﾌｨﾙﾀ 送信ﾌｨﾙﾀ

送受共用器

離隔距離

：１m

モデル A モデル B

基地局装置

給電線損失

：５dB

給電線損失

：５dB

送受信アンテナともに、

水平方向角：90°

俯角：6.5°
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表３．４－１ 調査モデルによる結合量 

 モデルA モデルB 

送信アンテナ利得 17.0dBi －dBi 

送信指向性減衰量   

 水平方向 -12.0dB －dB 

 垂直方向 -7.0dB －dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz －MHz 

アンテナ離隔距離 １m ０m 

自由空間損失 -36.0dB －dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi －dBi 

受信指向性減衰量   

 水平方向 -12.0dB －dB 

 垂直方向 -7.0dB －dB 

受信給電系損失 -5.0dB -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -50.0dB -10.0dB 

 

表３．４－２ 所要改善量 

  ①与干渉量 ②被干渉許容値 ③所要結合損 

③＝①－② 

④調査モデルによる結

合損 

⑤所要改善量 

⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz モデルＡ 50.0dB 55.0dB 

干渉雑音換算値 モデルＢ 10.0dB 95.0dB 

帯
域
内
干
渉 -13.0dBm/MHz 

-118.0dBm/MHz 105.0dB 

    

送信電力 許容入力電力量注３       

5.0W/キャリア -28.0dBm 73.4dB モデルＡ 50.0dB 23.4dB 

キャリア数注２ モデルＢ 10.0dB 63.4dB 

７キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

   

   

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

イ 異事業者間の調査（３m） 

図３．４－２、表３．４－３及び表３．４－４に、それぞれ異事業者のCDMA2000

基地局間の干渉を想定した場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改

善量を示す。 
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図３．４－２ 調査モデル 

 

表３．４－３ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ：90°
俯角 ：6.5°

水平方向角 ：90° 

俯角 ：6.5° 

離隔距離

都市部併設局モデル

３m
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表３．４－４ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz -118.0dBm/MHz 105.0dB 59.5dB 45.5dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -13.0dBm/MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注３       

5.0W/キャリア -28.0dBm 73.4dB 59.5dB 13.9dB 

キャリア数注２ 

７キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

        

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対して

は図３．２－３の受信フィルタを適用した場合の ア 同一事業者間、イ 異事業

者間におけるCDMA2000↓→CDMA2000↑の所要ガードバンド幅を表３．４－５に示す。

なおアについては、所要改善量がより大きいモデル(B)のみについて示す。ただし必

要に応じて、周波数を有効に利用するために、モデルＡを適用することにより、所

要ガードバンド幅を縮小することが可能である。 

 

表３．４－５ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 
 アンテナ間距離 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

ア ０m 95.0 63.4 37注１ 15 

イ ３m 45.5 13.9 ８ ３ 

  注１：与干渉側の送信フィルタに図３．２－３の(c)を用いれば、21MHzに縮小可能。 

 

調査の結果、アンテナ間距離０m（同一事業者間）における、帯域内干渉レベルに

関しては、ガードバンド幅37MHz（与干渉側の送信フィルタに図３．２－３の(c)を

用いれば、21MHzに縮小可能。）で、帯域外干渉レベルに関しては、ガードバンド幅

15MHzで共存可能という結果となった。また、アンテナ間距離３m（異事業者間）に

おける、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅８MHzで、帯域外干渉レベル

に関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがって

CDMA2000↓→CDMA2000↑の所要ガードバンド幅は、アンテナ間距離０m（同一事業者

間）における干渉の場合は21～37MHz、アンテナ間距離３m（異事業者間）の場合は

８MHzである。 
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(2) 移動局与干渉 

CDMA2000↑→CDMA2000↓について確率的な干渉の調査を行った。表３．４－６にガ

ードバンド幅に対するCDMA2000移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を

示し、表３．４－７に帯域外干渉レベルの所要改善量を示す。モンテカルロシミュレ

ーションは３．２ (2) イの条件で行った。 

 

表３．４－６ 帯域内干渉レベルの所要改善量（CDMA2000↑ → CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/1.23MHz)

① 

到達雑音電力 

(dBm/1.23MHz)

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

１ -110 -84.1 25.9 

２ -110 -91.1 18.9 

３ -110 -96.6 13.4 

４ -110 -106.9 3.1 

５ -110 -106.7 3.3 

 

表３．４－７ 帯域外干渉レベルの所要改善量（CDMA2000↑ → CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -30 -53.9 -23.9 

１ -30 -53.9 -23.9 

２ -30 -53.9 -23.9 

３ -30 -53.9 -23.9 

４ -30 -53.9 -23.9 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要となった。し

かしながら、ガードバンド幅が４MHz以上の条件では所要改善量が小さいため、与干渉

移動局の性能マージン（規格値より３dB程度）を考慮すると共存可能である。帯域外

干渉に関しては、ガードバンドなしでも共存可能という結果となった。したがって

CDMA2000↑ → CDMA2000↓の所要ガードバンド幅は４MHzである。 
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３．４．２ W-CDMAへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．４．－３、表３．４－８及び表３．４－９に、それぞれCDMA2000↓→W-CDMA

↑の干渉の場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。 

 

 

図３．４－３ 調査モデル 

 

表３．４－８ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ： 90°
俯角 ： 6.5°

水平方向角 ：90°
俯角 ：6.5°

離隔距離

都市部併設局モデル

３m
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表３．４－９ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz -113.1dBm/3.84MHz 105.9dB 59.5dB 46.4dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -7.2dBm/3.84MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注３       

5.0W/キャリア -40.0dBm 85.4dB 59.5dB 25.9dB 

キャリア数注２ 

７キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

        

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、CDMA2000↓→W-CDMA↑の所要ガードバ

ンド幅を表３．４－10に示す。 

 

表３．４－10 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

46.4 25.9 ９ ３ 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅９MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがって

CDMA2000↓→W-CDMA↑の所要ガードバンド幅は９MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

CDMA2000↑→W-CDMA↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．４－11にガ

ードバンド幅に対するW-CDMA移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を示

し、表３．４－12に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。モンテカルロシミュ

レーションは３．２ (2) イの条件で行った。 
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表３．４－11 帯域内干渉レベルの所要改善量（CDMA2000↑ → W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/3.84MHz)

① 

到達雑音電力 

(dBm/3.84MHz)

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

１ -105 -88.9 16.1 

２ -105 -92.9 12.1 

３ -105 -102.1 2.9 

４ -105 -102.3 2.7 

５ -105 -102.3 2.7 

 

表３．４－12 帯域外干渉レベルの所要改善量（CDMA2000↑ → W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -56注1 -53.8 2.2 

１ -56注1 -53.8 2.2 

２ -56注1 -53.8 2.2 

３ -56注1 -53.8 2.2 

４ -56注1 -53.8 2.2 

注1：離調周波数±10MHzの規格値を引用． 

 

調査の結果、帯域内及び帯域外干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要と

なった。しかしながら、帯域内干渉に関しては、ガードバンド幅が３MHz以上の条件で

は所要改善量が小さく、帯域外干渉に関しては、ガードバンドなしでも所要改善量が

小さく、与干渉及び被干渉移動局の製造マージン（規格値より３dB程度）を考慮する

と共存可能である。したがってCDMA2000↑→W-CDMA↓の所要ガードバンド幅は３MHz

である。 

 

３．４．３ PDCへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．４－４、表３．４－13及び表３．４－14に、それぞれCDMA2000↓→PDC↑の干

渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。なおCDMA2000とPDC

のアンテナ共用については、既存のPDCの装置を改造するか、又は３Ｇの装置にPDCの

波を引き込んでアンテナに入れなければならないため、従来の装置に改造を加えない

という前提で、調査は行わなかった。 
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図３．４－４ 調査モデル 

 

表３．４－13 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ： 90°
俯角 ： 6.5 °

水平方向角 ：90°
俯角 ：6.5°

離隔距離

都市部併設局モデル

３m
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表３．４－14 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルに

よる結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz -115.2dBm/MHz 102.2dB 59.5dB 42.7dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -13.0dBm/MHz 

       

送信電力 許容入力電力量注３       

5.0W/キャリア -43.0dBm 88.4dB 59.5dB 28.9dB 

キャリア数注２ 

７キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

  

  

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、CDMA2000↓→PDC↑の所要ガードバンド

幅を表３．４－15に示す。 

 

表３．４－15 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

42.7 28.9 ７ ３ 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅７MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがって

CDMA2000↓→PDC↑の所要ガードバンド幅は７MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

CDMA2000↑→PDC↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．４－16にガード

バンド幅に対するPDC移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を示し、表３．

４－17に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。モンテカルロシミュレーション

は３．２ (2) イの条件で行った。 
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表３．４－16 帯域内干渉レベルの所要改善量（CDMA2000↑ → PDC↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/21kHz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/21kHz) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

１ -109 -97.6 11.4 

２ -109 -108.3 0.7 

３ -109 -109.1 -0.1 

４ -109 -124.8 -15.8 

５ -109 -124.8 -15.8 

 

表３．４－17 帯域外干渉レベルの所要改善量（CDMA2000↑ → PDC↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -43 -53.9 -10.9 

１ -43 -53.9 -10.9 

２ -43 -53.9 -10.9 

３ -43 -53.9 -10.9 

４ -43 -53.9 -10.9 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という

結果となった。帯域外干渉レベルに関しては、ガードバンドなしでも共存可能という

結果となった。したがってCDMA2000↑→PDC↓の所要ガードバンド幅は３MHzである。 

 

３．４．４ MCAデジタルへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．４－５、表３．４－18及び表３．４－19に、それぞれCDMA2000↓→MCAデジタ

ル↑の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。なお、

CDMA2000↓→MCAデジタル↓の干渉については、参考資料１に示す。 
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図３．４－５ 調査モデル 

 

表３．４－18 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -5.0dB 

 垂直方向 -1.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 50m 

自由空間損失 -69.9dB 

受信アンテナ利得 15.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 

受信給電系損失 -7.5dB 

調査モデルによる結合量 -56.4dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ：60°
俯角       ：2.5°

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：－

離隔距離

山上近接局モデル

50m
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表３．４－19 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量 ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz -116.2dBm/MHz 103.2dB 56.4dB 46.8dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -13.0dBm/MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注３       

5.0W/キャリア -48.0dBm 93.4dB 56.4dB 37.0dB 

キャリア数注２ 

７キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

        

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－10の受信フィルタを適用した場合、CDMA2000↓→MCAデジタル↑の所要ガー

ドバンド幅を表３．４－20に示す。 

 

表３．４－20 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

46.8 37.0 2.9注１ 2.9 

注１：９MHzのガードバンドを送信フィルタにより2.9MHzに縮小可能 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅９MHzで、共存可能であ

るという結果になったが、CDMA2000基地局の送信フィルタにより急峻なもの（図３．

２－３の(c)）を用い、製造マージン（規格値より３dB程度）を考慮すると、ガードバ

ンド幅を2.9MHzに縮小することが可能である。帯域外干渉レベルに関しては、ガード

バンド幅2.9MHzで共存可能という結果となった。したがってCDMA2000↓→MCAデジタル

↑の干渉調査から所要ガードバンド幅は2.9MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

CDMA2000↑→MCA↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．４－21にガード

バンド幅に対するMCAデジタル移動局（車載移動局）受信における帯域内干渉レベルの

所要改善量を示し、表３．４－22に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。また、

MCAデジタル（管理移動局）が被干渉の場合について、表３．４－23に帯域内干渉レベ
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ルの所要改善量を示し、表３．４－24に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。

モンテカルロシミュレーションは３．２ (2) イの条件で行った。 

 

表３．４－21 帯域内干渉レベルの所要改善量 

                              （CDMA2000↑ → MCAデジタル（車載移動局）↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル 

(dBm/ＭＨz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/ＭHz) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮） (dB)
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

５ -111.7 -96.7 15.0 4.0 

８ -111.7 -96.7 15.0 4.0 

９ -111.7 -96.7 15.0 4.0 

10 -111.7 -96.7 15.0 -11.0 

11 -111.7 -96.7 15.0 -11.0 

12 -111.7 -96.7 15.0 -11.0 

15 -111.7 -96.7 15.0 -20.0 

注１：CDMA2000移動局送信雑音の実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は、「携

帯電話等周波数有効利用方策委員会報告」(平成15年6月25日)参考資料４－２表参

４－２．３を引用 

 

表３．４－22 帯域外干渉レベルの所要改善量(CDMA2000↑ → MCAデジタル(車載移動局)↓) 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル 

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮） (dB)
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

０ -48 -42.5 5.5 5.5 

１ -48 -42.5 5.5 -4.5 

２ -48 -42.5 5.5 -8.5 

３ -48 -42.5 5.5 -10.5 

４ -48 -42.5 5.5 -10.5 

注１：MCAデジタル移動局ブロッキング実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は

３．２ (4) 表３．２－９を引用。 
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表３．４－23 帯域内干渉レベルの所要改善量(CDMA2000↑ → MCAデジタル(管理移動局)↓) 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル 

(dBm/ＭＨz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/ＭHz) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮） (dB)
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

３ -111.7 -88.8 22.9 11.9 

４ -111.7 -103.7 8.0 -3.0 

５ -111.7 -103.7 8.0 -3.0 

６ -111.7 -103.7 8.0 -18.0 

10 -111.7 -103.7 8.0 -18.0 

15 -111.7 -103.7 8.0 -27.0 

注１：CDMA2000移動局送信雑音の実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は、「携

帯電話等周波数有効利用方策委員会報告」(平成15年６月25日)参考資料４－２表参

４－２．３を引用 

 

表３．４－24 帯域外干渉レベルの所要改善量(CDMA2000↑ → MCAデジタル(管理移動局)↓) 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル 

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮） (dB)
注１ 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

０ -48 -49.6 -1.6 -1.6 

１ -48 -49.6 -1.6 -11.6 

２ -48 -49.6 -1.6 -15.6 

３ -48 -49.6 -1.6 -17.6 

４ -48 -49.6 -1.6 -17.6 

注１：MCAデジタル移動局ブロッキング実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は

３．２ (4) 表３．２－９を引用。 

 

調査の結果、CDMA2000↑ → MCAデジタル（車載移動局）↓及びCDMA2000↑ → MCA

デジタル（管理移動局）↓の干渉の調査モデルにおいて、帯域内干渉レベル及び帯域

外干渉レベルともに、ガードバンドを広げても改善が必要となった。しかしながら、

帯域内干渉レベルに関しては、実力値を加味すれば、CDMA2000↑ → MCAデジタル（車

載移動局）↓の干渉の調査モデルでは、ガードバンド幅が10MHzで、CDMA2000↑ → MCA

デジタル（管理移動局）↓の干渉の調査モデルでは、ガードバンド幅が４MHzで共存可

能である。帯域外干渉に関しては、実力値を加味すれば、CDMA2000↑ → MCAデジタル

（車載移動局）↓の干渉の調査モデルでは、ガードバンド幅が１MHzで、CDMA2000↑ → 

MCAデジタル（管理移動局）↓の干渉の調査モデルでは、ガードバンドなしで共存可能

である。したがってCDMA2000↑ → MCAデジタル↓の所要ガードバンド幅は10MHzであ
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る。 

 

３．４．５ 移動体衛星通信サービスへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

ア 移動体衛星通信サービス（Inm-B）被干渉 

図３．４－６、表３．４－25及び表３．４－26に、それぞれCDMA2000↓→移動体

衛星通信サービス（Inm-B）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所

要改善量を示す。なおInm-Bの仰角を30°とした。 

 

図３．４－６ 調査モデル 

 

表３．４－25 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 17.0dBi 17.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -11.0dB 0.0dB -0.8dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 1500MHz 1500MHz 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 21.0dBi 21.0dBi 21.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -4.0dB -26.0dB -26.0dB 

受信給電系損失 -1.0dB -1.0dB -1.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.0dB -90.0dB -110.8dB 

 

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：図３．２－12 参照 

送信機 受信機

離隔距離

郊外モデル

100m
１km
10km

水平方向角 ：０°
俯角 ：2.5°
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表３．４－26 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルに

よる結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz -119.8dBm/MHz 106.8dB 100m 59.0dB 47.8dB 

干渉雑音換算値 １km 90.0dB 16.8dB 

帯
域
内
干
渉 -13.0dBm/MHz 

   

10km 110.8dB -4.0dB 

送信電力 許容入力電力量注３       

5.0W/キャリア -41.0dBm 86.4dB 100m 59.0dB 27.4dB 

キャリア数注２ １km 90.0dB -3.6dB 

７キャリア 10km 110.8dB -24.4dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

    

  
 

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

イ 移動体衛星通信サービス（Inm-C）被干渉 

次に図３．４－７、表３．４－27及び表３．４－28に、それぞれCDMA2000↓→移

動体衛星通信サービス（Inm-C）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及

び所要改善量を示す。 

 

 

図３．４－７ 調査モデル 

 

送信機 受信機

離隔距離

郊外モデル

100m
１km
10km

水平方向角 ： ０°
俯角       ：2.5°

水平方向指向性：－ 

垂直方向指向性：－ 
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表３．４－27 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 17.0dBi 17.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -11.0dB 0.0dB -0.8dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 1500MHz 1500MHz 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 0.0dBi 0.0dBi 0.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

受信給電系損失 -1.0dB -1.0dB -1.0dB 

調査モデルによる結合量 -76.0dB -85.0dB -105.8dB 

 

表３．４－28 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量   ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルに 

よる結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量       

-13.0dBm/MHz -111.5dBm/MHz 98.5dB 100m 76.0dB 22.5dB 

干渉雑音換算値 １km 85.0dB 13.5dB 

帯
域
内
干
渉 -13.0dBm/MHz 

    

10km 105.8dB -7.3dB 

送信電力 許容入力電力量注３     

5.0W/キャリア -38.0dBm 83.4dB 100m 76.0dB 7.4dB 

キャリア数注２ １km 85.0dB -1.6dB 

７キャリア 10km 105.8dB -22.4dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

    

  
  

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対して

は図３．２－13の受信フィルタを適用した場合、CDMA2000↓→移動体衛星通信サー

ビス（Inm-B、Inm-C）↓の所要ガードバンド幅を表３．４－29に示す。 
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表３．４－29 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz)アンテナ間 

距離 帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉

100m 47.8 27.4 ９注１ 24注１ 

1km 16.8 -3.6 ３ ０ 
移動体衛星通信 

サービス(Inm-B)↓ 
10km -4.0 -24.4 ０ ０ 

100m 22.5 7.4 ３注１ ９注１ 

1km 13.5 -1.6 ３ ０ 
移動体衛星通信 

サービス(Inm-C)↓ 
10km -7.3 -22.4 ０ ０ 

注１：サービスの使用条件（海上や開けた陸上）を考慮すると100mの離隔関係はほとんどな

い 

 

調査の結果、サービスの使用条件（海上や開けた陸上）を考慮すると、帯域内干

渉レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで、帯域外干渉レベルに関しては、ガー

ドバンド幅０MHzで共存可能という結果となった。したがってW-CDMA↓→移動体衛星

通信サービスの所要ガードバンド幅は３MHzである。 

 

３．４．６ 電波天文への干渉 

(1) 移動局与干渉 

CDMA2000↑→電波天文については、CDMA2000移動局の帯域外輻射電力は、W-CDMA移

動局の帯域外輻射電力よりも小さいため、３．３．６ (1)の調査結果よりも干渉の影

響は小さくなる。 

 

３．４．７ CDMA2000からの干渉に関する調査結果 

(1) 基地局与干渉 

CDMA2000基地局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．４－30に示す。 

 

表３．４－30 CDMA2000基地局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 
W-CDMA↑ CDMA2000↑ PDC↑ MCAデジタル↑

移動体衛星通

信サービス↓ 

CDMA2000↓ ９MHz注１ ８MHz ７MHz 2.9MHz注２ ３MHz 

注１：アンテナ間距離０m（同一事業者間）における干渉の場合は21～37MHz 

注２：９MHzのガードバンドを送信フィルタにより2.9MHzに縮小可能 

 

(2) 移動局与干渉 

CDMA2000移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．４－31に示す。 
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表３．４－31 CDMA2000移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 W-CDMA↓ CDMA2000↓ PDC↓ MCAデジタル↓ 電波天文 

CDMA2000↑ ３MHz ４MHz ３MHz 10MHz注１ ０MHz注２ 

注１：被干渉局が管理移動局の場合は５MHz 

注２：地域的な棲み分けにより共用可能 

 

３．５ PDCからの干渉に関する調査 

３．５．１ W-CDMAへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．５－１、表３．５－１及び表３．５－２に、それぞれPDC↓→W-CDMA↑の干渉

の場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。 

 

 

図３．５－１ 調査モデル 

送信機 受信機

水平方向角 ： 90°
俯角 ： 6.5°

水平方向角 ：90°
俯角 ：6.5°

離隔距離

都市部併設局モデル

３m
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表３．５－１ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

表３．５－２ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射 許容雑音量       

-26.0dBm/MHz -113.1dBm/3.84MHz 92.9dB 59.5dB 33.4dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -20.2dBm/3.84MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注１       

3.0W/キャリア -40.0dBm 82.0dB 59.5dB 22.5dB 

キャリア数 

15キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

42.0dBm 

        

注１：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、PDC↓→W-CDMA↑の所要ガードバンド幅

を表３．５－３に示す。 

 

表３．５－３ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

33.4 22.5 ３ ３ 
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調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがってPDC

↓→W-CDMA↑の干渉調査から所要ガードバンド幅は３MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

PDC↑→W-CDMA↓について確率的な干渉の調査を行なった。ガードバンド幅を変化さ

せたときのW-CDMA移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を表３．５－４

に示し、帯域外干渉レベルの所要改善量を表３．５－５に示す。なお、モンテカルロ

シミュレーションは、３．２ (3) イの条件で行った。 

 

表３．５－４ 帯域内干渉レベルの所要改善量（PDC↑→W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル 

(dBm/3.84MHz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/3.84MHz)

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮） (dB)
注1 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

０ -105 -97.5 7.5 7.5 

１ -105 -97.5 7.5 0.5 

２ -105 -97.5 7.5 -2.5 

３ -105 -97.5 7.5 -2.5 

４ -105 -97.5 7.5 -2.5 

５ -105 -97.5 7.5 -2.5 

注１：PDC移動局送信雑音の実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は３．２ (3) 

表３．２－６を引用。 

 

表３．５－５ 帯域外干渉レベルの所要改善量（PDC↑→W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -56注1 -59.9 -3.9 

１ -56注1 -59.9 -3.9 

２ -56注1 -59.9 -3.9 

３ -56注1 -59.9 -3.9 

４ -56注1 -59.9 -3.9 

５ -56注1 -59.9 -3.9 

注1：離調周波数±10MHzの規格値を引用。 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要となった。し

かしながら、実力値を加味すれば、ガードバンド幅２MHzで共存可能である。帯域外干
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渉レベルに関しては、ガードバンドなしでも共存可能という結果となった。したがっ

てPDC↑→W-CDMA↓の所要ガードバンド幅は２MHzである。 

 

３．５．２ CDMA2000への干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．５－２、表３．５－６及び表３．５－７に、それぞれPDC↓→CDMA2000↑の干

渉の場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。 

 

 

図３．５－２ 調査モデル 

 

表３．５－６ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 ３m 

自由空間損失 -45.5dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -12.0dB 

 垂直方向 -7.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -59.5dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ： 90°
俯角 ： 6.5°

水平方向角 ：90°
俯角 ：6.5°

離隔距離

都市部併設局モデル

３m
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表３．５－７ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射 許容雑音量       

-26.0dBm/MHz -118.0dBm/MHz 92.0dB 59.5dB 32.5dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -26.0dBm/MHz 

        

許容入力電力量注１       送信電力 

3.0W/キャリア -28.0dBm 70.0dB 59.5dB 10.5dB 

キャリア数 

15キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

42.0dBm 

        

注１：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、PDC↓→CDMA2000↑の所要ガードバンド

幅を表３．５－８に示す。 

 

表３．５－８ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

32.5 10.5 ３ ２ 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅２MHzで共存可能という結果となった。したがってPDC

↓→CDMA2000↑の干渉調査から所要ガードバンド幅は３MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

PDC↑→CDMA2000↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．５－９にガード

バンド幅に対するCDMA2000移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改善量を示し、

表３．５－10に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。モンテカルロシミュレー

ションは、３．２ (3) イの条件で行った。 
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表３．５－９ 帯域内干渉レベルの所要改善量（PDC↑→CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル 

(dBm/1.23MHz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/1.23MHz)

② 

所要改善量１ 

（規格値）(dB)

③=②-① 

所要改善量２（実

力値考慮） (dB)
注1 

③=②-①-（規格

値-実力値） 

０ -110 -99.3 10.7 10.7 

１ -110 -102.3 7.7 0.7 

２ -110 -102.4 7.6 -2.4 

３ -110 -102.4 7.6 -2.4 

４ -110 -102.4 7.6 -2.4 

注１：PDC移動局送信雑音の実力値を考慮した所要改善量。ここで、実力値は３．２ (3)

表３．２－６を引用。 

 

表３．５－10 帯域外干渉レベルの所要改善量（PDC↑→CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -30 -60.0 -30.0 

１ -30 -60.0 -30.0 

２ -30 -60.0 -30.0 

３ -30 -60.0 -30.0 

４ -30 -60.0 -30.0 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要となった。し

かしながら、実力値を加味すれば、ガードバンド幅が２MHzである。帯域外干渉レベル

に関しては、ガードバンドなしでも共存可能という結果となった。したがってPDC↑→

CDMA2000↓の所要ガードバンド幅は２MHzである。 

 

３．５．３ MCAデジタルへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．５－３、表３．５－11及び表３．５－12に、それぞれPDC↓→MCAデジタル↑

の干渉の場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。 
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図３．５－３ 調査モデル 

 

表３．５－11 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 -5.0dB 

 垂直方向 -1.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 50m 

自由空間損失 -69.9dB 

受信アンテナ利得 15.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 

受信給電系損失 -7.5dB 

調査モデルによる結合量 -56.4dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ：60°
俯角 ：2.5°

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：－

離隔距離

山上近接局モデル

50m
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表３．５－12 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射 許容雑音量       

-26.0dBm/MHz -116.2dBm/MHz 90.2dB 56.4dB 33.8dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -26.0dBm/MHz  

        

送信電力 許容入力電力量注１       

3.0W/キャリア -48.0dBm 90.0dB 56.4dB 33.6dB 

キャリア数 

15キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

42.0dBm 

        

注１：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－10の受信フィルタを適用した場合、PDC↓→MCAデジタル↑の所要ガードバ

ンド幅を表３．５－13に示す。 

 

表３．５－13 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

33.8 33.6 ３ ３ 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがってPDC

↓→MCAデジタル↑の干渉調査から所要ガードバンド幅は３MHzである。 

 

３．５．４ PDCからの干渉に関する調査結果 

(1) 基地局与干渉 

PDC基地局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．５－14に示す。 

 

表３．５－14 PDC基地局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 W-CDMA↑ CDMA2000↑ MCAデジタル↑

PDC↓ ３MHz ３MHz ３MHz 

 

 

(2) 移動局与干渉 
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PDC移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．５－15に示す。 

 

表３．５－15 PDC移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 W-CDMA↓ CDMA2000↓

PDC↑ ２MHz ２MHz 

 

３．６ MCAデジタルからの干渉に関する調査 

３．６．１ W-CDMAへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．６－１、表３．６－１及び表３．６－２に、それぞれMCAデジタル↓→W-CDMA

↑の干渉の場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。 

 

 

図３．６－１ 調査モデル 

送信機 受信機

水平方向角 ：60°
俯角       ：2.5°

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：－

離隔距離

山上近接局モデル

50m
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表３．６－１ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 15.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 

送信給電系損失 -7.5dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 50m 

自由空間損失 -69.9dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -5.0dB 

 垂直方向 -1.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -56.4dB 

 

表３．６－２ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射 許容雑音量       

-14.0dBm/MHz -113.1dBm/3.84MHz 104.9dB 56.4dB 48.5dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -8.2dBm/3.84MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注１       

40.0W/キャリア -40.0dBm 99.8dB 56.4dB 43.4dB 

キャリア数 

24キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

59.8dBm 

        

注１：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、MCAデジタル↓とW-CDMA↑の所要ガード

バンド幅を表３．６－３に示す。 

 

表３．６－３ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

48.5 43.4 ９ ８ 
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調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅９MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅８MHzで共存可能という結果となった。したがってMCA

デジタル↓→W-CDMA↑の干渉調査から所要ガードバンド幅は９MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

MCAデジタル↑→W-CDMA↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．６－４に

ガードバンド幅を変化させたときのW-CDMA移動局受信における帯域内干渉レベルの所

要改善量を示し、表３．６－５に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。モンテ

カルロシミュレーションは、３．２ (4) イの条件で行った。 

 

表３．６－４ 帯域内干渉レベルの所要改善量（MCAデジタル↑→W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/3.84MHz)

① 

到達雑音電力 

(dBm/3.84MHz)

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -105 -104.1 0.9 

１ -105 -104.3 0.7 

２ -105 -104.3 0.7 

３ -105 -104.3 0.7 

４ -105 -104.3 0.7 

５ -105 -104.3 0.7 

 

表３．６－５ 帯域外干渉レベルの所要改善量（MCAデジタル↑→W-CDMA↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -56注1 -66.9 -10.9 

１ -56注1 -67.1 -11.1 

２ -56注1 -67.1 -11.1 

３ -56注1 -67.1 -11.1 

４ -56注1 -67.1 -11.1 

５ -56注1 -67.1 -11.1 

注1：離調周波数±10MHzの規格値を引用． 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要となった。し

かしながら、ガードバンドなしの条件でも所要改善量が小さいため、与干渉移動局の

性能マージン（規格値より３dB程度）を考慮すると共存可能である。帯域外干渉レベ

ルに関しては、ガードバンドなしでも共存可能という結果となった。したがってMCA

デジタル↑→W-CDMA↓の所要ガードバンド幅は０MHzである。 
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３．６．２ CDMA2000への干渉 

(1) 基地局与干渉 

図３．６－２、表３．６－６及び表３．６－７に、それぞれMCAデジタル↓→CDMA2000

↑の干渉の場合の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を示す。 

 
図３．６－２ 調査モデル 

 

表３．６－６ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 15.0dBi 

送信指向性減衰量  

 水平方向 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 

送信給電系損失 -7.5dB 

周波数帯域 1500MHz 

アンテナ離隔距離 50m 

自由空間損失 -69.9dB 

受信アンテナ利得 17.0dBi 

受信指向性減衰量  

 水平方向 -5.0dB 

 垂直方向 -1.0dB 

受信給電系損失 -5.0dB 

調査モデルによる結合量 -56.4dB 

 

送信機 受信機

水平方向角 ：60°
俯角       ：2.5°

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：－

離隔距離

山上近接局モデル

50m
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表３．６－７ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデル

による結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射 許容雑音量       

-14.0dBm/MHz -118.0dBm/MHz 104.0dB 56.4dB 47.6dB 

干渉雑音換算値 

帯
域
内
干
渉 -14.0dBm/MHz 

        

送信電力 許容入力電力量注１       

40.0W/キャリア -28.0dBm 87.8dB 56.4dB 31.4dB 

キャリア数 

24キャリア 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

59.8dBm 

        

注１：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対しては

図３．２－３の受信フィルタを適用した場合、MCAデジタル↓→CDMA2000↑の所要ガー

ドバンド幅を表３．６－８に示す。 

 

表３．６－８ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz) 

帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉 

47.6 31.4 ９ ３ 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅９MHzで、帯域外干渉レ

ベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがってMCA

デジタル↓→CDMA2000↑の干渉調査から所要ガードバンド幅は９MHzである。 

 

(2) 移動局与干渉 

MCAデジタル↑→CDMA2000↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．６－９

にガードバンド幅を変化させたときのCDMA2000移動局における帯域内干渉レベルの所

要改善量を示し、表３．６－10に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。モンテ

カルロシミュレーションは、３．２ (4) イの条件で行った。 
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表３．６－９ 帯域内干渉レベルの所要改善量（MCAデジタル↑→CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/1.23MHz)

① 

到達雑音電力 

(dBm/1.23MHz)

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -110 -109.0 1.0 

１ -110 -109.1 0.9 

２ -110 -109.3 0.7 

３ -110 -109.3 0.7 

４ -110 -109.3 0.7 

５ -110 -109.3 0.7 

 

表３．６－10 帯域外干渉レベルの所要改善量（MCAデジタル↑→CDMA2000↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -30 -67.2 -37.2 

１ -30 -67.2 -37.2 

２ -30 -67.2 -37.2 

３ -30 -67.2 -37.2 

４ -30 -67.2 -37.2 

５ -30 -67.2 -37.2 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルはガードバンドを広げても改善が必要となった。し

かしながら、ガードバンドなしの条件でも所要改善量は小さいため、与干渉移動局の

性能マージン（規格値より３dB程度）を考慮すると共存可能である。帯域外干渉レベ

ルに関しては、ガードバンドなしでも共存可能という結果となった。したがってMCA

デジタル↑→CDMA2000↓の所要ガードバンド幅は０MHzである。 

 

３．６．３ PDCへの干渉 

(1) 移動局与干渉 

MCAデジタル↑→PDC↓について確率的な干渉の調査を行なった。表３．６－11にガ

ードバンド幅を変化させたときのPDC移動局受信における帯域内干渉レベルの所要改

善量を示し、表３．６－12に帯域外干渉レベルの所要改善量を各々示す。モンテカル

ロシミュレーションは、３．２ (4) イの条件で行った。 
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表３．６－11 帯域内干渉レベルの所要改善量（MCAデジタル↑→PDC↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

許容干渉レベル

(dBm/21kHz) 

① 

到達雑音電力 

(dBm/21kHz) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -109 -123.8 -14.8 

１ -109 -127.0 -18.0 

２ -109 -127.0 -18.0 

３ -109 -127.0 -18.0 

４ -109 -127.0 -18.0 

５ -109 -127.0 -18.0 

 

表３．６－12 帯域外干渉レベルの所要改善量（MCAデジタル↑→PDC↓） 

ガード 

バンド幅 

(MHz) 

感度抑圧レベル

(dBm) 

① 

到達希望波電力

（dBm) 

② 

所要改善量 

(dB) 

③=②-① 

０ -43 -67.5 -24.5 

１ -43 -67.2 -24.2 

２ -43 -67.2 -24.2 

３ -43 -67.2 -24.2 

４ -43 -67.2 -24.2 

５ -43 -67.2 -24.2 

 

調査の結果、帯域内及び帯域外干渉レベルともに、ガードバンドなしでも共存可能

という結果となった。したがってMCAデジタル↑ → PDC↓の所要ガードバンド幅は０

MHzである。 

 

３．６．４ 移動体衛星通信サービスへの干渉 

(1) 基地局与干渉 

ア Inm-B被干渉 

図３．６－３、表３．６－13及び表３．６－14に、それぞれMCAデジタル↓→移動

体衛星通信サービス（Inm-B）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び

所要改善量を示す。なおInm-Bの仰角を30°とした。 
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図３．６－３ 調査モデル 

 

表３．６－13 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 15.0dBi 15.0dBi 15.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -20.0dB -4.0dB 0.0dB 

送信給電系損失 -7.5dB -7.5dB -7.5dB 

周波数帯域 1500MHz 1500MHz 1500MHz 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 21.0dBi 21.0dBi 21.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -4.0dB -26.0dB -26.0dB 

受信給電系損失 -1.0dB -1.0dB -1.0dB 

調査モデルによる結合量 -72.5dB -98.5dB -114.5dB 

 

水平方向指向性：－
俯角 ： 2.5°

水平方向指向性：－
垂直方向指向性：図３．２－12 参照

送信機 受信機

離隔距離

郊外モデル

100m
１km
10km



 － 98 －

表３．６－14 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルに

よる結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射 許容雑音量       

-14.0dBm/MHz -119.8dBm/MHz 105.8dB 100m 72.5dB 33.3dB 

干渉雑音換算値 １km 98.5dB 7.3dB 

帯
域
内
干
渉 -14.0dBm/MHz 

    

10km 114.5dB -8.7dB 

送信電力 許容入力電力量注１     

40.0W/キャリア -41.0dBm 100.8dB 100m 72.5dB 28.3dB 

キャリア数 １km 98.5dB 2.3dB 

24キャリア 10km 114.5dB -13.7dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

59.8dBm 

    

  
  

注１：帯域外特性 

 

イ Inm-C被干渉 

次に図３．６－４、表３．６－15及び表３．６－16に、それぞれMCAデジタル↓→

移動体衛星通信サービス（Inm-C）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量

及び所要改善量を示す。 

 

図３．６－４ 調査モデル 

 

郊外モデル

水平方向指向性：－ 

垂直方向指向性：－ 

送信機 受信機

離隔距離

100m
１km

10km

水平方向指向性：－
俯角 ： 2.5°
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表３．６－15 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 15.0dBi 15.0dBi 15.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -20.0dB -4.0dB 0.0dB 

送信給電系損失 -7.5dB -7.5dB -7.5dB 

周波数帯域 1500MHz 1500MHz 1500MHz 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 0.0dBi 0.0dBi 0.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

受信給電系損失 -1.0dB -1.0dB -1.0dB 

調査モデルによる結合量 -89.5dB -93.5dB -109.5dB 

 

表３．６－16 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量   ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルに 

よる結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射 許容雑音量       

-14.0dBm/MHz -111.5dBm/MHz 97.5dB 100m 89.5dB 8.0dB 

干渉雑音換算値 １km 93.5dB 4.0dB 

帯
域
内
干
渉 -14.0dBm/MHz 

    

10km 109.5dB -12.0dB 

送信電力 許容入力電力量注１       

40.0W/キャリア -38.0dBm 97.8dB 100m 89.5dB 8.3dB 

キャリア数 １km 93.5dB 4.3dB 

24キャリア 10km 109.5dB -11.7dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

59.8dBm 

    

  
  

注１：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタ、帯域外干渉に対して

は図３．２－13の受信フィルタを適用した場合、MCAデジタル↓→移動体衛星通信サ

ービス（Inm-B、Inm-C）↓の所要ガードバンド幅を表３．６－17に示す。 
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表３．６－17 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz)アンテナ間 

距離 帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉

100m 33.3 28.3 ３ 26注１ 

１km 7.3 2.3 ２ ３ 
移動体衛星通信 

サービス(Inm-B)↓
10km -8.7 -13.7 ０ ０ 

100m 8.0 8.3 ２ 10注１ 

１km 4.0 4.3 ２ ５注２ 
移動体衛星通信 

サービス(Inm-C)↓
10km -12.0 -11.7 ０ ０ 

注１：サービスの使用条件（海上や開けた陸上）を考慮すると100mの離隔関係はほとんど

ない 

注２：MCAデジタル中継局のキャリア配置を考慮すると、３MHzで共存可能。（図３．６－５参照） 

 

図３．６－５ MCAデジタル中継局のキャリア配置 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで、帯域外干渉

レベルに関しては、ガードバンド幅３MHzで共存可能という結果となった。したがっ

てMCAデジタル↓→移動体衛星通信サービス↓の所要ガードバンド幅は３MHzである。 

 

 

３．６．５ MCAデジタルからの干渉に関する調査結果 

(1) 基地局与干渉 

MCAデジタル中継局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．６－18に示す。 

 

表３．６－18 MCAデジタル中継局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 
W-CDMA↑ CDMA2000↑

移動体衛星通信

サービス↓ 

MCAデジタル↓ ９MHz ９MHz ３MHz 

 

MCAデジタルの周波数は、1.5MHz間隔の４キ

ャリアを 1 ブロックとし、このブロックを単位とし

て周波数を配置する。 

1.5MHｚ 1.5MHｚ 1.5MHｚ

３MHｚガードバンドを３MHz、MCA デジタル中継局

のキャリア数を 24(６ブロック)とした場合、イ

ンマルサットの受信フィルタでブロック可能と

なる。 

ガードバンド

各 25kHz 間隔 
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(2) 移動局与干渉 

MCAデジタル移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅を表３．６－19に示す。 

 

表３．６－19 MCAデジタル移動局からの干渉に関する所要ガードバンド幅 

 W-CDMA↓ CDMA2000↓ PDC↓

MCAデジタル↑ ０MHz ０MHz ０MHz
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３．７ TD-CDMAの高度化システムに係る干渉調査 

３．７．１ 干渉調査の前提 

 第１章で述べたとおり、TD-CDMAについては、周波数利用効率を向上させるために、拡散

符号速度が7.68Mcpsである高度化システムの規格化が行われているところである。 

拡散符号速度が3.84Mcpsのシステムと、隣接する周波数を使用する他システムとの干渉

調査については「携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告」（平成17年5月30日）におい

て行われているため、これをもとに、拡散符号速度が7.68Mcpsである高度化システムと他

システムとの干渉調査を行った。 

 

３．７．２ 高度化システムのスペック 

(1) 送受信特性  

  表３．７－１及び表３．７－２に拡散符号化速度3.84Mcpsと7.68Mcpsの基地局及び移

動局の送受信特性を示す。 
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表３．７－１ 基地局の送受信特性 

 3.84Mcps基地局 7.68Mcps基地局 

 送信側パラメータ   

 送信周波数帯 2010～2025MHz 2010～2025MHz 

 空中線電力 最大 43dBm/ｷｬﾘｱ 最大 43dBm/ｷｬﾘｱ 

 占有周波数帯幅 5MHz 10MHz 

 送信空中線利得及び

送信給電線損失 
G=17dBi、L=5dB G=17dBi、L=5dB 

 空中線高 都市部：40m 都市部：40m 

 隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力
注２ 

-45dBc(-44.2dBc注１) 

  (±5MHz)/3.84MHz 

-55dBc(-54.2dBc注１) 

  (±10MHz)/3.84MHz 

-45dBc(-44.2dBc注１) 

  (±7.5MHz)/3.84MHz 

-55dBc(-54.2dBc注１) 

  (±12.5MHz)/3.84MHz 

-45dBc(-44.2dBc注１) 

  (±10MHz)/7.68MHz 

-55dBc(-54.2dBc注１) 

  (±20MHz)/7.68MHz 

 ｽﾌﾟﾘｱｽ領域における

不要発射の強度注２ 

①FDDと共用しない場合 

1～12.75GHz:-13dBm/MHz 

②FDDと同一ｴﾘｱで共用の場合 

1920～1980MHz:-43dBm/3.84MHz

2110～2170MHz:-52dBm/MHz 

③FDDと同一場所で共用の場合

1900～1920MHz:-80dBm/3.84MHz 

2110～2170MHz:-52dBm/MHz 

④PHSと同一ｴﾘｱで共用の場合 

1884.5～1919.6MHz: 

-41dBm/300kHz 

①FDDと共用しない場合 

1～12.75GHz:-13dBm/MHz 

②FDDと同一ｴﾘｱで共用の場合 

1920～1980MHz:-43dBm/3.84MHz 

2110～2170MHz:-52dBm/MHz 

③FDDと同一場所で共用の場合 

1900～1920MHz:-80dBm/3.84MHz 

2110～2170MHz:-52dBm/MHz 

④PHSと同一ｴﾘｱで共用の場合 

1884.5～1919.6MHz: 

-41dBm/300kHz 

 相互変調歪注２ 5、10、15MHz離調周波数で30dB

低い値のCDMA変調波入力時で、

隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力及びｽﾌﾟﾘｱ

ｽ領域における不要発射の強度

と同等 

10、20、30MHz離調周波数で30dB

低い値のCDMA変調波入力時で、

隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力及びｽﾌﾟﾘｱｽ

領域における不要発射の強度と

同等 

 スペクトラムマスク 表３．７―３参照 表３．７－４参照 

 受信側パラメータ   

 受信周波数帯 2010～2025MHz 2010～2025MHz 

 許容干渉レベル(帯域内) -113.3dBm/MHz -113.3dBm/MHz 

 感度抑圧レベル(帯域外)注２ -40dBm(3dBの感度劣化) -40dBm(3dBの感度劣化) 

 空中線利得及び 

受信給電線損失 
G=17dBi、L=5dB G=17dBi、L=5dB 

 空中線高 都市部：40ｍ 都市部：40ｍ 

 その他の損失 － － 

 注１：測定誤差を考慮した値。3GPP TS25.142を参照 

 注２：3GPP TS25.105を参照 
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表３．７－２ 移動局の送受信特性 

 3.84Mcps移動局 7.68Mcps移動局 

 送信側パラメータ   

 送信周波数帯 2010～2025MHz 2010～2025MHz 

 空中線電力 (3)の項目参照（最大24dBm） (3)の項目参照（最大24dBm） 

 占有周波数帯幅注２ 5MHz 10MHz 

 送信空中線利得及び

送信給電線損失 
G=0dBi、L=0dB G=0dBi、L=0dB 

 空中線高 1.5m 1.5m 

 隣接ﾁｬﾈﾙ漏えい電力 
注２ 

隣接ﾁｬﾈﾙにおけるRRCﾌｨﾙﾀ通過後

の平均電力が-50dBm超の場合

-33dBc(-32.2dBc注１) 

  (±5MHz)/3.84MHz 

-43dBc(-42.2dBc注１) 

  (±10MHz)/3.84MHz 

隣接ﾁｬﾈﾙにおけるRRCﾌｨﾙﾀ通過後

の平均電力が-50dBm超の場合 

-33dBc(-32.2dBc注１) 

  (±7.5MHz)/3.84MHz 

-43dBc(-42.2dBc注１)  

  (±12.5MHz)/3.84MHz 

-33dBc(-32.2dBc注１) 

  (±10MHz)/7.68MHz 

-43dBc(-42.2dBc注１) 

  (±20MHz)/7.68MHz 

 ｽﾌﾟﾘｱｽ領域における

不要発射の 

強度注２ 

1000MHz-12.75GHz:-30dBm/MHz 

PHSと同一ｴﾘｱで共用の場合 

1884.5～1919.6MHz: 

-41dBm/300kHz 

1000MHz-12.75GHz:-30dBm/MHz

PHSと同一ｴﾘｱで共用の場合 

1884.5～1919.6MHz: 

-41dBm/300kHz 

 相互変調歪注２ 5、10MHz離調周波数で搬送波より

40dB低い値のCW信号入力時に、±

5MHz: -31dBc、±10MHz: -41dBc

10、20MHz離調周波数で搬送波よ

り40dB低い値のCW信号入力時に、

±5MHz: -31dBc、±10MHz: -41dBc

 スペクトラムマスク 表３．７－５参照 表３．７－６参照 

 その他の損失 8dB（人体吸収損） 

3dB（人工衛星との干渉において

ﾋﾞﾙや木の陰を考慮） 

8dB（人体吸収損） 

3dB（人工衛星との干渉において

ﾋﾞﾙや木の陰を考慮） 

 ﾄﾗﾋｯｸ量 203.1erl/ｷｬﾘｱ/km2 203.1erl/ｷｬﾘｱ/km2 

 受信側パラメータ   

 受信周波数帯 2010～2025MHz 2010～2025MHz 

 許容干渉レベル(帯域内) -105dBm/MHz -105dBm/MHz 

 感度抑圧レベル(帯域外)注２ -44dBm(3dBの感度劣化) -44dBm(3dBの感度劣化) 

 空中線利得及び 

受信給電線損失 
G=0dBi、L=0dB G=0dBi、L=0dB 

 空中線高 1.5ｍ 1.5ｍ 

 その他の損失 8dB (人体吸収損) 8dB (人体吸収損) 

 注１：測定誤差を考慮した値。3GPP TS34.122を参照 

 注２：3GPP TS25.102を参照
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表３．７―３ 3.84Mcps基地局のスペクトラムマスク（3GPP TS 25.105 6.6.2.1） 

オフセット周波数 △ｆ 許容値 参照帯域幅 

2.515MHz以上2.715MHz未満 -14dBm 30kHz 

2.715MHz以上3.515MHz未満 -14dBm-15ｘ(△f-2.715)dB 30kHz 

3.515MHz以上4.0MHz未満 -26dBm 30kHz  

4.0MHz以上 

最高オフセット周波数未満 
-13dBm 1MHz 

 

 

表３．７－４ 7.68Mcps基地局のスペクトラムマスク（3GPP TS 25.105 6.6.2.1） 

オフセット周波数 △ｆ 許容値 参照帯域幅 

5.015MHz以上5.215MHz未満 -17dBm 30kHz 

5.215MHz以上6.015MHz未満 -17dBm-15ｘ(△f-5.215)dB 30kHz 

6.015MHz以上6.5MHz未満 -29dBm 30kHz 

6.5MHz以上 

最高オフセット周波数未満 
-16dBm 1MHz 

 

表３．７－５ 3.84Mcps移動局のスペクトラムマスク（3GPP TS 25.102 6.6.2.1） 

オフセット周波数 △ｆ 許容値 参照帯域幅 

2.5MHz以上3.5MHz未満 -35-15ｘ(△f-2.5)dBc 30kHz 

3.5MHz以上7.5MHz未満 -35-1ｘ(△f-3.5)dBc １MHz 

7.5MHz以上8.5MHz未満 -39-10ｘ(△f-7.5)dBc 1MHz 

8.5MHz以上12.5MHz未満 -49dBc 1MHz 

＊△fは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄りの端までの周波数（単位MHz） 

 

表３．７－６ 7.68Mcps移動局のスペクトラムマスク（3GPP TS 25.102 6.6.2.1） 

オフセット周波数 △ｆ 許容値 参照帯域幅 

5MHz以上5.75MHz未満 -38-10.67ｘ(△f-5.0)dBc 30kHz 

5.75MHz以上7.0MHz未満 -46-5.6ｘ(△f-5.75)dBc 30kHz 

7.0MHz以上15MHz未満 -38-0.5ｘ(△f-7)dBc １MHz 

15MHz以上17MHz未満 -42-5ｘ(△f-15)dBc 1MHz 

17.0MHz以上25.0MHz未満 -53dBc 1MHz 

＊△fは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄りの端までの周波数（単位MHz） 

(2) アンテナ特性 

TD-CDMA基地局のアンテナ特性（水平指向特性及び垂直面指向特性）については、

図３．７－１及び図３．７－２に示したとおり、携帯電話等周波数有効利用方策委員

会報告書（平成15年６月25日）における移動通信システムの基地局間干渉に用いたも

のを用いた。 
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図３．７－１ TD-CDMA基地局のアンテナ特性（水平指向特性） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．７－２ TD-CDMA基地局のアンテナ特性（垂直面指向特性） 

 

(3) 移動局の平均送信電力 

 次世代移動通信方式委員会報告書（平成11年９月27日）において、IMT-2000の端末か

らPHS端末への干渉の影響を評価したときと同様に、平均送信電力を15dBmとした。 
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３．７．３ 他システムとの干渉調査方法・結果 

 干渉調査にあたっては、まず、他システムとの干渉調査に使用したTD-CDMAのパラメータ

（送信電力、スプリアス領域における不要発射の強度、隣接チャネル漏えい電力及びスペ

クトラム）について、3.84Mcpsと7.68Mcpsとの違いについて調査を行い、必要に応じて改

めて干渉調査を行った。 

(1) 送信電力 

  基地局、移動局ともに、7.68Mcpsキャリア１波は、3.84Mcpsキャリア２波と比べ送信

電力は同じか又は３dB低く設定されるため、7.68Mcps導入のための追加の干渉調査は不

要である。 

(2) スプリアス領域における不要発射の強度 

  基地局、移動局ともに、スプリアス領域における不要発射の強度の規格は3.84Mcpsと

7.68Mcpsで同一であるため、7.68Mcps導入のための追加の干渉調査は不要である。 

(3) 隣接チャネル漏えい電力 

  7.68Mcpsキャリア１波＋3.84Mcpsキャリア１波使用時を3．84Mcpsキャリア２波使用時

と比べた場合、基地局については図３．７－３及び図３．７－４のとおり、移動局につ

いては図３．７－５及び図３．７－６のとおり、隣接チャネル漏えい電力（合成）は、

同一の電力値か又は低いため、7.68Mcps導入のための追加の干渉調査は不要である。 
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dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(3.84Mcps) 54.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps) 54.2 3.84MHz 44.2 3.84MHz
２波分 54.2 3.84MHz 43.8 3.84MHz

dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(3.84Mcps) 54.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps) 44.2 3.84MHz 54.2 3.84MHz
２波分 43.8 3.84MHz 54.2 3.84MHz
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dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(7.68Mcps) 54.2 3.84MHz 44.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps)
２波分 54.2 3.84MHz 44.2 3.84MHz

dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(7.68Mcps) 54.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps) 44.2 3.84MHz 54.2 3.84MHz
２波分 43.8 3.84MHz 54.2 3.84MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．７－３  7.68Mcps 基地局と 3.84Mcps 基地局の隣接チャネル漏えい電力２波合成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．７－４  3.84Mcps 基地局の隣接チャネル漏えい電力２波合成 
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図３．７－５  7.68Mcps 移動局と 3.84Mcps 移動局の隣接チャネル漏えい電力２波合成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３．７－６  3.84Mcps 移動局の隣接チャネル漏えい電力２波合成 
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dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(7.68Mcps) 42.2 3.84MHz 32.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps)
２波分 42.2 3.84MHz 32.2 3.84MHz

dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(7.68Mcps) 42.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps) 32.2 3.84MHz 42.2 3.84MHz
２波分 31.8 3.84MHz 42.2 3.84MHz
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dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(3.84Mcps) 42.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps) 42.2 3.84MHz 32.2 3.84MHz
２波分 42.2 3.84MHz 31.8 3.84MHz

dBc 参照帯域幅 dBc 参照帯域幅
１波目(3.84Mcps) 42.2 3.84MHz
２波目(3.84Mcps) 32.2 3.84MHz 42.2 3.84MHz
２波分 31.8 3.84MHz 42.2 3.84MHz
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(4) スペクトラムマスク 

  基地局のスペクトラムマスクについては、図３．７－７に示すとおり、7.68Mcps１波

が3.84Mcps２波より厳しい規格値となっているため、7.68Mcps導入のための追加の干渉

調査は不要である。
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図３．７－７  基地局のスペクトラムマスク（7.68MHz１波と 3.84MHz２波の比較） 
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  移動局のスペクトラムマスクについては、図３．７－８に示すとおり、一部の帯域に

おいて、7.68Mcpsの1波が3.84Mcps２波より緩い規格値である場合があるため、7.68Mcps導

入のための追加の干渉調査を行った。 
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図３．７－８  移動局のスペクトラムマスク（7.68MHz１波と 3.84MHz２波の比較） 

 

  移動局のスペクトラムマスクの変更にともなう干渉調査にあたっては、表３．７－４

及び表３．７－６に示した移動局のスペクトラムマスク値及び「携帯電話等周波数有効

利用方策委員会報告」（平成17年5月30日）のシミュレーションパラメータを用い、スペ

クトラムマスク変更に伴い影響がある被干渉システムに対する干渉発生確率を、SEAMCAT

を用いたモンテカルロシミュレーションによる確率的なアプローチにより算出した。 

  シミュレーションにおいては、その試行回数は20,000回とし、到達雑音電力と許容干

渉レベル（帯域内）及び感度抑圧レベル（帯域外）を比較し、干渉発生確率を算出した。 

  結果を表３．７－７から表３．７－12に示したが、モンテカルロシミュレーションの

3.84Mcpsと7.68Mcpsとで同等の干渉発生確率という結果となった。 
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表３．７－７ TD-CDMA移動局（3.84Mcps）の地上試験局に対する干渉発生確率 

TD-CDMA基地局と地上試験局

の局間距離 
2km 4km 6km 

自由空間伝播モデル 22.3% 21.5% 13.4% 

拡張秦モデル 4.0% 0.8% 0.1%以下 

 

表３．７－８ TD-CDMA移動局（7.68Mcps）の地上試験局に対する干渉発生確率 

TD-CDMA基地局と地上試験局

の局間距離 
2km 4km 6km 

自由空間伝播モデル 22.3% 21.3% 13.8% 

拡張秦モデル 4.0% 0.9% 0.1%以下 

 

表３．７－９ TD-CDMA移動局（3.84Mcps）のコリメーション局に対する干渉発生確率 

TD-CDMA基地局と 

コリメーション局の局間距離
2km 4km 6km 

自由空間伝播モデル 51.0% 60.0% 68.1% 

拡張秦モデル 9.8% 11.8% 11.3% 

 

表３．７－10 TD-CDMA移動局（7.68Mcps）のコリメーション局に対する干渉発生確率 

TD-CDMA基地局と 

コリメーション局の局間距離
2km 4km 6km 

自由空間伝播モデル 51.5% 59.7% 67.3% 

拡張秦モデル 9.8% 12.3% 10.9% 

 

  表３．７－11 TD-CDMA移動局（3.84Mcps）のルーラル加入者無線に対する干渉発生確率 

与干渉局 被干渉局 伝播モデル 干渉発生確率 

自由空間 44.8% 
ルーラル基地局 

拡張秦モデル 1.3% 

自由空間 46.4% 
TD-CDMA移動局 

ルーラル加入者局 
拡張秦モデル 0.8% 

 

  表３．７－12 TD-CDMA移動局（7.68Mcps）のルーラル加入者無線に対する干渉発生確率 

与干渉局 被干渉局 伝播モデル 干渉発生確率 

自由空間 44.3% 
ルーラル基地局 

拡張秦モデル 3.0% 

自由空間 45.7% 
TD-CDMA移動局 

ルーラル加入者局 
拡張秦モデル 1.6% 

 

(5) 調査結果の準用 

  以上より、拡散符号速度が7.68Mcpsである高度化システムと隣接する周波数を使用す

る他システムとの干渉調査については、「携帯電話等周波数有効利用方策委員会報告」（平

成17年5月30日）における拡散符号速度が3.84Mcpsのシステムの調査結果を準用できると

結論づけられた。 
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参考資料１ ３Ｇ↓→MCAデジタル↓の干渉に関する調査 

１．１ W-CDMA↓→MCAデジタル↓の干渉に関する調査 

図参１．１－１、表参１．１－１及び表参１．１－２に、それぞれW-CDMA↓→MCAデジ

タル（管理移動局）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善量を

示す。 

 

図参１．１－１ 調査モデル 

 

表参１．１－１ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 17.0dBi 17.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -14.0dB -5.0dB 0.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHｚ 1500MHｚ 1500MHｚ 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 12.0dBi 12.0dBi 12.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 -20.0dB -20.0dB -20.0dB 

 垂直方向 -4.0dB -0.1dB 0.0dB 

受信給電系損失 -2.0dB -2.0dB -2.0dB 

調査モデルによる結合量 -92.0dB -99.1dB -114.0dB 

 

 

水平方向指向性：－
俯角： 2.5°

水平方向角：45°
仰角      ：30°

送信機 受信機

離隔距離

郊外モデル

100m
１km
10km



 － 114 －

表参１．１－２ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量  ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルによる 

結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量    

-7.0dBm/MHｚ -111.7dBm/MHｚ 104.7dB 100m 92.0dB 12.7ｄB 

干渉雑音換算値 １km 99.1dB 5.6dB 

帯
域
内
干
渉 -7.0dBm/MHｚ 

  

10km 114.0dB -9.3dB 

送信電力 許容入力電力量注３    

20.0W/キャリア -38.0dBm 84.0dB 100m 92.0dB -8.0dB 

キャリア数注２ １km 99.1dB -15.1dB 

２キャリア 10km 114.0dB -30.0dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

46.0dBm 

  

  

注１：中心周波数より12.5MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタを適用した場合、W-CDMA↓

→MCAデジタル（管理移動局）↓の所要ガードバンド幅を表参１．１－３に示す。 

 

表参１．１－３ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz)アンテナ間 

距離 帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉

100m 12.7 -8.0 ０注１ ０ 

１km 5.6 -15.1 ０注１ ０ 
MCAデジタル 

（管理移動局）↓
10km -9.3 -30.0 ０ ０ 

注１：２MHzのガードバンドを、MCAデジタル（管理移動局）のアンテナ位置や方位を変更

することにより０MHzに縮小可能。 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅０MHzで、帯域外干渉レベ

ルに関しては、ガードバンド幅０MHzで共存可能という結果となった。したがってW-CDMA

↓→MCAデジタル↓の所要ガードバンド幅は０MHzである。 

 

１．２ CDMA2000↓→MCAデジタル↓の干渉に関する調査 

図参１．２－１、表参１．２－１及び表参１．２－２に、それぞれCDMA2000↓→MCA

デジタル（管理移動局）↓の干渉の調査モデル、調査モデルによる結合量及び所要改善

量を示す。 
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図参１．２－１ 調査モデル 

 

表参１．２－１ 調査モデルによる結合量 

送信アンテナ利得 17.0dBi 17.0dBi 17.0dBi 

送信指向性減衰量    

 水平方向 0.0dB 0.0dB 0.0dB 

 垂直方向 -14.0dB -5.0dB 0.0dB 

送信給電系損失 -5.0dB -5.0dB -5.0dB 

周波数帯域 1500MHｚ 1500MHｚ 1500MHｚ 

アンテナ離隔距離 100m 1000m 10000m 

自由空間損失 -76.0dB -96.0dB -116.0dB 

受信アンテナ利得 12.0dBi 12.0dBi 12.0dBi 

受信指向性減衰量    

 水平方向 -20.0dB -20.0dB -20.0dB 

 垂直方向 -4.0dB -0.1dB 0.0dB 

受信給電系損失 -2.0dB -2.0dB -2.0dB 

調査モデルによる結合量 -92.0dB -99.1dB -114.0dB 

 

水平方向指向性：－
俯角： 2.5° 

水平方向角 ：45°
俯角：2.5°

送信機 受信機

離隔距離

郊外モデル

100m
１km
10km
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表参１．２－２ 所要改善量 

③所要結合損 ⑤所要改善量 ①与干渉量 ②被干渉許容値 

③＝①－② 

④調査モデルによる 

結合損 ⑤＝③－④ 

不要発射注１ 許容雑音量    

-13.0dBm/MHｚ -111.7dBm/MHｚ 98.7dB 100m 92.0dB 6.7ｄB 

干渉雑音換算値 １km 99.1dB -0.4dB 

帯
域
内
干
渉 -13.0dBm/MHｚ 

  

10km 114.0dB -15.3dB 

送信電力 許容入力電力量注３    

5.0W/キャリア -38.0dBm 83.4dB 100m 92.0dB -8.6dB 

キャリア数注２ １km 99.1dB -15.7dB 

７キャリア 10km 114.0dB -30.6dB 

電力合計 

帯
域
外
干
渉 

45.4dBm 

  

  

注１：中心周波数より2.25MHz以上離調している前提 

注２：10MHz帯を使用する前提でその中に配置できる最大キャリア数(1.35MHz間隔） 

注３：帯域外特性 

 

さらに帯域内干渉に対しては図３．２－３の送信フィルタを適用した場合、CDMA2000

↓→MCAデジタル（管理移動局）↓の所要ガードバンド幅を表参１．２－３に示す。 

 

表参１．２－３ 所要ガードバンド幅 

所要改善量（dB） 所要ガードバンド幅(MHz)アンテナ間 

距離 帯域内干渉 帯域外干渉 帯域内干渉 帯域外干渉

100m 6.7 -8.6 ０注１ ０ 

１km -0.4 -15.7 ０ ０ 
MCAデジタル 

（管理移動局）↓
10km -15.3 -30.6 ０ ０ 

注１：２MHzのガードバンドを、MCAデジタル（管理移動局）のアンテナ位置や方位を変更

することにより０MHzに縮小可能。 

 

調査の結果、帯域内干渉レベルに関しては、ガードバンド幅０MHzで、帯域外干渉レベ

ルに関しては、ガードバンド幅０MHzで共存可能という結果となった。したがって

CDMA2000↓→MCAデジタル↓の所要ガードバンド幅は０MHzである。 
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第４章 1.5GHz帯の再編シナリオ 

４．１ 各無線システム間の所要ガードバンド幅 

 1.5GHz 帯を使用する各無線システム間の所要ガードバンド幅は表４．１のとおりである。 

 

   表４．１ 所要ガードバンド幅（左列→上行／上行→左列） 

 
W-CDMA↑ CDMA2000↑ PDC↑ MCA デジタル↑ 

移動体衛星通

信サービス↓

W-CDMA↓ ９MHz※１／10MHz ９MHz／３MHz ８MHz／２MHz 2.9MHz※３／０MHz ３MHz／－ 

CDMA2000↓ ９MHz／10MHz ８MHz※２／４MHz ７MHz／２MHz 2.9MHz※３／０MHz ３MHz／－ 

PDC↓ ３MHz／５MHz ３MHz／３MHz － ３MHz／０MHz － 

MCAデジタル↓ ９MHz／13MHz※４ ９MHz／10MHz※５ － － ３MHz／－ 

電波天文 －／０MHz※６ －／０MHz※６ － － － 

 ※１ アンテナ間距離０ｍ（同一事業者間）における干渉の場合は 22～38MHz 

 ※２ アンテナ間距離０ｍ（同一事業者間）における干渉の場合は 21～37MHz 

※３ ９MHz のガードバンドを技術的な対策により 2.9MHz に縮小可能 

※４ 被干渉局が管理移動局の場合は 10MHz 

※５ 被干渉局が管理移動局の場合は５MHz 

※６ 地域的な棲み分けにより共用可能 

 

４．２ 1.5GHz帯の再編シナリオ 

 1.5GHz 帯を使用する各無線システム間の所要ガードバンド幅等を踏まえ、1.5GHz 帯の再

編シナリオは、図４．２のとおりとすることが適当である。 

 ただし、３Ｇの加入数の推移やサービスの高度化・多様化の動向、MCA デジタルに係る

技術の進展等を踏まえ、必要な場合には再編シナリオを見直すこととする。 
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 注：継続検討のバンドにおいては、例えば、現行の MCA デジタルの利用周波数を当該継

続検討のバンド内の高い周波数に移行するシナリオ、３Ｇ用周波数のひっ迫に対応す

るため、更に３Ｇ用に追加割当てを行うシナリオなどが考えられる。 

図４．２ 1.5GHz 帯の再編シナリオ 
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第５章 1.5GHz帯におけるIMT-2000（FDD方式）の技術的条件 

 1.5GHz帯におけるIMT-2000（FDD方式）の技術的条件については、以下のとおり、800MHz帯、

1.7GHz帯及び2GHz帯のIMT-2000の技術的条件に1.5GHz帯の周波数帯の追加等を行うことが適

当である。また、1.5GHz帯の技術的条件と併せて、他の周波数帯についても、国際的な標準化

動向等を踏まえ、一部の技術的条件について変更を行っている。 

 なお、下線部は、「1.7GHz帯におけるIMT-2000（FDD方式）の技術的条件」（平成17年5月30日）

からの変更点である。 

５．１ W-CDMA方式 

５．１．１ 無線諸元 

 (1) 無線周波数帯 

   ITU-RにおいてIMT-2000用周波数として割り当てられた800MHz帯、1.7GHz帯及び2GHz帯

並びに1.5GHz帯の周波数を使用すること。 

 (2) キャリア設定周波数間隔 

   設定しうるキャリア周波数間の最小周波数設定ステップ幅である。 

   2GHz帯、1.7GHz帯又は1.5GHz帯を使用する場合には200kHz、800MHz帯を使用する場合に

は200kHz又は100kHzとすること。 

 (3) 送受信周波数間隔 

   800MHz帯の周波数を使用する場合には45MHz、1.5GHz帯の周波数を使用する場合には

48MHz、1.7GHz帯の周波数を使用する場合には95MHz、2GHz帯の周波数を使用する場合には

190MHzの送受信周波数間隔とすること。 

 (4) アクセス方式 

   CDMA（Code Division Multiple Access：符号分割多元接続）方式とすること。 

 (5) 通信方式 

   FDD（Frequency Division Duplex：周波数分割複信）方式を採用し、CDM（Code Division 

Multiplex：符号分割多重）方式又はCDM方式とTDM(Time Division Multiplex：時分割多

重)方式との複合方式を下り回線（基地局送信、移動局受信）に、CDMAを上り回線（移動

局送信、基地局受信）に使用すること。 

 (6) 変調方式 

  ア 基地局（下り回線） 

    データ変調方式として、BPSK（Binary Phase Shift Keying）、QPSK（Quadrature Phase 

Shift Keying）又は16QAM（16 Quadrature Amplitude Modulation）方式を採用するこ

と。 

    拡散変調方式として、BPSK又はQPSK方式を採用すること。 

    なお、拡散符号の速度（チップレート）は、3.84Mcpsとすること。 
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  イ 移動局（上り回線） 

    データ変調方式として、BPSK又はQPSK方式を採用すること。 

    拡散変調方式として、BPSK、QPSK又はHPSK（Hybrid Phase Shift Keying）方式を採

用すること。 

    なお、拡散符号の速度（チップレート）は、3.84Mcpsとすること。 

５．１．２ システム設計上の条件 

 (1) フレーム長 

   様々な音声・画像符号化方式に適合し、かつ品質の柔軟性を確保するため、基本フレー

ム長は、2、5、10又は20msとすること。 

 (2) 音声符号化速度 

   音声符号化速度については、音声品質確保及び周波数有効利用の観点から、4～16kbps

前後とし、CDMA方式の特徴を活かして可変速度符号化とすること。なお、音声符号化速度

を設定する際には、周波数の有効利用に十分配慮すること。 

 (3) データ伝送速度 

   回線交換方式において、64kbpsまで可能であること。また、パケット通信方式において、

上り回線で最高2Mbps程度、下り回線で最高14Mbps程度の伝送速度であること。 

 (4) 電磁環境対策 

   移動局と自動車用電子機器や医療電子機器等との相互の電磁干渉に対しては、十分な配

慮が払われていること。 

 (5) 電波防護指針への適合 

   電波を使用する機器については、電波法施行規則第21条の３及び無線設備規則第14条の

２に適合すること。 

 (6) 他システムとの共用 

   他の無線局に干渉の影響を与えないように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要

な対策を講ずること。 

 

５．１．３ 無線設備の技術的条件 

 (1) 送信装置 

   通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。 

  ア 周波数の許容偏差 

   (ｱ) 基地局 

     ±（0.05ppm＋12Hz）以下であること。 

     なお、最大送信電力が38dBm以下の基地局については、±（0.1ppm＋12Hz）以下で

あること。 
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   (ｲ) 移動局 

     基地局送信周波数より45MHz(800MHz帯の周波数を使用する場合)、48MHz(1.5GHz帯

の周波数を使用する場合)、95MHz(1.7GHz帯の周波数を使用する場合)又は

190MHz(2GHz帯を使用する場合)低い周波数に対して、±（0.1ppm＋10Hz）以下である

こと。 

  イ スプリアス領域における不要発射の強度 

    スプリアス領域における不要発射の許容値は、以下の表に示す値であること。 

    なお、この値はキャリア周波数からのオフセット周波数12.5MHz以上の範囲に適用す

る。 

   (ｱ) 基地局 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

9kHz以上150kHz未満 -13dBm 1kHz 

150kHz以上30MHz未満 -13dBm 10kHz 

30MHz以上1000MHz未満 -13dBm 100kHz 

1000MHz以上12.75GHz未満 -13dBm 1MHz 

     なお、PHS帯域については、次の表に示す許容値とすること。ただし、キャリア周

波数からのオフセット周波数12.5MHz未満の範囲においても優先される。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

     おって、1.5GHz帯又は1.7GHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範

囲については、次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

2010MHz以上2025MHz以下 -52dBm 1MHz 

 

   (ｲ) 移動局 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

9kHz以上150kHz未満 -36dBm 1kHz 

150kHz以上30MHz未満 -36dBm 10kHz 

30MHz以上1000MHz未満 -36dBm 100kHz 

1000MHz以上12.75GHz未満 -30dBm 1MHz 

     なお、2GHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範囲については、次

の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

GSM900帯域 925MHz以上935MHz以下 -67dBm* 100kHz 

GSM900帯域 935MHzを超え960MHz以下 -79dBm* 100kHz 

DCS1800帯域 1805MHz以上1880MHz以下 -71dBm* 100kHz 

PHS帯域 1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

   ＊ 200kHzの整数倍の周波数で測定する。測定ポイントの5箇所において、表に示す許

容値を超えてよい。許容値を超えた場合は、周波数範囲が925MHz以上960MHz以下の場

合は30MHz以上1000MHz未満の許容値、1805MHz以上1880MHz以下の場合は1000MHz以上

12.75GHz未満の許容値を適用する。 
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     おって、1.5GHz帯又は1.7GHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範

囲については、次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

800MHz帯受信帯域 860MHz以上895MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

1.7GHz帯受信帯域 1844.9MHz以上1879.9MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

PHS帯域 1884.5MHz以下1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

2GHz帯受信帯域 2110MHz以上2170MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

     さらに、800MHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範囲については、

次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

PHS帯域 1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

 

  ウ 隣接チャネル漏えい電力 

   (ｱ) 基地局 

     許容値は、5MHz離調した周波数で-44.2dBc/3.84MHz又は-7.2dBm/3.84MHz(1.5GHz帯、

1.7GHz帯又は2GHz帯を使用する場合)、+2.8dBm/3.84MHz(800MHz帯を使用する場合)の

ど ち ら か 高 い 値 、 10MHz 離 調 し た 周 波 数 で -49.2dBc/3.84MHz 又 は

-7.2dBm/3.84MHz(1.5GHz 帯 、 1.7GHz 帯 又 は 2GHz 帯 を 使 用 す る 場 合 ) 、

+2.8dBm/3.84MHz(800MHz帯を使用する場合)のどちらか高い値であること。 

   (ｲ) 移動局 

     許容値は、5MHz離調した周波数で-32.2dBc/3.84MHz又は-50dBm/3.84MHzのどちらか

高い値、10MHz離調した周波数で-42.2dBc/3.84MHz又は-50dBm/3.84MHzのどちらか高

い値であること。 

  エ スペクトラムマスク 

   (ｱ) 基地局 

     規定しない。 

   (ｲ) 移動局 

     オフセット周波数12.5MHz未満に対して、-48.5dBm/3.84MHz以下又は次の表に示す

許容値以下であること。 

オフセット周波数|Δf| 許容値 参照帯域幅 

2.5MHz以上3.5MHz未満 -33.5-15×(|Δf|-2.5)dBc 30kHz 

3.5MHz以上7.5MHz未満 -33.5-1×(|Δf|-3.5)dBc 1MHz 

7.5MH以上8.5MHz未満 -37.5-10×(|Δf|-7.5)dBc 1MHz 

8.5MHz以上12.5MHz未満 -47.5dBc 1MHz 

   ※ Δfは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄りの端までの周波数（単位MHz）。 

  オ 占有周波数帯幅の許容値 

   (ｱ) 基地局 

     99%帯域幅は、5.0MHz以下であること。 
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   (ｲ) 移動局 

     99%帯域幅は、5.0MHz以下であること。 

  カ 空中線電力の許容値 

   (ｱ) 基地局 

     空中線電力の許容値は定格空中線電力の±2.7dBであること。 

   (ｲ) 移動局 

     定格空中線電力の最大値は、24dBmであること。 

     空中線電力の許容値は定格空中線電力の+1.7dB、-3.7dBであること。ただし、定格

21dBm出力の許容値は±2.7dBとする。 

  キ 空中線絶対利得の許容値 

   (ｱ) 基地局 

     規定しない。 

   (ｲ) 移動局 

     空中線絶対利得は、3dBi以下とすること。 

  ク 送信オフ時電力 

   (ｱ) 基地局 

     規定しない。 

   (ｲ) 移動局 

     送信を停止した時、送信機の出力雑音電力スペクトル密度は、送信帯域の周波数で、

移動局アンテナコネクタにおいて、-55dBm/3.84MHzであること。 

  ケ 送信相互変調特性 

    送信波に対して異なる周波数の不要波が、送信機出力段に入力された時に発生する相

互変調波電力レベルと送信波電力レベルの比に相当するものであるが、主要な特性は、

送信増幅器の飽和点からのバックオフを規定するピーク電力対平均電力比によって決

定される。 

   (ｱ) 基地局 

     加える不要波のレベルは送信波より30dB低いレベルとする。また、不要波は送信波

に対して±5MHz、±10MHz及び±15MHzとする。 

     許容値は、隣接チャネル漏えい電力の許容値及びスプリアス領域における不要発射

の強度の許容値とすること。 

   (ｲ) 移動局 

     規定しない。 

  コ 最低運用帯域 

    第三世代移動通信システムにおいてサービスを行うために必要となる周波数帯域幅
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は最小で5MHz×２であり、この幅で運用可能であることが必要である。 
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 (2) 受信装置 

   マルチパスのない受信レベルの安定した条件下（静特性下）において、以下の技術的条

件を満たすこと。 

  ア 受信感度 

    受信感度は、規定のビットレート（12.2kbps）で変調された通信チャネル信号を規定

の品質（BER（Bit Error Rate）0.1％以下）で受信するために必要なアンテナ端子で測

定した最小受信電力であり静特性下において以下に示す値（基準感度）以下であること。 

   (ｱ) 基地局 

     静特性下において、-120.3dBm以下。なお、最大送信電力が38dBm以下の基地局につ

いては-110.3dBm以下、最大送信電力が24dBm以下の基地局については-106.3dBm以下。 

   (ｲ) 移動局 

     静特性下において、2GHz帯又は800MHz帯を使用する場合には、-116.3dBm以下、

1.5GHz帯を使用する場合には、-114.3dBm 以下、1.7GHz帯を使用する場合には、

-115.3dBm以下。 

  イ スプリアス・レスポンス 

    スプリアスレスポンスは、１つの無変調妨害波存在下で希望信号を受信する受信機能

力の尺度であり、以下の条件下で希望波と無変調妨害波を加えた時、BERが0.1％以下で

あること。 

   (ｱ) 基地局 

     静特性下において、希望波の受信電力は基準感度+6dB、無変調妨害波は-40dBmとす

る。なお、最大送信電力が38dBm以下の基地局については無変調妨害波は-35dBm、最

大送信電力が24dBm以下の基地局については無変調妨害波は-30dBmであること。 

   (ｲ) 移動局 

     静特性下において、希望波の受信電力は基準感度+3dB、無変調妨害波は-44dBmとす

る。 

  ウ 隣接チャネル選択度 

    隣接チャネル選択度は、隣接する搬送波に配置された変調妨害波の存在下で希望信号

を受信する受信機能力の尺度であり、受信フィルタによる減衰と隣接帯域の減衰に対す

る比で表される。 

   (ｱ) 基地局 

     静特性下において、ビットレート12.2kbps、希望受信電力は基準感度＋6dB、変調

妨害波は-52dBmの条件において、BERが0.1％以下であること。なお、最大送信電力が

38dBm以下の基地局については変調妨害波は-42dBm、最大送信電力が24dBm以下の基地

局については変調妨害波は-38dBmであること。 

   (ｲ) 移動局 

     静特性下において、ビットレート12.2kbps、希望受信電力は基準感度＋14dB、変調
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妨害波は-52dBmの条件において、BERが0.1％以下であること。 

  エ 相互変調特性 

    3次相互変調の関係にある電力が等しい２つの無変調妨害波又は一方が変調された妨

害波の存在下で希望信号を受信する受信機能力の尺度であり、以下の条件下で希望波と

３次相互変調を生ずる関係にある無変調波と変調波の２つの妨害波を加えた時、BERが

0.1％以下であること。 

   (ｱ) 基地局 

     静特性下において、ビットレート12.2kbps、希望波の受信電力は基準感度+6dB、妨

害波1（無変調、離調周波数10MHz）と妨害波2（変調、離調周波数20MHz）はともに-48dBm

とする。なお、基準感度は(2)受信装置 ア 受信感度の項に記載される値を適用す

る。おって、最大送信電力が38dBm以下の基地局については妨害波１及び2ともに

-44dBm、最大送信電力が24dBm以下の基地局については妨害波１及び２ともに-38dBm

とする。 

   (ｲ) 移動局 

     静特性下において、ビットレート12.2kbps、希望波の受信電力は基準感度+3dB、妨

害波１（無変調、離調周波数10MHz）、妨害波2（変調、離調周波数20MHz）ともに-46dBm

とする。 

  オ 副次的に発する電波等の限度 

    受信状態で、空中線端子から発射される電波の限度とする。 

   (ｱ) 基地局 

     30MHz以上1000MHz未満では、-57dBm/100kHz以下、1000MHz以上12.75GHz以下では

-47dBm/MHz以下であること。 

     なお、2GHz帯の周波数を使用する場合には、2100MHz以上2180MHz以下を除くこと。 

     おって、1.7GHz帯の周波数を使用する場合には、1834.9MHz以上1889.9MHz以下を除

き、2010MHz以上2025MHz以下については-52dBm/MHzとすること。 

     おって、1.5GHz帯の周波数を使用する場合には、1465.9MHz以上1510.9MHz以下を除

き、2010MHz以上2025MHz以下については-52dBm/MHzとすること。 

     さらに、800MHz帯の周波数を使用する場合には、860MHz以上895MHz以下を除くこと。 

   (ｲ) 移動局 

     30MHz以上1000MHz未満では-57dBm/100kHz以下、1000MHz以上12.75GHz以下では

-47dBm/MHz以下であること。 

     なお、2GHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範囲については、次

の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

2GHz帯送信帯域 1920MHz以上1980MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

2GHz帯受信帯域 2110MHz以上2170MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

     おって、1.7GHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範囲については、

次の表に示す許容値とすること。 
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周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

1.7GHz帯送信帯域 1749.9MHz以上1784.9MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

1.7GHz帯受信帯域 1844.9MHz以上1879.9MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

   おって、1.5GHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範囲については、

次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

1.5GHz帯送信帯域 1427.9MHz以上1452.9MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

1.5GHz帯受信帯域 1475.9MHz以上1500.9MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

     さらに、800MHz帯の周波数を使用する場合には、以下に示す周波数範囲については、

次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

800MHz帯送信帯域 815MHz以上850MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

800MHz帯受信帯域 860MHz以上895MHz以下 -60dBm 3.84MHz 
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５．１．４ 測定法 

 (1) 送信装置 

  ア 周波数の許容偏差 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を共通制御チャネル又はパイロットチャネルのみが送信されるよ

うに設定し、周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

     被試験器が、拡散停止、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定するこ

とができる。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局を基地局シミュレータと接続し、波形解析器等を使用し周波数偏

差を測定する。 

  イ スプリアス領域における不要発射の強度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力端子に接続されたス

ペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅

とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における不要発射の強度を測定する。 

     なお、無線出力端子からアンテナ放射部までにフィルタによる減衰領域がある場合

には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等によ

り接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。分解能帯域幅を技術的条件に

より定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎にスプリアス領域における

不要発射の強度を測定する。 

     分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

     また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影響を

受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算

する方法を用いることができる。 

  ウ 隣接チャネル漏えい電力 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力端子に接続されたス

ペクトルアナライザにより測定する。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参

照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、

定められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

   (ｲ) 移動局 
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     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等によ

り接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。分解能帯域幅を技術的条件に

より定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭

い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

  エ スペクトラムマスク 

   (ｱ) 基地局 

     規定しない。 

   (ｲ) 移動局 

     スプリアス領域における不要発射の強度の(ｲ)移動局と同じ測定方法とするが、技

術的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。なお、オフセッ

ト周波数の範囲に対し測定周波数範囲は測定時の分解能帯域幅の1/2だけ内側の範囲

とすることができる。 

  オ 占有周波数帯幅 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定する。スペクトルアナライザを搬

送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数

点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器により

接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。スペクトルアナライザを搬送波

周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5％となる上下の限界周波数点を

求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

  カ 空中線電力 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、電力計により送信電力を測定

する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び電力計を分配器等により接続する。最

大出力の状態で送信し電力計により送信電力を測定する。 

  キ  送信オフ時電力 

   (ｱ) 基地局 

     規定しない。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等によ

り接続し、送信停止状態にする。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯
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域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定

められた参照帯域幅内に渡って積分した値を求める。 

  ク 送信相互変調特性 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と不要波信号発生器及びスペクトルアナライザを分配器等により

接続する。被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、不要波信号発生器の

送信出力及び周波数を技術的条件に定められた値に設定する。スペクトルアナライザ

により隣接チャネル漏えい電力及びスプリアス領域における不要発射の強度と同じ方

法で測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     規定しない。 

 

 (2) 受信装置 

  ア 受信感度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータを接続し、技術的条件に定められた信号条

件でランダムデータを送信し、BERを測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータを接続し、技術的条件に定められた信号条

件でランダムデータを送信し、BERを測定する。 

  イ スプリアス・レスポンス 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び無変調信号発生器を接続し、技術的条

件に定められた信号レベルに設定する。ランダムデータを送信し、無変調信号発生器

の周波数を掃引してBERを測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び無変調信号発生器を接続し、技術的条

件に定められた信号レベルに設定する。基地局シミュレータからランダムデータを送

信し、無変調信号発生器の周波数を掃引してBERを測定する。 

  ウ 隣接チャネル選択度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件に定

められた信号レベルに設定する。信号発生器の周波数を隣接チャネル周波数に設定し

てBERを測定する。 
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   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件に定

められた信号レベルに設定する。信号発生器の周波数を隣接チャネル周波数に設定し

てBERを測定する。 

  エ 送信相互変調特性 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び２つの妨害波信号発生器を接続する。

希望波及び妨害波を技術的条件により定められた信号レベル及び周波数に設定し、ラ

ンダムデータを送信し、BERを測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び２つの妨害波信号発生器を接続する。

希望波及び妨害波を技術的条件により定められた信号レベル及び周波数に設定し、ラ

ンダムデータを基地局シミュレータから送信し、BERを測定する。 

  オ 副次的に発する電波等の限度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を受信状態（送信機無線出力停止）にし、受信器入力端子に接続

されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参

照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に副次的に発する電波の限度を測定する。 

     分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

     なお、無線出力端子からアンテナ放射部までにフィルタによる減衰領域がある場合

には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等によ

り接続し、試験周波数に設定して受信状態（送信機無線出力停止）にする。 

     分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範

囲毎に副次的に発する電波の限度を測定する。 

     分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

 (3) 運用中の設備における測定 

   運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、(1)

及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 
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５．２ CDMA2000方式（1xEV-DO方式を除く。） 

５．２．１ 無線諸元 

 (1) 無線周波数帯 

   ITU-Rにおいて、IMT-2000用周波数として割り当てられた800MHz帯、1.7GHz帯及び2GHz

帯並びに1.5GHz帯の周波数を使用すること。 

 (2) キャリア設定周波数間隔 

   設定しうるキャリア周波数間の最小周波数設定ステップ幅である。 

   800MHz帯を使用する場合には、25kHz又は30kHz、1.5GHz帯、1.7GHz帯又は2GHz帯を使用

する場合には、50kHzとすること。 

 (3) 送受信周波数間隔 

   800MHz帯の周波数を使用する場合には55MHz又は45MHz、1.5GHz帯の周波数を使用する場

合には、48MHz、1.7GHz帯の周波数を使用する場合には95MHz、2GHz帯の周波数を使用する

場合には190MHzの送受信周波数間隔とすること。 

 (4) アクセス方式 

   CDMA（Code Division Multiple Access：符号分割多元接続）方式とすること。 

 (5) 通信方式 

   FDD（Frequency Division Duplex：周波数分割複信）方式を採用し、CDM（Code Division 

Multiplex：符号分割多重）方式を下り回線（基地局送信、移動局受信）に、CDMA方式を

上り回線（移動局送信、基地局受信）に使用した複信方式であること。 

 (6) 変調方式 

  ア 基地局（下り回線） 

    データ変調方式として、BPSK（Binary Phase Shift Keying）又はQPSK（Quadrature Phase 

Shift Keying）を採用すること。 

    拡散変調方式として、QPSKを採用すること。なお、拡散符号の速度（チップレート）

は、1.2288Mcps又は3.6864Mcps（1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2GHz帯に限る。）とすること。 

    拡散処理後のI及びQ信号に対しベースバンドフィルタにより帯域制限を行うこと。 

  イ 移動局（上り回線） 

    データ変調方式として、64次直交符号変調又はBPSKを採用すること。 

    拡散変調方式として、OQPSK（Offset Quadrature Phase Shift Keying）又はHPSK（Hybrid 

Phase Shift Keying）を採用すること。なお、拡散符号の速度（チップレート）は、1X

においては1.2288Mcpsとし、3Xにおいては3.6864Mcpsとすること。 

    拡散処理後のＩ及びＱ信号に対しベースバンドフィルタにより帯域制限を行うこと。 
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５．２．２ システム設計上の条件 

 (1) フレーム長 

   様々な音声・画像符号化方式に適合し、かつ品質の柔軟性を確保するため、フレーム長

は、5、10、20、40又は80msとすること。 

 (2) 音声符号化速度 

   音声符号化速度については、音声品質確保及び周波数利用効率の点から、8kbpsを基本

として8～13kbps前後とし、CDMA方式の特徴を生かして可変速度符号化とすることが望ま

しい。なお、音声符号化速度を設定する際には、周波数の有効利用に十分配慮すること。 

 (3) データ伝送速度 

   回線交換方式において、64kbpsまで可能であること。また、パケット通信方式において

拡散符号速度1.2288Mchip/sでは下り回線で144kbpsまで、拡散符号速度3.6864Mcpsでは下

り回線で384kbpsまで可能であること。かつ、システム能力として2Mbpsまで拡張可能であ

ること。 

 (4) 電磁環境対策 

   移動局と自動車用電子機器や医療電子機器等との相互の電磁干渉に対しては、十分な配

慮が払われていること。 

 (5) 電波防護指針への適合 

   電波を使用する機器については、電波法施行規則第21条の３及び無線設備規則第14条の

２に適合すること。 

 (6) 他システムとの共用 

   他の無線局に干渉の影響を与えないように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必要

な対策を講ずること。 

 

５．２．３ 無線設備の技術的条件 

 (1) 送信装置 

   通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。 

  ア 周波数の許容偏差 

   (ｱ) 基地局 

     ±0.05ppm以下であること。 

   (ｲ) 移動局 

     基地局と同期をとった場合、基地局送信周波数より55MHz（800MHz帯の周波数を使

用する場合）高い周波数又は45MHz（800MHz帯の周波数を使用する場合）低い周波数

に対して、±300Hz以下であること、基地局送信周波数より48MHz（1.5GHz帯を使用す

る場合）、95MHz（1.7GHz帯の周波数を使用する場合）又は190MHz（2GHz帯の周波数を

使用する場合）低い周波数に対して、±150Hz以下であること。 
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  イ 不要発射の強度 

    不要発射の許容値は、以下に示す値であること。 

  ①800MHz帯 

   (ｱ) 基地局 

    (a) 自システム送信帯域内（832MHzを超え834MHz以下、838MHzを超え846MHz以下及び

860MHzを超え895MHz以下）においては、次に定める許容値とする。 

     ・オフセット周波数750kHz以上に対して、-45dBc/30kHz以下。 

     ・オフセット周波数1.98MHz以上に対して、空中線電力が1W以下の場合にあっては

25μW（-16dBm）/100kHz以下、1Wを超え50W以下の場合にあっては-60dBc/100kHz

以下、50Wを超える場合にあっては50μW（-13dBm）/100kHz以下又は-70dBc/100kHz

以下。 

    (b) その他の携帯電話システム帯域内（810MHzを超え860MHz以下（832MHzを超え834MHz

以下及び838MHzを超え846MHz以下を除く。））においては、次に定める許容値とする。 

     ・オフセット周波数1.98MHz未満に対して、空中線電力が1W以下の場合にあっては

25μW（-16dBm）/30kHz以下、1Wを超える場合にあっては-60dBc/30kHz以下かつ

25μW(-16dBm)/30kHz以下。 

     ・オフセット周波数1.98MHz以上に対して、空中線電力が1W以下の場合にあっては

25μW（-16dBm）/100kHz以下、1Wを超える場合にあっては-60dBc/100kHz以下か

つ25μW(-16dBm)/100kHz以下。 

    (c) その他の帯域（810MHz以下及び895MHz超えるもの）においては、次に定める許容

値とする。 

     ・空中線電力が25W以下の場合にあっては、25μW(-16dBm)/MHz以下。 

     ・空中線電力が25Wを超え50W以下の場合にあっては、-60dBc/MHzかつ

20mW(13dBm)/MHz以下。 

     ・空中線電力が50Wを超える場合にあっては、50μW（-13dBm）/MHz以下又は

-70dBc/MHz以下。 

   (ｲ) 移動局 

    (a) 自システム送信帯域内（815MHzを超え850MHz以下、887MHzを超え889MHz以下、

893MHzを超え901MHz以下及び915MHzを超え925MHz以下）においては、次に定める許

容値とする。 

     ・オフセット周波数900kHz以上に対して、-42dBc/30kHz以下。 

     ・オフセット周波数1.98MHz以上に対して、空中線電力が1W以下の場合にあっては

25μW（-16dBm）/100kHz以下、1Wを超える場合にあっては-54dBc/100kHz以下。 

    (b) その他の携帯電話システム帯域内（885MHzを超え958MHz以下（887MHzを超え889MHz

以下、893MHzを超え901MHz以下及び915MHzを超え925MHz以下を除く。））においては、

次に定める許容値とする。 

     ・オフセット周波数1.98MHz未満に対して、空中線電力が1W以下の場合にあっては、
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25μW（-16dBm）/30kHz以下、1Wを超える場合にあっては-60dBc/30kHz以下又は

2.5μW（-26dBm）/30kHz以下。 

     ・オフセット周波数1.98MHz以上に対して、空中線電力が1W以下の場合にあっては、

25μW（-16dBm）/100kHz以下、1Wを超える場合にあっては-60dBc/100kHz以下又

は2.5μW(-26dBm)/100kHz以下。 

    (c) その他の帯域（885MHz以下（815MHzを超え850MHz以下を除く。）及び958MHz超え

るもの）においては、次に定める許容値とする。 

     ・オフセット周波数1.98MHz未満に対して、空中線電力が1W以下の場合にあっては、

25μW（-16dBm）/30kHz以下、1Wを超える場合にあっては-60dBc/30kHz以下又は

2.5μW（-26dBm）/30kHz以下。 

     ・オフセット周波数1.98MHz以上に対して、空中線電力が25W以下の場合にあっては

25μW(-16dBm)/MHz以下、空中線電力が25Wを超える場合にあっては、-60dBc/MHz

かつ20mW(13dBm)/MHz以下。 

②1.5GHz帯及び1.7GHz帯 

   (ｱ) 基地局 

離調周波数 不要発射の強度の許容値 

885kHzを超え1250kHz以下 -45dBc/30kHz 

1250kHzを超え1980kHz以下 -45dBc/30kHzかつ-9dBm/30kHz 

-55dBc/30kHz, Pout≧33dBm 

-22dBm/30kHz, 28dBm≦Pout＜33dBm 1980kHzを超え2250kHz以下 

－50dBc/30kHz, Pout＜28dBm 

2250kHzを超え4MHz以下 -13dBm/MHz 

-13dBm/1kHz(9kHz≦f<150kHz) 

-13dBm/10kHz(150kHz≦ｆ<30MHz) 

-13dBm/100kHz(30MHz≦f<1000MHz) 
4MHzを超えるもの 

-13dBm/MHz(1000MHz≦f<12.75GHz) 

     なお、以下に示す周波数範囲については、次の表に示す許容値とする。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

2010MHz以上2025MHz以下 -52dBm 1MHz 
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   (ｲ) 移動局 

    (a) 1X 

離調周波数 不要発射の強度の許容値 

1250kHzを超え1980kHz以下 -42dBc/30kHz又は-54dBm/1.23MHz 

1980kHzを超え4MHz以下 -50dBc/30kHz又は-54dBm/1.23MHz 

-36dBm/1kHz(9kHz≦f<150kHz) 

-36dBm/10kHz(150kHz≦f<30MHz) 

-36dBm/100kHz(30MHz≦f<1000MHz) 
4MHzを超えるもの 

-30dBm/1000kHz(1000MHz≦f<12.75GHz) 

 

    (b) 3X 

離調周波数 不要発射の強度の許容値 

2.5MHzを超え2.7MHz以下 -14dBm/30kHz 

2.7MHzを超え3.5MHz以下 -[14+15×(|Δf|‒ 2.7MHz)]dBm/30kHz 

3.5MHzを超え7.5MHz以下 -[13+1×(|Δf|‒ 3.5MHz)]dBm/MHz 

7.5MHzを超え8.5MHz以下 -[17+10×(|Δf|‒ 7.5MHz)]dBm/MHz 

8.50MHzを超え12.5MHz以下 -27dBm/MHz 

12.5MHzを超えるもの 

-36dBm/1kHz(9kHz≦f<150kHz) 

-36dBm/10kHz(150kHz≦f<30MHz) 

-36dBm/100kHz(30MHz≦f<1000MHz) 

-30dBm/1MHz(1000MHz≦f<12.75GHz) 

    ※ Δｆは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数（単位MHz）。 

     なお、1X、3Xともに、以下に示す周波数範囲については、次の表に示す許容値とする。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

PHS帯域 1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

800MHz帯受信帯域 860MHz以上895MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

1.7GHz帯受信帯域 1844.9MHz以上1879.9MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

2GHz帯受信帯域 2110MHz以上2170MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

 

  ③2GHz帯 

   (ｱ) 基地局 

離調周波数 不要発射の強度の許容値 

885kHzを超え1250kHz以下 -45dBc/30kHz 

1250kHzを超え1450kHz以下 -13dBm/30kHz 

1450kHzを超え2250kHz以下 -［13+17X(|△ｆ|-1.45)］dBm/30kHz 

2250kHzを超え4MHz以下 -13dBm/MHz 
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-13dBm/1kHz(9kHz≦f<150kHz) 

-13dBm/10kHz(150kHz≦f<30MHz) 

-13dBm/100kHz(30MHz≦f<1000MHz) 
4MHzを超えるもの 

-13dBm/MHz(1000MHz≦f<12.75GHz) 

    ※ Δｆは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数（単位MHz）。 

     なお、PHS帯域については、次の表に示す許容値とする。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

 

   (ｲ) 移動局 

    (a) 1X 

離調周波数 不要発射の強度の許容値 

1250kHzを超え1980kHz以下 -42dBc/30kHz又は-54dBm/1.23MHz 

1980kHzを超え2250kHz以下 -50dBc/30kHz又は-54dBm/1.23MHz 

2250kHzを超え4MHz以下 -［13+１X(|△ｆ|-2.25）］dBm/MHz 

-36dBm/1kHz(9kHz≦f<150kHz) 

-36dBm/10kHz(150kHz≦f<30MHz) 

-36dBm/100kHz(30MHz≦f<1000MHz) 
4MHzを超えるもの 

-30dBm/MHz(1000MHz≦f<12.75GHz) 

    ※ Δｆは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄りの端までの差の周波数（単位MHz）。 

 

    (b) 3X 

離調周波数 不要発射の強度の許容値 

2.5MHzを超え2.7MHz以下 -14dBm/30kHz 

2.7MHzを超え3.5MHz以下 

（3.08MHzを除く。） 
-[14+15×(|Δf|‒ 2.7MHz)]dBm/30kHz 

3.08MHz -33dBc/3.84MHz 

3.5MHzを超え7.5MHz以下 -[13+1×(|Δf|‒ 3.5MHz)]dBm/MHz 

7.5MHzを超え8.5MHz以下 

（8.08MHzを除く。） 
-[17+10×(|Δf|‒ 7.5MHz)]dBm/MHz 

8.08MHz -43dBc/3.84MHz 

8.5MHzを超え12.5MHz以下 -27dBm/MHz 

12.5MHzを超えるもの 

-36dBm/kHz(9kHz≦f<150kHz) 

-36dBm/10kHz(150kHz≦f<30MHz) 

-36dBm/100kHz(30MHz≦f<1000MHz) 

-30dBm/MHz(1000MHz≦f<12.75GHz) 

    ※ Δｆは、搬送波の中心周波数から最寄りの測定帯域の端までの差の周波数（単位MHz）。 
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     なお、1X、3Xともに、以下に示す周波数範囲については、次の表に示す許容値とする。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

PHS帯域 1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

GSM900帯域 925MHz以上935MHz以下 -67dBm* 100kHz 

GSM900帯域 935MHzを超え960MHz以下 -79dBm* 100kHz 

DCS1800帯域 1805MHz以上1880MHz以下 -71dBm* 100kHz 

    ＊ 200kHzの整数倍の周波数で測定する。1Xについてはオフセット周波数が4MHzを超

える周波数帯域、3Xについてはオフセット周波数12.5MHzを超える周波数帯域では、

測定ポイントの5箇所において、不要発射の強度の許容値まで超えてもよい。 

  ウ 隣接チャネル漏えい電力 

    本項目は、不要発射の強度の項目に含まれる。 

  エ 占有周波数帯幅の許容値 

   (ｱ) 基地局 

     99%帯域幅は、1.48MHz以下。 

   (ｲ) 移動局 

     1Xのシステムの99%帯域幅は、1.48MHz以下、3Xのシステムの99%帯域幅は、4.6MHz

以下。 

  オ 空中線電力の許容値 

   (ｱ) 基地局 

     定格空中線電力の+2dB(+59%)、-4dB(-61%)以内であること。 

   (ｲ) 移動局 

    ①800MHz帯 

     最大出力電力における実効輻射電力（ERP）が次の表に適合すること。 

移動局クラス 最小限度 最大限度 

Ⅰ 1dBW（1.25W） 8dBW（6.3W） 

Ⅱ -3dBW（0.5W） 4dBW（2.5W） 

Ⅲ -7dBW（0.2W） 0dBW（1.0W） 

 

    ②1.5GHz帯、1.7GHz帯及び2GHz帯 

     最大出力電力における等価等方輻射電力（EIRP）が-6dBW（0.25W）以下であること。 

  カ 送信オフ時電力 

   (ｱ) 基地局 

     規定しない。 

   (ｲ) 移動局 

     送信機を停止した時、送信機の出力雑音電力スペクトル密度は、送信帯域の周波数
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で、移動局アンテナ端子において、1MHz分解能帯域で測定し、-61dBm未満であること。 

 (2) 受信装置 

   静特性において、以下の技術的条件を満たすこと。 

  ア 受信感度 

   (ｱ) 基地局 

     800MHz帯を使用する場合は、受信電力-117dBm、1.5GHz帯、1.7GHz帯又は2GHz帯を

使用する場合には、受信電力-119dBmにて95%の信頼度でFER（Frame Error Rate）が

1%以下であること。 

   (ｲ) 移動局 

     受信電力-104dBm/1.23MHz及び-25dBm/1.23MHzにて95%の信頼度でFERが0.5%以下で

あること。 

  イ スプリアス・レスポンス 

   (ｱ) 基地局 

    ①800MHz帯 

     ±900kHz離調で、移動局シミュレータ出力より87dB高いCW信号に対し、移動局シミ

ュレータの出力が3dB以上上昇しないこと、かつ95%の信頼度でFERが1.5%以下である

こと。 

     ±750kHz離調で、移動局シミュレータ出力より50dB高いCW信号に対し、移動局シミ

ュレータの出力が3dB以上上昇しないこと、かつ95%の信頼度でFERが1.5%以下である

こと。 

    ②1.5GHz帯及び1.7GHz帯 

     1Xの場合、±1.25MHz離調で、移動局シミュレータ出力より80dB高いCW信号に対し、

移動局シミュレータの出力が3dB以上上昇しないこと、かつ95%の信頼度でFERが1.5%

以下であること。 

     3Xの場合、±2.5MHz離調で、移動局シミュレータ出力より80dB高いCW信号に対し、

移動局シミュレータの出力が3dB以上上昇しないこと、かつ95%の信頼度でFERが1.5%

以下であること。 

    ③2GHz帯 

     規定しない。 

   (ｲ) 移動局 

    ①800MHz帯 

     ±900kHz離調でCDMAチャネル受信電力より71dB高いCW信号に対し、移動局の送信電

力を規定される電力に設定した時のFERが95%の信頼度で1.0%以下であること。 

    ②1.5GHz帯及び1.7GHz帯 

     1Xの場合、±1250kHz離調でCDMAチャネル受信電力より71dB高いCW信号に対し、移
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動局の送信電力を規定される電力に設定した時のFERが95%の信頼度で1.0%以下であ

ること。 

     3Xの場合、±2500kHz離調でCDMAチャネル受信電力より71dB高いCW信号に対し、移

動局の送信電力を規定される電力に設定した時のFERが95%の信頼度で1.0%以下であ

ること。 

    ③2GHz帯 

     規定しない。 

  ウ 隣接チャネル選択度 

   ①800MHz帯、1.5GHz帯及び1.7GHz帯 

    CDMAチャネル（キャリア）とアナログ方式等の狭帯域チャネルとが隣接する場合に対

しては、スプリアス・レスポンスの規定に準じる。 

    CDMAチャネル（キャリア）とCDMAチャネル（キャリア）とが隣接する場合に対しては、

CDMA方式は隣接チャネルからの干渉を含め干渉があることを前提とするシステムであ

るため、隣接チャネル選択度の規定は不要である。 

   ②2GHz帯 

   (ｱ) 基地局 

     1Xの場合、±2.5MHzの離調で、-53dBmの妨害波用移動局シミュレータ出力に対し、

希望波用移動局シミュレータの出力が3dB以上上昇しないこと、かつ95%の信頼度で

FERが1.5%以下であること。 

     3Xの場合、±5.0MHzの離調で、-49dBmの妨害波用移動局シミュレータ出力に対し、

希望波用移動局シミュレータの出力が3dB以上上昇しないこと、かつ95%の信頼度で

FERが1.5%以下であること。 

   (ｲ) 移動局 

     1Xの場合、±2.5MHz離調で、基準感度より+3dB高い希望CDMAチャネル受信電力より

64dB高い干渉CDMA信号に対して、FERが95%の信頼度で1.0%以下であること。 

     3Xの場合、±5MHz離調で基準感度より+3dB高い希望CDMAチャネル受信電力より50dB

高い干渉CDMA信号に対して、FERが95%の信頼度で1.0%以下であること。 

  エ 相互変調特性 

   (ｱ) 基地局 

    ①800MHz帯 

     +(-)900kHz、+(-)1700kHzの周波数オフセットを有し、移動局シミュレータ出力よ

り72dB高い2つのCW信号に対し、移動局シミュレータの出力が3dB以上上昇しないこと、

かつ95%の信頼度でFERが1.5%以下であること。 

    ②1.5GHz帯及び1.7GHz帯及び2GHz帯 

     1Xの場合、+(-)1.25MHz、+(-)2.05MHzの周波数オフセットを有し、移動局シミュレ

ータ出力より70dB高い2つのCW信号に対し、移動局シミュレータの出力が3dB以上上昇
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しないこと、かつ95%の信頼度でFERが1.5%以下であること。 

     3Xの場合、+(-)2.05MHz及び+(-)3.30MHzの周波数オフセットを有し、移動局シミュ

レータ出力より70dB高い2つのCW信号に対し、移動局シミュレータの出力が3dB以上上

昇しないこと、かつ95%の信頼度でFERが1.5%以下であること。 

   (ｲ) 移動局 

    ①800MHz帯 

     +(-)900kHz及び+(-)1700kHzの周波数オフセットを有し、移動局クラスⅠではCDMA

チャネル受信電力より61dB高いCW信号に対し、移動局クラスⅡ及びⅢではCDMAチャネ

ル受信電力より58dB高いCW信号に対し、95%の信頼度でFERが1.0%以下であること。 

    ②1.5GHz帯及び1.7GHz帯 

     1Xの場合、+(-)1.25MHz及び+(-)2.05MHzの周波数オフセットを有し、CDMAチャネル

受信電力より58dB高いCW信号に対し、95%の信頼度でFERが1.0%以下であること。 

     3Xの場合、+(-)2.5MHz及び+(-)3.3MHzの周波数オフセットを有し、CDMAチャネル受

信電力より58dB高いCW信号に対し、95%の信頼度でFERが1.0%以下であること。 

    ③2GHz帯 

     1Xの場合、+(-)2.5MHz及び+(-)4.9MHzの周波数オフセットを有し、基準感度より

+3dB高いCDMAチャネル受信電力より53dB高い2つのCW信号に対し、95%の信頼度でFER

が1.0%以下であること。 

     3Xの場合、+(-)5MHz及び+(-)9.7MHzの周波数オフセットを有し、基準感度より+3dB

高いCDMAチャネル受信電力より55dB高い2つのCW信号に対し、95%の信頼度でFERが

1.0%以下であること。 

  オ 副次的に発する電波等の限度 

    受信状態で、空中線端子から発射される電波の限度は、以下に示す値とすること。 

   (ｱ) 基地局 

    ①800MHz帯 

基地局受信帯域内では-80dBm/30kHz以下。 

基地局送信帯域内では-60dBm/30kHz以下。 

それ以外の帯域では-54dBm/30kHz以下。 

    ②1.5GHz帯及び1.7GHz帯 

基地局受信帯域内では-80dBm/30kHz以下。 

基地局送信帯域内では-60dBm/30kHz以下。 

それ以外の帯域では-47dBm/30kHz以下。 

なお、以下に示す周波数範囲については、次の表に示す許容値とする。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

PHS帯域 1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

2010MHz以上2025MHz以下 -52dBm 1MHz 
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    ③2GHz帯 

基地局受信帯域内（1920MHz≦ｆ≦1980MHz）では、-80dBm/30kHz以下。 

基地局送信帯域内（2110MHz≦ｆ≦2170MHz）では、-60dBm/30kHz以下。 

それ以外の帯域で、30MHz≦ｆ＜1000MHzでは、-57dBm/100kHz以下、 

1000MHz≦ｆ≦12.75GHzでは、-47dBm/MHz以下。 

   (ｲ) 移動局 

    ①800MHz帯 

移動局受信帯域内では-81dBm/MHz以下。 

移動局送信帯域内では-61dBm/MHz以下。 

それ以外の帯域では-54dBm/30kHz以下。 

    ②1.5GHz帯及び1.7GHz帯 

移動局受信帯域内では-76dBm/MHz以下。 

移動局送信帯域内では-61dBm/MHz以下。 

それ以外の帯域では-47dBm/30kHz以下。 

なお、以下に示す周波数範囲については、次の表に示す許容値とする。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

800MHz帯受信帯域 860MHz以上895MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

PHS帯域 1884.5MHz以上1919.6MHz以下 -41dBm 300kHz 

2GHz帯受信帯域 2110MHz以上2170MHz以下 -60dBm 3.84MHz 

 

    ③2GHz帯 

     移動局受信帯域内（2110MHz≦ｆ≦2170MHz）では、-76dBm/MHz以下。 

移動局送信帯域内（1920MHz≦ｆ≦1980MHz）では、-61dBm/MHz以下。 

それ以外の帯域で、30MHz≦ｆ＜1000MHzでは、-57dBm/100kHz以下、 

1000MHz≦ｆ≦12.75GHzでは、-47dBm/MHz以下。 

      なお、以下に示す周波数範囲については、次の表に示す許容値とする。 

周波数範囲 許容値 参照帯域幅 

GSM900帯域 925MHz以上935MHz以下 -67dBm* 100kHz 

GSM900帯域 935MHzを超え960MHz以下 -79dBm* 100kHz 

DCS1800帯域 1805MHz以上1880MHz以下 -71dBm* 100kHz 

     ＊ 200kHzの整数倍の周波数で測定する。1Xについてはオフセット周波数が4MHzを

超える周波数帯域、3Xについてはオフセット周波数が12.5MHzを超える周波数帯

域では、測定ポイントの5箇所において、不要発射の強度で規定される許容値ま

で超えてもよい。 
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５．２．４ 測定法 

 (1) 送信装置 

  ア 周波数の許容偏差 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を共通制御チャネル又はパイロットチャネルのみが送信されるよ

うに設定し、周波数計、波形解析器等を使用し、周波数偏差を測定する。 

     被試験器が、拡散停止、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定するこ

とができる。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局を基地局シミュレータと接続し、波形解析器等を使用し周波数偏

差を測定する。 

  イ 不要発射の強度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力端子に接続されたス

ペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅

とし、規定される周波数範囲毎に不要発射の強度を測定する。 

     また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影響を

受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算

する方法を用いることができる。 

     なお、無線出力端子からアンテナ放射部までにフィルタによる減衰領域がある場合

には、測定結果を前記減衰量にて補正すること。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等によ

り接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。分解能帯域幅を技術的条件に

より定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に不要発射の強度を測定す

る。 

     分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

     また、搬送波近傍等において分解能帯域幅を参照帯域幅にすると搬送波等の影響を

受ける場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し参照帯域幅に換算

する方法を用いることができる。 

  ウ 隣接チャネル漏えい電力 

    不要発射の強度の項目に含まれる。 
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  エ 占有周波数帯幅 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定する。スペクトルアナライザを搬

送波周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5%となる上下の限界周波数

点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器により

接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。スペクトルアナライザを搬送波

周波数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5％となる上下の限界周波数点を

求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

  オ 空中線電力 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、電力計により送信電力を測定

する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び電力計を分配器等により接続する。最

大出力の状態で送信し電力計により送信電力を測定する。 

     また、技術的条件が等価等方輻射電力又は実効輻射電力で規定される場合は、空中

線の絶対利得又は相対利得を用いて換算する。 

  カ 送信オフ時電力 

   (ｱ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等によ

り接続し、送信停止状態にする。分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯

域幅とし、送信オフ時電力を測定する。 
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 (2) 受信装置 

  ア 受信感度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータを接続し、技術的条件に定められた信号条

件でランダムデータを送信し、FER(Frame Error Rate)を測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータを接続し、技術的条件に定められた信号条

件でランダムデータを送信し、FERを測定する。 

  イ スプリアス・レスポンス 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び無変調信号発生器を接続し、技術的条

件に定められた信号レベルに設定する。無変調信号発生器の周波数を技術的条件に定

められた離調周波数に設定し、移動局シミュレータからランダムデータを送信してFER

を測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び無変調信号発生器を接続し、技術的条

件に定められた信号レベルに設定する。無変調信号発生器の周波数を技術的条件に定

められた離調周波数に設定し、基地局シミュレータからランダムデータを送信してFER

を測定する。 

  ウ 隣接チャネル選択度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件に定

められた信号レベルに設定する。信号発生器の周波数を技術的条件に定められた離調

周波数に設定し、移動局シミュレータからランダムデータを送信してFERを測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件に定

められた信号レベルに設定する。信号発生器の周波数を技術的条件に定められた離調

周波数に設定し、基地局シミュレータからランダムデータを送信してFERを測定する。 

  エ 相互変調特性 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び２つの無変調信号発生器を接続し、技

術的条件により定められた信号レベルに設定する。無変調信号発生器の周波数を技術

的条件に定められた離調周波数に設定し、移動局シミュレータからランダムデータを

送信してFERを測定する。 
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   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び２つの無変調信号発生器を接続し、技

術的条件により定められた信号レベルに設定する。無変調信号発生器の周波数を技術

的条件に定められた離調周波数に設定し、基地局シミュレータからランダムデータを

送信してFERを測定する。 

  オ 副次的に発する電波等の限度 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を受信状態（送信機無線出力停止）にし、受信器入力端子に接続

されたスペクトルアナライザにより、分解能帯域幅を技術的条件により定められた参

照帯域幅とし、規定される周波数範囲毎に副次的に発する電波の強度を測定する。 

   (ｲ) 移動局 

     被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器等によ

り接続し、試験周波数に設定して受信状態（送信機無線出力停止）にする。 

     分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅とし、規定される周波数範

囲毎に副次的に発する電波の強度を測定する。 

     分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、分

解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に渡って

積分した値を求める。 

 (3) 運用中の設備における測定 

   運用中の無線局における設備の測定については、(1)及び(2)の測定法によるほか、(1)

及び(2)の測定法と技術的に同等と認められる方法によることができる。 
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５．３ CDMA2000 1xEV-DO方式 

５．３．１ 無線諸元 

 (1) 無線周波数帯 

   「CDMA2000方式」と同じとすること。 

 (2) キャリア設定周波数間隔 

   「CDMA2000方式」と同じとすること。 

 (3) 送受信周波数間隔 

   「CDMA2000方式」と同じとすること。 

 (4) アクセス方式 

   「CDMA2000方式」と同じとすること。 

 (5) 通信方式 

   CDM（Code Division Multiplex：符号分割多重）方式とTDM（Time Division Multiplex：

時分割多重）との複合方式を下り回線（基地局送信、移動局受信）に、CDMA（Code Division 

Multiple Access：符号分割多元接続）方式を上り回線（移動局送信、基地局受信）に使

用した複信方式。 

 (6) 変調方式 

  ア 基地局（下り回線） 

    1次変調方式として、BPSK（Binary Phase Shift Keying）、QPSK（Quadrature Phase Shift 

Keying）、8PSK（8 Phase Shift Keying）又は16QAM（16 Quadrature Amplitude Modulation）

のいずれか、2次変調方式として、QPSKを採用すること。なお、拡散符号速度（チップ

レート）は、1.2288Mchip/sとすること。 

  イ 移動局（上り回線） 

    1次変調方式としてBPSK、QPSK又は8PSK、2次変調方式として、HPSK（Hybrid Phase Shift 

Keying）を採用すること。なお、拡散符号速度（チップレート）は、1.2288Mchip/sと

すること。 

５．３．２ システム設計上の条件 

 (1) スロット長及びフレーム長 

   スロット長は、1.67ms（1/600s）とし、フレーム長は、26.67ms（16/600s）とすること。 

 (2) データ伝送速度 

   伝送速度については、4.8kbps以上であり、かつ、システム能力として、基地局にあっ

ては3.072Mbps、移動局にあっては1.8432Mbpsまで拡張可能であること。 

 (3) 電磁環境対策 

   「CDMA2000方式」と同じとすること。 
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 (4) 電波防護指針への適合 

   「CDMA2000方式」と同じとすること。 

 (5) 他システムとの共用 

   他の無線設備に干渉の影響を与えないように、設置場所の選択、フィルタの追加等の必

要な対策を講ずること。 

５．３．３ 無線設備の技術的条件 

 (1) 送信装置 

   通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。 

  ア 周波数の許容偏差 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。 

  イ 不要発射の強度 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。 

  ウ 隣接チャネル漏えい電力 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。 

  エ 占有周波数帯幅の許容値 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。 

  オ 空中線電力の許容値 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。 

  カ 送信オフ時電力 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。 

 (2) 受信装置 

   静特性において、以下の技術的条件を満たすこと。 

  ア 受信感度 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。ただし、FER(Frame Error Rate)をPER(Packet Error 

Rate)に読み替えるものとする。 

  イ スプリアス・レスポンス 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。ただし、FERをPERに読み替えるものとする。 

  ウ 隣接チャネル選択度 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。ただし、FERをPERに読み替えるものとする。 

  エ 相互変調特性 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。ただし、FERをPERに読み替えるものとする。 

  オ 副次的に発する電波等の限度 

    「CDMA2000方式」と同じとすること。
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５．３．４ 測定法 

  「CDMA2000方式」の技術的条件を適用する。この場合において、「FER(Frame Error Rate)」

とあるのは「PER(Packet Error Rate)」とし、「(1) 送信装置 ア 周波数の許容偏差 (ｱ) 

基地局」については、以下のとおりとする。 

 (1) 送信装置 

  ア 周波数の許容偏差 

   (ｱ) 基地局 

     被試験器の基地局を送信状態に設定し、周波数計、波形解析器等を使用し、周波数

偏差を測定する。 

     被試験器が、拡散停止、無変調の状態にできる場合は周波数計を用いて測定するこ

とができる。 

 



 

 － 151 －

５．４ 端末設備として移動局に求められる技術的な条件 

５．４．１ 発信する機能 

  発信（通信を行う相手を呼び出すための動作）を行うとき、発信を要求する信号を送

出する機能を有すること。 

５．４．２ 着信に応答する機能 

  応答（電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作）するとき、応答を確認する信

号を送出する機能を有すること。 

５．４．３ 通信を終了する機能 

  通信を終了させるとき、チャネルを切断する信号を送出する機能を有すること。 

５．４．４ 送信タイミング 

 ア W-CDMA方式 

 (1) 制御チャネルにおける送信は、基地局から受信したスロットに同期させ、かつ基地

局から指定されたアクセススロットにおいて送信を開始するものであること。 

 (2) 通話チャネルにおける送信は、基地局から受信したフレームに同期させ、かつ受信

フレームの開始時点から1024chipsに相当する遅延時間の後に送信を開始するものと

し、かつその送信の開始時点の偏差は±1.5chipsの範囲にあること。 

 イ CDMA2000方式及び1xEV-DO方式 

 (1) 制御チャネルにおける送信は、基地局から受信したスロットに同期させ、かつ、受

信スロット境界からランダム遅延後に送信を開始するものであること。 

 (2) 通話チャネル又は通信チャネルにおける送信は、基地局から受信したフレームに同

期させ、かつ、その開始時点と受信したフレームとの偏差は±1μsecまでの範囲であ

ること。 

５．４．５ ランダムアクセス制御 

 ア W-CDMA方式 

 (1) 基地局から指定された条件において信号を送出後、基地局から指定された時間

（7680chips後又は12800chips後）において送信許可信号を受信した場合は、送信許可

信号を受信してから7680chips後の時間において情報の送信を行うこと。  

 (2) 基地局から指定された時間に送信禁止信号を受信した場合、あるいは送信許可信号・

禁止信号を受信できなかった場合は、再び(1)の動作を実行するものとする。この場合

において再び(1)の動作を実行する回数は基地局から指示する回数を超えず、かつ、64

回を超えてはならない。 
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 イ CDMA2000方式 

 (1) IMT-2000端末は、制御チャネル上で、上りメッセ－ジを送出後、基地局から指定さ

れた応答時間の範囲（160～1360ms）内で正しいメッセージを受信した場合は、送信を

完了すること。時間内に正しいメッセージを受信出来なかった場合は、0～16スロット

のランダム遅延の後、再実行すること。正しいメッセ－ジを受信するまで、基地局か

ら指示される回数（最大15回）の再実行を行うこと。 

 (2) (1)において正しいメッセージを受信できなかった場合は、0～16スロットのランダ

ム遅延の後、(1)の動作を、基地局から指示される回数（最大14回）の繰返しを行うこ

と。ただし、ランダム遅延の最大値については、基地局からの指示があった場合につ

いてはこの限りではない。 

 ウ CDMA2000 1xEV-DO方式 

 (1) IMT-2000端末は、制御チャネル上で、上りメッセ－ジを送出後、基地局から指定さ

れた応答時間の範囲（213～6587ms）内で正しいメッセージを受信した場合は、送信を

完了すること。時間内に正しいメッセージを受信出来なかった場合は、213～6587ms

のランダム遅延の後、再実行すること。正しいメッセ－ジを受信するまで、基地局か

ら指示される回数（最大15回）の再実行を行うこと。 

 (2) (1)において正しいメッセージを受信できなかった場合は、213～6587msのランダム

遅延の後、(1)の動作を、基地局から指示される回数（最大14回）の繰返しを行うこと。

ただし、ランダム遅延の最大値については、基地局からの指示があった場合について

はこの限りではない。 

５．４．６ 位置登録制御 

 (1) 基地局から受信する位置情報(IMT-2000端末の位置を示す情報をいう。)が、IMT-2000

端末に記憶されている位置情報と一致しない場合のみ、位置情報の登録更新を要求す

る信号を送出するものであること。ただし、基地局からの指示があった場合、又は、

利用者がIMT-2000端末を操作した場合にはこの限りではない。 

 (2) 基地局からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合は、IMT-2000端末の記

憶する位置情報を更新し、かつ保持する機能を有すること。 

５．４．７ 基地局からのチャネル切替指示に従う機能 

  基地局からのチャネルを指定する信号を受信した場合は、指定されたチャネルに切り

替える機能を有すること。 

５．４．８ 基地局に受信レベルを通知する機能 

  基地局から指定された条件に基づき、周辺基地局の指定された制御チャネルの受信レ

ベルについて検出を行い、周辺基地局の受信レベルが基地局から指定された条件を満た
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す場合は、その結果を基地局に通知する機能を有すること。 

５．４．９ 基地局からの送信停止指示に従う機能 

  基地局からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信号を

送出し、送信を停止する機能を有すること。ただし、基地局からの特別な指示があった

場合は、確認をする信号の送出は不要とする。 

５．４．10 受信レベル又は伝送品質劣化時の自動的な送信断機能 

  通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合は、自動的に送信を停止する

機能を有すること。 

５．４．11 故障時の自動的な送信断機能 

  故障により送信が継続的に行われる場合は、自動的にその送信を停止する機能を有す

ること。 

５．４．12 重要通信の確保のための機能 

  基地局からの発信の規制を要求する信号を受信した場合は、発信しない機能を有する

こと。 

５．４．13 端末固有情報の変更を防止する機能 

 (1) 端末固有情報（当該端末を特定するための情報であって、チャネルの設定に当たっ

て使用されるものをいう。）は容易に書き換えができないこと。 

 (2) 端末固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得ができ

ないこと。 

 (3) 端末固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、端末固有情報

を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りではない。 

５．４．14 発信時の自動応答の時間制限機能 

  発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通信回

線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後２分以内にチャネルを切断する信

号を送出し、送信を停止すること。 

５．４．15 自動再発信時の制限 

  自動再発信（応答のない相手に対して引き続いて繰り返し自動的に行う発信をいう）

を行う場合にあっては、その回数は3回以下であること。ただし、最初の発信から3分を

超えた場合には別の発信と見なす。この規定は火災、盗難、その他の非常の場合にはこ

の限りではない。 
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５．４．16 漏話減衰量 

  複数の電気通信回線と接続される端末の回線相互間の漏話減衰量は、1,500ヘルツにお

いて70デシベル以上でなければならない。ただし、回線切替機能を有する端末にあって

は60デシベル以上とする。 

  ただし、CDMA2000 1xEV-DO方式については規定しない。 

５．４．17 責任の分界 

  事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との間に

分界点を有しなければならない。分界点における接続の方式は、端末を電気通信回線ご

とに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。 

５．４．18 漏洩する通信の識別禁止 

  事業用電気通信設備から漏洩する通信の内容を意図的に識別する機能を有してはなら

ない。 

５．４．19 鳴音の発生防止 

  事業用電気通信設備との間で鳴音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態をい

う。）が発生することを防ぐ機能を有すること。 

５．４．20 絶縁抵抗等 

  端末の電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に適切な絶縁抵

抗及び絶縁耐力を有すること。 

５．４．21 過大音響衝撃の発生防止 

  通話機能を有する端末は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止

する機能を有すること。 

  ただし、CDMA2000 1xEV-DO方式については規定しない。 

５．４．22 配線設備等 

  利用者が端末を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器その他の

機器は、雑音の発生防止、事業用電気通信設備への過大電流の流入防止等の観点から適

切に設置されること。 

５．４．23 端末設備内で電波を使用する端末設備 

 (1) 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用するものは、適

切な識別符号を有すること。 

 (2) 特定の場合を除き使用する電波の空き状態について判定を行い、空き状態の時のみ

通信路を設定するものであること。 
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 (3) 特定の部分を除いて一の筐体に収められており、かつ容易に開けることができない

こと。 
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５．５ その他 

  国内標準化団体等では、無線インターフェースの詳細仕様や高度化に向けた検討が引

き続き行われていることから、今後、これらの国際的な標準化動向等を踏まえつつ、技

術的な検討が不要な事項について、国際的な整合性を確保する観点から、適切かつ速や

かに国際標準の内容を技術基準に反映していくことが望ましい。 
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第６章 第三世代移動通信システム(TDD方式)の技術的条件 

６．１ TD-CDMA方式の技術的条件 

TD-CDMA方式の技術的条件については、以下のとおり、3.84Mcpsの技術的条件に7.68Mcps

の追加等を行うことが適当である。また、7.68Mcpsの技術的条件と併せて、3.84Mcpsにつ

いても、国際的な標準化動向等を踏まえ一部の技術的条件について変更を行っている。 

なお、下線部は、「2GHz帯におけるIMT-2000（TDD方式）の技術的条件」（平成17年5月30

日）のうち「TD-CDMA方式の技術的条件」からの変更点である。 

 

６．１．１ 無線諸元 

(1) キャリア設定周波数間隔 

 設定しうるキャリア周波数の間隔は200kHz 

(2) 通信方式 

 TDD(Time Division Duplex:時間分割複信)方式 

ア 基地局（下り回線） 

CDM(Code Division Multiplex : 符 号 分 割 多 重 ) 及 び TDM(Time Division 

Multiplex : 時分割多重)との複合方式 

イ 移動局（上り回線） 

CDMA(Code Division Multiple Access: 符号分割多元接続)及びTDMA(Time 

Division Multiple Access: 時分割多元接続)との複合方式 

(3) 変調方式 

データ変調方式として、QPSK又は16QAM。 

拡散変調方式として、QPSK。拡散処理後のI及びQ信号に対してベースバンドフィル

タにより帯域制限を行うこと。なお、拡散符号の速度（チップレート）は、3.84Mcps

又は7.68Mcpsとすること。 

６．１．２ システム設計上の条件 

(1) フレーム構成及びスロット配列 

フレーム長は10msであり、スロット長は0.67ms(15スロット/フレーム)。スロット

の割当ては、最低1つの上りスロットと下りスロットが各フレームに割り当てられる。 

(2) 音声符号化方法  

音声符号化速度については、音声品質確保及び周波数有効利用の観点から、4～

16kbps前後とすることが望ましい。 

(3) 空中線電力の制御 

周波数有効利用の観点から、必要最低限の空中線電力に制御できること。 
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ア 基地局 

制御ダイナミックレンジは、29.7dB以上の間で制御できること。 

イ 移動局 

制御ダイナミックレンジは、拡散符号速度が3.84Mcpsの場合は-43dBm以下から最

大値までの間、拡散符号速度が7.68Mcpsの場合は-40dBm以下から最大値までの間で

制御できること。 

(4) システム同期条件 

規定しない。 

(5) 認証・秘匿・情報セキュリティ  

不正使用を防止するための移動局装置固有の番号の付与、認証手順の適用、通信

情報に対する秘匿機能の適用等を必要に応じ講ずること。 

(6) 電磁環境対策 

移動局と自動車用電子機器や医療電子機器等との相互の電磁干渉に対しては、十

分な配慮が払われていること。 

(7) 電波防護指針への適応 

電波を使用する機器については、電波法施行規則第21条の3及び無線設備規則第14

条の2に適合すること。 

(8) 移動局識別信号 

移動局の識別番号の付与、送出の手順等はユーザによるネットワークの自由な選

択、ローミング、通信のセキュリティ確保、無線局の監理等について十分に配慮し

て定められること。 

(9) 移動局送信装置の異常時の電波発射停止 

次の機能が同時に独立してなされること。 

ア 基地局が移動局の異常を検出した場合、基地局は移動局に送信停止を要求するこ

と。 

イ 移動局自身がその異常を検出した場合、異常検出タイマのタイムアウトにより移

動局自身が送信を停止すること。 

(10) 他システムとの共用 

他の無線局に干渉の影響を与えないように、設置場所の選択、フィルタの追加等の

必要な対策を講ずること。 

また、人工衛星局（非静止）に対しては、干渉波電力の総和が-200dBW/kHzを超え

ないようにネットワークの構築及び運用を行うこと。 

 

６．１．３ 無線設備の技術的条件 
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(1) 送信設備 

通常の動作状態において、以下の技術的条件を満たすこと。 

ア 周波数の許容偏差（拡散符号速度が3.84Mcps及び7.68Mcpsの場合） 

(ｱ) 基地局 

タイムスロットにおいて±(0.05ppm＋12Hz)以下であること。 

 (ｲ) 移動局 

基地局送信周波数の１タイムスロットと比較して±(0.1ppm＋10Hz) 以下であ

ること。 

イ 占有周波数帯幅の許容値 

(ｱ) 基地局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

占有周波数帯幅の許容値は、99％帯域幅にて、5.0MHz以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

占有周波数帯幅の許容値は、99％帯域幅にて、10.0MHz以下であること。 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

占有周波数帯幅の許容値は、99％帯域幅にて、5.0MHz以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

占有周波数帯幅の許容値は、99％帯域幅にて、10.0MHz以下であること。 

ウ スプリアス領域における不要発射の強度 

スプリアス領域における不要発射の許容値は以下の表に示す値であること。 

(ｱ) 基地局 

スプリアス領域における不要発射の許容値は、拡散符号速度が3.84Mcpsの場合

はキャリア周波数から12.5MHz以上離れた周波数帯域、拡散符号速度が7.68Mcps

の場合はキャリア周波数から25MHz以上離れた周波数帯域のみで規定。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

9kHz以上150kHz未満 1 kHz 

150kHz以上30MHz未満 10 kHz 

30MHz以上1000MHz未満 100 kHz 

1000MHz以上12.75GHz未満 1 MHz 

-13 dBm 

 

  PHS帯域については、以下に示す許容値とすること。 
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周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

1884.5MHz以上1919.6MHz以下 300kHz -41 dBm 

 

  FDD帯域については、以下に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

815MHz以上850MHz以下 

1427.9MHz以上1452.9MHz以下（拡散

符号速度が7.68Mcpsの場合に限る。）

1749.9MHz以上1784.9MHz以下 

1920MHz以上1980MHz以下 

3.84MHz -43 dBm 

860MHz以上895MHz以下 

1475.9MHz以上1500.9MHz以下（拡散

符号速度が7.68Mcpsの場合に限る。）

1844.9MHz以上1879.9MHz以下 

2110MHz以上2170MHz以下 

1MHz -52 dBm 

 

(ｲ) 移動局 

スプリアス領域における不要発射に対する許容値は、拡散符号速度が3.84Mcps

の場合はキャリア周波数から12.5MHz以上離れた周波数帯域、拡散符号速度が

7.68Mcpsの場合はキャリア周波数から25MHz以上離れた周波数帯域のみで規定。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

9kHz以上150kHz未満 1 kHz -36 dBm 

150kHz以上30MHz未満 10 kHz -36 dBm 

30MHz以上1000MHz未満 100 kHz -36 dBm 

1000MHz以上12.75GHz未満 1 MHz -30 dBm 

 

PHS帯域については、以下に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

1884.5MHz以上1919.6MHz以下 300kHz -41 dBm 

 

エ 隣接チャネル漏えい電力 

(ｱ) 基地局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

5MHz離調した周波数に対し-44.2dBc/3.84MHz、10MHz離調した周波数に対して

-54.2dBc/3.84MHz以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 



 - 161 -

7.5MHz離調した周波数に対し-44.2dBc/3.84MHz、12.5MHz離調した周波数に対し

て-54.2dBc/3.84MHz、10MHz離調した周波数に対し-44.2dBc/7.68MHz、20MHz離調

した周波数に対して-54.2dBc/7.68MHz以下であること。 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

隣接チャネルにおけるRRCフィルター後の平均電力が-50dBmを超える場合、5MHz

離調した周波数に対し-32.2dBc/3.84MHz、10MHz離調した周波数に対して

-42.2dBc/3.84MHz以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

隣接チャネルにおけるRRCフィルター後の平均電力が-50dBmを超える場合、

7.5MHz離調した周波数に対し-32.2dBc/3.84MHz、12.5MHz離調した周波数に対して

-42.2dBc/3.84MHz、10MHz離調した周波数に対して-32.2dBc/7.68MHz、20MHz離調

した周波数に対して-42.2dBc/7.68MHz以下であること。 

オ 空中線電力の許容値（拡散符号速度が3.84Mcps及び7.68Mcpsの場合） 

(ｱ) 基地局 

定格空中線電力の±2.7dB以内であること。 

(ｲ) 移動局 

定格空中線電力の最大値は、24dBmであること。 

空中線電力の許容値は定格空中線電力の+1.7dB、-3.7dBであること。ただし定

格21dBm出力の許容値は±2.7dB、定格10dBm出力の許容値は±4.7dBとする。 

カ 送信オフ時電力(スタンバイ電力) 

(ｱ) 基地局 

(a)拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

-77dBm以下であること。 

(b)拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

-74dBm以下であること。 

(ｲ) 移動局 

(a)拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

-63.5dBm以下であること。 

(b)拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

-63.5dBm以下であること 
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キ 送信相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

送信波から±5MHz、±10MHz及び±15MHz離調した30dB低い信号を入力した場合

は、不要波が送信波に対して±5MHz及び±10MHzの場合は隣接チャネル漏えい電力

の許容値、±15MHzの場合はスプリアス領域における不要発射の強度の許容値以下

であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

送信波から±10MHz、±20MHz及び±30MHz離調した30dB低い信号を入力した場合

は、不要波が送信波に対して±10MHz及び±20MHzの場合は隣接チャネル漏えい電

力の許容値、±30MHzの場合はスプリアス領域における不要発射の強度の許容値以

下であること。 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

送信波から、±5MHz、±10MHz離調した40dB低い信号を入力した場合は、5MHz

離調で-31dBc以下、10MHz離調で-41dBc以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

送信波から、±10MHz、±20MHz離調した40dB低い信号を入力した場合は、10MHz

離調で-31dBc以下、20MHz離調で-41dBc以下であること。 

ク スペクトラムマスク 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

-48.5dBm/3.84MHz以下又は次の表に示す許容値以下であること。 

オフセット周波数 △ｆ 許容値 参照帯域幅 

2.5MHz以上3.5MHz未満 -33.5-15ｘ(△f-2.5)dBc 30kHz 

3.5MHz以上7.5MHz未満 -33.5-1ｘ(△f-3.5)dBc １MHz 

7.5MHz以上8.5MHz未満 -37.5-10ｘ(△f-7.5)dBc １MHz 

8.5MHz以上12.5MHz未満 -47.5dBc １MHz 

＊△fは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄の端までの周波数（単位MHz） 
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(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

-45.5dBm/7.68MHz以下又は次の表に示す許容値以下であること。 

オフセット周波数 △ｆ 許容値 参照帯域幅 

5MHz以上5.75MHz未満 -36.5-10.67ｘ(△f-5.0)dBc 30kHz 

5.75MHz以上7.0MHz未満 -44.5-5.6ｘ(△f-5.75)dBc 30kHz 

7.0MHz以上15.0MHz未満 -36.5-0.5ｘ(△f-7.0)dBc １MHz 

15.0MHz以上17.0MHz未満 -40.5-5ｘ(△f-15.0)dBc １MHz 

17.0MHz以上25.0MHz未満 -51.5dBc １MHz 

＊△fは、搬送波の中心周波数から測定帯域の最寄の端までの周波数（単位MHz） 
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(2) 受信設備 

マルチパスのない受信レベルの安定した条件下（静特性下）において、以下の技術的

条件を満たすこと。 

ア 受信感度 

受信感度は、規定のビットレート（12.2kbps）で変調された通信チャネル信号を

規定の品質（BER (Bit Error Rate) 0.1%以下）で受信するために必要なアンテナ端

子で測定した最小受信電力であり静特性下において以下に示す値（基準感度）以下

であること。 

 

(ｱ) 基地局 

 静特性下において、-108.3dBm以下。  

(ｲ) 移動局 

 静特性下において、-104.3dBm以下。 

イ ブロッキング特性 

(ｱ) 基地局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

希望波受信電力は基準感度+6dB、妨害波（変調、離調周波数10MHz以上）-40dBm

の条件においてビット誤り率が0.1%以下であること。 

妨害波の周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1880MHz～1980MHz 

・ 1990MHz～2045MHz 

希望波受信電力が基準感度+6dB、妨害波（無変調）-15dBmの条件においてビ

ット誤り率が0.1%以下であること。 

妨害波の周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1000kHz～1880MHz 

・ 1980MHz～1990MHz 

・ 2045MHz～12.75GHz 

(b)拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

希望波受信電力は基準感度+6dB、妨害波（変調、離調周波数20MHz以上）-40dBm

の条件においてビット誤り率が0.1%以下であること。 

妨害波の周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1880MHz～1980MHz 

・ 1990MHz～2045MHz 
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希望波受信電力が基準感度+6dB、妨害波（無変調）-15dBmの条件においてビッ

ト誤り率が0.1%以下であること。 

妨害波の周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1000kHz～1880MHz 

・ 1980MHz～1990MHz 

・ 2045MHz～12.75GHz 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

希望波受信電力は基準感度+3dBで、妨害波（変調、離調周波数10MHz）-56dBm

の条件又は妨害波（変調、離調周波数15MHz）-44dBmの条件においてビット誤り

率が0.1%以下であること。 

希望波受信電力は基準感度+3dBで、下記の条件においてビット誤り率が0.1%

以下であること。 

妨害波(無変調 -44dBm)の条件における周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1840MHz～1995MHz 

・ 2040MHz～2085MHz 

妨害波(無変調 -30dBm)の条件における周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1815MHz～1840MHz 

・ 2085MHz～2110MHz 

妨害波(無変調 -15dBm)の条件における周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1000kHz～1815MHz 

・ 2110MHz～12.75GHz 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

希望波受信電力は基準感度+3dBで、妨害波（変調、離調周波数20MHz）-53dBm

の条件又は妨害波（変調、離調周波数30MHz）-41dBmの条件においてビット誤り

率が0.1%以下であること。 

希望波受信電力は基準感度+3dBで、下記の条件においてビット誤り率が0.1%

以下であること。 

妨害波(無変調 -44dBm)の条件における周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1840MHz～1980MHz 

・ 2055MHz～2085MHz 

妨害波(無変調 -30dBm)の条件における周波数範囲は以下のとおりとする。 
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・ 1815MHz～1840MHz 

・ 2085MHz～2110MHz 

妨害波(無変調 -15dBm)の条件における周波数範囲は以下のとおりとする。 

・ 1000kMHz～1815MHz 

・ 2110MHz～12750MHz 

ウ スプリアスレスポンス 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

(ｲ) 移動局 

     ビットレート12.2kbps、希望波受信電力は基準感度+3dB、妨害波（無変調）-44dBm

の条件においてビット誤り率が0.1%以下であること。 

エ 隣接チャネル選択度 

隣接チャネル選択度は、隣接する搬送波に配置された変調妨害波の存在下で希望信

号を受信する受信機能力の尺度である。 

(ｱ) 基地局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

ビットレート12.2kbps、希望波受信電力は基準感度+6dBで、妨害波（変調、離

調周波数5MHz）-52dBmの条件においてビット誤り率が0.1%以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

ビットレート12.2kbps、希望波受信電力は基準感度+6dBで、妨害波（変調、離

調周波数10MHz）-49dBmの条件においてビット誤り率が0.1%以下であること。 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

ビットレート12.2kbps、希望波受信電力は基準感度+14dB、妨害波（変調、離調

周波数5MHz）-52dBmの条件においてビット誤り率が0.1%以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

ビットレート12.2kbps、希望波受信電力は基準感度+14dB、妨害波（3.84Mcps

変調、離調周波数7.5MHz）-52dBmの条件においてビット誤り率が0.1%以下である

こと。及び 妨害波（7.68Mcps変調、離調周波数10MHz）-52dBmの条件においてビ

ット誤り率が0.1%以下である 

オ 相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 
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ビットレート12.2kbps、希望受信電力は基準感度+6dB、妨害波1（無変調、離調

周波数10MHz）と妨害波2（変調、離調周波数20MHz）ともに-48dBmの条件において

ビット誤り率が0.1%以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

ビットレート12.2kbps、希望受信電力は基準感度+6dB、妨害波1（無変調、離調

周波数20MHz）と妨害波2（変調、離調周波数40MHz）ともに-48dBmの条件において

ビット誤り率が0.1%以下であること。 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

ビットレート12.2kbps、希望波の総入力電力は基準感度+3dB、妨害波1（無変調、

離調周波数10MHz）と妨害波2（変調、離調周波数20MHz）ともに-46dBmの条件にお

いてビット誤り率が0.1%以下であること。 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

ビットレート12.2kbps、希望波の総入力電力は基準感度+3dB、妨害波1（無変調、

離調周波数20MHz）と妨害波2（変調、離調周波数40MHz）ともに-46dBmの条件にお

いてビット誤り率が0.1%以下であること。 

 

カ 副次的に発する電波等の強度 

下記の条件を満たすこと。 

(ｱ) 基地局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

  2000MHz以上2035MHz以下を除き、次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

30 MHz以上1000MHz未満 100 kHz -57 dBm 

1000MHz以上2000MHz未満 1 MHz -47 dBm 

2035MHzを超え12.75 GHz以下 1 MHz -47 dBm 

 

  FDD帯域については、以下に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

815MHz以上850MHz以下 

1749.9MHz以上1784.9MHz以下 

1920MHz以上1980MHz以下 

3.84MHz -78 dBm 
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(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

  1990MHz以上2045MHz以下を除き、次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

30 MHz以上1000MHz未満 100 kHz -57 dBm 

1000MHz以上1990MHz未満 1 MHz -47 dBm 

2045MHzを超え12.75 GHz以下 1 MHz -47 dBm 

 

  FDD帯域については、以下に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

815MHz以上850MHz以下 

1427.9MHz以上1452.9MHz以下 

1749.9MHz以上1784.9MHz以下 

1920MHz以上1980MHz以下 

3.84MHz -78 dBm 

 

(ｲ) 移動局 

(a) 拡散符号速度が3.84Mcpsの場合 

  2000MHz以上2035MHz以下を除き、次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

30 MHz以上1000MHz未満 100 kHz -57 dBm 

1000MHz以上2000MHz未満 1 MHz -47 dBm 

2035MHzを超え12.75 GHz以下 1 MHz -47 dBm 

 

(b) 拡散符号速度が7.68Mcpsの場合 

  1990MHz以上2045MHz以下を除き、次の表に示す許容値とすること。 

周波数範囲 参照帯域幅 許容値 

30 MHz以上1000MHz未満 100 kHz -57 dBm 

1000MHz以上1990MHz未満 1 MHz -47 dBm 

2045MHzを超え12.75 GHz以下 1 MHz -47 dBm 
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６．１．４ 測定法 

(1) 送信装置 

ア 周波数偏差 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を送信の状態に設定し、周波数計、波形解析機等を使用し、

周波数偏差を測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び波形解析機を分配器により接続し、

試験周波数に設定して最大出力で送信する。または、被試験器の移動局を技術的

条件に定められた値で設定して最大出力で送信する。 

分配器又は無線出力ポートに接続された周波数計、波形解析機等により、周波

数偏差を測定する。 

イ スプリアス領域における不要発射の強度 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力ポートに接続さ

れたスペクトルアナライザにより、技術的条件により定められた参照帯域幅等に

従ってスプリアス領域における不要発射の強度のバースト内平均電力を測定する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求めることができる。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器に

より接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。または、被試験器の移

動局を技術的条件に定められた値で、試験状態及び試験周波数に設定して最大出

力で送信する。 

分配器又は無線出力ポートに接続されたスペクトルアナライザにより、技術的

条件により定められた参照帯域幅等に従ってスプリアス領域における不要発射の

強度のバースト内平均電力を測定する。 

分解能帯域幅を技術的条件により定められた参照帯域幅に設定できない場合は、

分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、定められた参照帯域幅内に

渡って積分した値を求める。 

ウ 占有周波数帯幅 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定する。無線出力ポートに接続

された、スペクトルアナライザを搬送波周波数に設定してその電力分布を測定し、

全電力の0.5%となる上下の限界周波数点を求め、その差を占有周波数帯幅とする。 
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(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器に

より接続し、試験周波数に設定して最大出力で送信する。または、被試験器の移

動局を技術的条件に定められた値で、試験状態及び試験周波数に設定して最大出

力で送信する。 

分配器又は無線出力ポートに接続された、スペクトルアナライザを搬送波周波

数に設定してその電力分布を測定し、全電力の0.5％となる上下の限界周波数点を

求め、その差を占有周波数帯幅とする。 

エ 空中線電力 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を定格出力で送信するよう設定し、無線出力ポートに接続さ

れた、電力計により送信電力を測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び電力計を分配器により接続し、試

験周波数に設定して最大出力で送信する。または、被試験器の移動局を技術的条

件に定められた値で試験状態及び試験周波数に設定して最大出力で送信する。 

分配器又は無線出力ポートに接続されたスペクトルアナライザにより、電力計

により送信電力を測定する。 

オ 隣接チャネル漏えい電力 

スプリアス領域における不要発射の強度の測定と同様の方法で測定するが、技術

的条件により定められた条件に適合するように測定又は換算する。 

カ 送信オフ時電力 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局を送信出力停止状態に設定し、無線出力ポートに接続された、

スペクトルアナライザにより技術的条件により定められた条件で測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及びスペクトルアナライザを分配器に

より接続し、送信停止状態にする。または、被試験器の移動局を送信出力停止状

態に設定する。 

分配器又は無線出力ポートに接続された、スペクトルアナライザにより技術的

条件により定められた条件で測定する。 

キ 送信相互変調 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局と不要波信号発生器及びスペクトルアナライザを分配器によ

り接続する。被試験器の基地局を定格出力で送信及び不要波信号発生器の送信出

力及び周波数を技術的条件により定められた値に設定し、無線出力ポートに接続
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された、スペクトルアナライザによりスプリアス領域における不要発射の強度を

測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ、不要波信号発生器及びスペクトルア

ナライザを分配器により接続し、被試験器の移動局を定格出力で送信及び不要波

信号発生器の送信出力及び周波数を技術的条件により定められた値に設定し、試

験周波数に設定して最大出力で送信する。または、被試験器の移動局を技術的条

件に定められた値で、送信試験状態及び試験周波数に設定して最大出力で送信す

る。分配器又は無線出力ポートに接続された、スペクトルアナライザによりスプ

リアス領域における不要発射の強度を測定する。 

ク スペクトラムマスク 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

(ｲ) 移動局 

スプリアス領域における不要発射の強度（ｲ）移動局と同じ測定方法とする。な

お、オフセット周波数の範囲に対し測定周波数範囲は測定時の分解帯域幅の1/2

だけ内側の範囲とすることができる。 

 

(2) 受信装置 

ア 受信感度 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局と移動局シミュレータを接続し、技術的条件に定められた値

で送信し、ビット誤り率を測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータを接続し、技術的条件に定められた値

で送信し、ビット誤り率を測定する。 

イ ブロッキング特性 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件

に定められた信号レベルに設定する。移動局シミュレータから技術的条件に定め

られた値で送信しビット誤り率を測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件

に定められた信号レベルに設定する。基地局シミュレータから技術的条件に定め

られた値で送信しビット誤り率を測定する。 
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ウ スプリアスレスポンス 

(ｱ) 基地局 

規定しない。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件

に定められた値に設定する。基地局シミュレータから送信し、信号発生器の周波

数を掃引してビット誤り率を測定する。 

エ 隣接チャネル選択度 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件

に定められた値に設定する。信号発生器の周波数を隣接チャネル周波数に設定し

てビット誤り率を測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の基地局と基地局シミュレータ及び信号発生器を接続し、技術的条件

に定められた値に設定する。信号発生器の周波数を隣接チャネル周波数に設定し

てビット誤り率を測定する。 

オ 相互変調特性 

(ｱ) 基地局 

被試験器の基地局と移動局シミュレータ及び2つの妨害波信号発生器を接続す

る。希望波及び妨害波を技術的条件により定められた値及び周波数に設定し、送

信し、ビット誤り率を測定する。 

(ｲ) 移動局 

被試験器の移動局と基地局シミュレータ及び２つの妨害波信号発生器を接続す

る。希望波及び妨害波を技術的条件により定められた値及び周波数に設定し、送

信し、ビット誤り率を測定する。 

カ 副次的に発する電波等の強度 

(ｱ) 基地局 

スペクトルアナライザを受信機無線入力ポートに接続し、受信状態（送信出力

停止）にして測定する。測定する周波数範囲は、30MHz～12.75GHzとする。 

(ｲ) 移動局 

スペクトルアナライザを移動局アンテナコネクタに接続し、受信状態（送信出

力停止）にして測定する。測定する周波数範囲は、30MHz～12.75GHzとする。 

６．２ 端末設備として移動局に求められる技術的な条件 

(1) 基本的な条件 
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ア 発信する機能 

発信（通信を行う相手を呼び出すための動作）を行うとき、発信を要求する信号

を送出する機能を有すること。 

イ 着信に応答する機能 

応答（電気通信回線からの呼出しに応ずるための動作）するとき、応答を確認す

る信号を送出する機能を有すること。 

ウ 通信を終了する機能 

通信を終了させるとき、チャネルを切断する信号を送出する機能を有すること。 

(2) 電波を使用して電気通信回線設備と接続できるために必要となる条件 

ア 送信タイミング 

(ｱ) 制御チャネルにおける送信は、基地局から受信したスロットに同期させ、かつ、

受信スロット境界からランダム遅延後に送信を開始するものであること。 

(ｲ) 通話（又は通信）チャネルにおける送信は、基地局から受信したフレームに同

期させること。 

イ ランダムアクセス制御 

複数の端末からの送信が衝突した場合、再び送信が衝突することを避けるために、

各端末がそれぞれ不規則な遅延時間の後に再び送信すること。 

ウ 位置登録制御 

(ｱ) 基地局から受信する位置情報（端末の位置を示す情報をいう。）が、端末に記憶

されている位置情報と一致しない場合のみ、位置情報の登録更新を要求する信号

を送出するものであること。ただし、基地局からの指示があった場合、又は、利

用者が端末を操作した場合にはこの限りではない。 

(ｲ) 基地局からの位置情報の登録を確認する信号を受信した場合は、端末の記憶す

る位置情報を更新し、かつ保持する機能を有すること。 

エ 基地局からのチャネル切替指示に従う機能 

基地局からのチャネルを指定する信号を受信した場合は、指定されたチャネルに

切り替える機能を有すること。 

オ 基地局に受信レベルを通知する機能 

基地局から指定された条件に基づき、周辺基地局の指定された制御チャネルの受

信レベルについて検出を行い、周辺基地局の受信レベルが基地局から指定された条

件を満たす場合は、その結果を基地局に通知する機能を有すること。 

カ 基地局からの送信停止指示に従う機能 

基地局からチャネルの切断を要求する信号を受信した場合は、その確認をする信

号を送出し、送信を停止する機能を有すること。ただし、基地局からの特別な指示
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があった場合は、確認をする信号の送出は不要とする。 

キ 受信レベル又は伝送品質劣化時の自動的な送信断機能 

通信中の受信レベル又は伝送品質が著しく劣化した場合は、自動的に送信を停止

する機能を有すること。 

ク 故障時の自動的な送信断機能 

故障により送信が継続的に行われる場合は、自動的にその送信を停止する機能を

有すること。 

ケ 重要通信の確保のための機能 

基地局からの発信の規制を要求する信号を受信した場合は、発信しない機能を有

すること。 

コ 移動局固有情報の変更を防止する機能 

(ｱ) 移動局固有情報を記憶する装置は、容易に取り外せないこと。ただし、移動局

固有情報を記憶する装置を取り外す機能を有している場合は、この限りではない。 

(ｲ) 移動局固有情報は、容易に書き換えができないこと。 

(ｳ) 移動局固有情報のうち利用者が直接使用するもの以外については、容易に知得

ができないこと。 

※移動局固有情報とは、当該移動局を特定するための情報であって、チャネルの設

定に当たって使用されるものをいう。 

 

(3) その他必要となる条件 

ア 発信時の自動応答の時間制限機能 

発信に際して相手の端末からの応答を自動的に確認する場合にあっては、電気通

信回線からの応答が確認できない場合選択信号送出終了後2分以内にチャネルを切

断する信号を送出し、送信を停止すること。 

イ 自動再発信時の制限 

自動再発信（応答のない相手に対して引き続いて繰り返し自動的に行う発信をい

う）を行う場合にあっては、その回数は3回以下であること。ただし、最初の発信か

ら3分を超えた場合には別の発信と見なす。この規定は火災、盗難、その他の非常の

場合にはこの限りではない。 

ウ 通話以外の送出電力 

規定しない。 

エ 漏話減衰量 

規定しない。 

(4) 一般的な条件 
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ア 責任の分界 

事業用電気通信設備との責任の分界を明確にするため、事業用電気通信設備との

間に分界点を有しなければならない。分界点における接続の方式は、移動局を電気

通信回線ごとに事業用電気通信設備から容易に切り離せるものでなければならない。 

イ 漏えいする通信の識別禁止 

事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有して

はならない。 

ウ 鳴音の発生防止 

事業用電気通信設備との間で鳴音（電気的又は音響的結合により生ずる発振状態

をいう。）が発生することを防ぐ機能を有すること。 

エ 絶縁抵抗等 

移動局の電源回路と筐体及びその電源回路と事業用電気通信設備との間に適切な

絶縁抵抗及び絶縁耐力を有すること。 

オ 過大音響衝撃の発生防止 

規定しない。 

カ 配線設備等 

利用者が移動局を事業用電気通信設備に接続する際に使用する線路及び保安器そ

の他の機器は、雑音の発生防止、事業用電気通信設備への過大電流の流入防止等の

観点から適切に設置されること。 

キ 端末設備内で電波を使用する端末設備 

(ｱ) 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用するものは、

適切な識別符号を有すること。 

(ｲ) 特定の場合を除き使用する電波の空き状態について判定を行い、空き状態の時

のみ通信路を設定するものであること。 

(ｳ) 特定の部分を除いて一の筐体に収められており、かつ容易に開けることができ

ないこと。 

６．３ その他 

 国内標準化団体等では、無線インターフェースの詳細仕様や高度化に向けた検討が引き

続き行われていることから、今後、これらの国際的な標準化動向等を踏まえつつ、技術的

な検討が不要な事項について、国際的な整合性を確保する観点から、適切かつ速やかに国

際標準の内容を技術基準に反映していくことが望ましい。 
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第７章 第三世代移動通信システム用非再生エントランス回線 

７．１ 無線エントランス回線の現状等 

７．１．１ 国内の携帯電話サービスにおけるエリア整備の状況 

国内の携帯電話のサービスエリア整備状況については、総務省「携帯電話サービスに

おけるエリア整備の在り方に関する調査研究会」により、以下のとおり報告されている。

この中で、無線エントランスは、人口が少なく採算が見込みづらい過疎地域等において

運用経費を低減させる方策であり、現在利用されている無線エントランスを引き続き積

極的に活用するとともに、技術開発を進めることにより、機器の調達コストの削減や新

たなシステムの導入を積極的に図っていくことが必要であると提言されている。 

 

「携帯電話サービスにおけるエリア整備の在り方に関する調査研究会」報告書より抜粋 

 

ア 地域メッシュ統計に基づく整備状況 

平成14年現在において、居住地域で携帯電話サービスのエリア外の夜間人口の比率

は、1.3％（160万人）である。（表７．１－１参照） 

 
表７．１－１ 地域メッシュ統計に基づく整備状況 

過疎地域 その他の地域 全国 
基礎統計 地域 実数 比率(％) 実数 比率(％) 実数 比率(％)

エリア内 89,208 47.5 142,526 74.4 231,734 61.6

エリア外 98,401 52.5 49,013 25.6 147,414 38.9

メッシュ数 

全地域 187,609 100.0 191,539 100.0 379,148 100.0

エリア内 41,407 76.3 93,968 92.6 135,375 86.9

エリア外 12,845 23.7 7,479 7.4 20,324 13.1

夜間人口が

１以上のメ

ッシュ数 全地域 54,252 100.0 101,447 100.0 155,699 100.0

エリア内 6,897,754 89.3 117,067,380 99.3 123,965,134 98.7

エリア外 827,569 10.7 777,010 0.7 1,604,579 1.3

夜間人口 

全地域 7,725,323 100.0 117,844,390 100.0 125,569,713 100.0

エリア内 6,683,314 91.1 118,253,482 99.5 124,936,796 99.0

エリア外 651,266 8.9 622,416 0.5 1,273,682 1.0

昼間人口 

全地域 7,334,580 100.0 118,875,898 100.0 126,210,478 100.0

 

 

イ エリア整備における公的主体の補完的役割の必要性 

携帯電話サービスのエリア整備については、利用者のニーズに対応する形で携帯電話

事業者自らが整備を進めることが基本であり、これまで着実に整備がなされてきた。 
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しかしながら、民間企業である携帯電話事業者にとって、人口が密集しており、通信

量が見込める都市部に比べて、人口が少なく、採算を見込みづらい過疎地域等において

は、エリア整備に対するインセンティブが働きにくい。 

 

ウ エリア整備の促進策 

事業採算性の試算結果においても明らかなとおり、基地局施設の運用経費の大部分は、

基地局施設のエントランス回線として必要となる、基地局施設から携帯電話事業者の交

換設備までの間にNTT 地域会社等が敷設している有線回線の回線使用料が占めている。 

運用経費を低減させる方策の一つとして、基地局施設から各事業者の交換設備までの

回線を、経費が安価である別の方法（無線エントランスの活用など）により確保するこ

とが考えられる。 

 

【無線エントランス等の拡充】 

基地局の運用経費のうち、大部分を占める基地局施設から携帯電話事業者の交換設備

までの回線に要する費用を低減するため、当該回線を無線によって確保する無線エント

ランス等の活用を一層推進することが有効である。 

無線エントランス等の導入によって、NTT 地域会社等の有線系電気通信事業者から借

用する専用線の回線使用料を支払う必要がなくなり、携帯電話事業者の採算性の向上が

期待できる。 

無線エントランス等の導入推進に当たり、総務省は、携帯電話事業者が能率的かつ経

済的な回線設計が行えるよう周波数の迅速な割当て等に配慮することが必要である。 

また、携帯電話事業者においては、現在利用している無線エントランス等を引き続き

積極的に活用するとともに、技術開発を進めること等により、機器の調達コストの削減

や新たなシステムの導入を積極的に図っていくことが求められる。 

 

 

７．１．２ 無線エントランス高速化の経緯 

図７．１－１に無線エントランス方式の伝送速度の推移の例を示す。当初は２Ｇである

PDC方式の商用開始に合わせて、1991～1992年にかけて4/22GHzで6Mbpsの無線エントラン

ス方式が開発され、その後の基地局の増加に対応するために1996年頃には5/6/11GHzでも

6Mbps 方式が開発･導入された。その後、３Ｇの開発に合わせて2001年頃には11/15GHz で

26Mbps（QPSK）及び52Mbps（16QAM）を実現している。さらに、HSDPA導入によるトラヒッ

ク増に対応できるように、2005年には11/15/18GHzで156Mbps（16QAM）の方式が商用化さ

れた。 
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図７．１－１ 無線エントランス方式の伝送速度の推移例1 

                                                  
1 H.Arai, A. Yamada, and H. Nakamura, “Fixed Wireless Systems with 156-Mbit/s Transmission Capacity 

for Entrance Circuits”, Asia Pacific Microwave Conference 2005,P5.13（2005 年 12 月）. 
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７．１．３ 非再生方式エントランス回線 

 非再生方式エントランス回線とは、アクセス区間とエントランス区間のインターフェース

において、CDMA波を周波数変換し直接中継する簡易な中継方式を用いたエントランス回線で

ある。概要、特長等を以下に示すが、低コストで設置が可能である。 

 

(1) 概要 

非再生方式エントランス回線のシステム構成例を、図７．１－２に示す。 

アクセス区間のためのアクセス無線装置、エントランス中継区間のためのエントラン

ス無線装置から構成され、端末からの送受信信号を周波数変換を行い､1.5GHz帯の周波

数で伝送するシステムである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７．１－２ 非再生方式エントランス回線の構成例 

 

(2) 特長 

ア 伝搬距離 

1.5GHzの無線周波数帯から伝搬路に応じた周波数帯を使用して、約30kmまでの経済

的な回線構築が可能である。 

イ 変復調を含まない非再生中継方式 

変復調を含まないので､機器が小型･低コストとなり、また簡易集中化によるメンテ

ナンスコスト削減などで、経済的な広エリア・低トラヒック回線の構築、運営が可能

である。 
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ウ 〝急激な劣化を伴わない（Graceful Degradation）”中継方式 

C/Nが劣化しても、アクセス回線のユーザ数の減少はあるものの、回線断には至ら

ない柔軟かつ耐干渉特性に優れた回線が構築できる。 

エ 周波数の有効利用 

耐干渉性に優れているために、他のシステムとの周波数共用条件が緩和され、電

波の有効利用の範囲が広い。 

オ フェージング対策 

RAKE受信機能を利用して、アクセス区間の受信ダイバーシティを構成することが

できる。また、同様にエントランス回線のスペースダイバーシティを構成すること

ができる。 

カ アクセス回線の送信電力制御 

エントランス回線で発生するフェージングまたは降雨減衰による伝搬損失の変動

を、データチャネルにパイロットチャネルを重畳して約60dBの範囲で一定に補正制

御する。 

キ 安定動作 

中継には、基地局のアクセス周波数と異なる周波数帯を利用するので､回り込みに

よる発振トラブル等がなく、安定したネットワークを構築できる。 

ク 周波数同期 

データチャネルにパイロットチャネルを重畳することで、基地局と簡易基地局間

の周波数の同期制御を行う。 

ケ 独立サービスエリアの構築 

現行の標準基地局と比べて伝送容量は少ないが、現行基地局と同等のサービス機能

及び信号品質を持つ独立したサービスエリアを構築できる。 

コ 補助信号の伝送 

パイロットチャネルを用いて監視制御チャネル（補助信号）の伝送が可能である。 
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(3) 用途 

簡易基地局は、無線機器の設置及び基地局装置からの携帯電話信号の接続だけで､新

しいサービスエリアを構築することができ、従来の基地局と比べると装置数が少なく、

工事費も軽減できる。そのため、非再生方式エントランス回線は、次のようなアプリケ

ーションに有効である。 

ア トラヒックの少ないルーラル地域のエリア整備 

イ 中小都市空間の不感地対策 

ウ イベント等の短期需要に対する臨時回線 

エ 災害復旧の臨時回線 

 

(4) 装置イメージ 

  非再生方式エントランス回線の外観イメージとして、八木アンテナを用いた1.5GHz

帯システムを、図７．１－３に示す。 
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アクセス無線装置 
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図７．１－３ 1.5GHz帯非再生方式エントランス回線（イメージ図） 
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７．２ セルラーシステムとの周波数共用について 

 第２章において、1.5GHz帯を、３Ｇの周波数ひっ迫対策用としてアーバンエリアにおいて

セルラーシステムとして利用し、ルーラルエリアにおいてエントランス回線で利用すること

を前提とした。次章において、1.5GHz帯非再生エントランス回線と、同一周波数を使用する

セルラーシステムとの干渉調査を行う際には、1.5GHz帯はあくまで周波数ひっ迫対策用の帯

域であることに鑑み、セルラーシステムを人口密集地に配置した場合に、セルラーシステム

と周波数を共用して非再生エントランス回線を配置可能な場所を探る手法を採ることにす

る。 



 




